
 

 

 

 

 

 

 

 

 

神栖市一般廃棄物処理基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 3 月 

 

 

神  栖  市 
 

 

  



 

 

  



 

 

目次 

第１章 計画の概要 .................................................................................................................................................... 1 

第１節 計画の背景・目的 ................................................................................................................................. 1 

第２節 計画の位置づけ ...................................................................................................................................... 1 

第３節 計画の目標年次 ...................................................................................................................................... 3 

第４節 計画対象区域 ........................................................................................................................................... 3 

 

第２章 本市の現状 .................................................................................................................................................... 4 

第１節 位置と地勢 ............................................................................................................................................... 4 

第２節 気象状況 .................................................................................................................................................... 6 

第３節 沿革 .............................................................................................................................................................. 7 

第４節 人口及び世帯 ........................................................................................................................................... 8 

第５節 産業構造 .................................................................................................................................................... 9 

第６節 土地利用状況 ....................................................................................................................................... 14 

第７節 財政状況 ................................................................................................................................................ 18 

第８節 ごみ処理を取り巻く動向 .............................................................................................................. 19 

 

第３章 ごみ処理の現状と課題 ........................................................................................................................ 26 

第１節 現況のごみ処理体系 ........................................................................................................................ 26 

第２節 ごみの排出及び収集の状況 ......................................................................................................... 29 

第３節 ごみ減量・リサイクルの状況 ..................................................................................................... 36 

第４節 中間処理の現状 .................................................................................................................................. 39 

第５節 最終処分の現状 .................................................................................................................................. 44 

第６節 ごみ処理事業費の現状 ................................................................................................................... 45 

第７節 茨城県内の他市町村との比較から見た課題 ....................................................................... 47 

 

第４章 ごみ処理基本計画 .................................................................................................................................. 52 

第１節 基本理念と基本方針 ........................................................................................................................ 52 

第２節 現状施策でのごみ排出量の将来予測 ...................................................................................... 53 

第３節 目標値の設定 ....................................................................................................................................... 55 

第４節 目標達成のための施策 ................................................................................................................... 61 

第５節 減量施策を実施した場合のごみ量の予測 ............................................................................ 66 

第６節 ごみの収集・処理体制 ................................................................................................................... 72 

第７節 その他の施策 ....................................................................................................................................... 77 



 

 

第５章 生活排水処理基本計画 ........................................................................................................................ 78 

第１節 生活排水処理の実態把握 .............................................................................................................. 78 

第２節 基本的事項の検討 ............................................................................................................................. 87 

第３節 し尿及び汚泥処理量の将来予測 ................................................................................................ 88 

第４節 し尿及び汚泥の処理計画 .............................................................................................................. 93 

第５節 その他 ..................................................................................................................................................... 97 

 

第 6 章 計画の進行管理と推進体制 ............................................................................................................. 99 

第１節 計画の進行管理 .................................................................................................................................. 99 

第２節 計画の推進体制 .................................................................................................................................. 99 

 

資料編........................................................................................................................................................................... 101 

ごみ処理・再資源化事業の変遷 ................................................................................................................ 103 

神栖市一般廃棄物処理基本計画（案）について（諮問） ........................................................... 106 

神栖市一般廃棄物処理基本計画（案）について（答申） ........................................................... 107 

神栖市廃棄物減量等推進審議会委員名簿 ............................................................................................. 108 

用語集 ...................................................................................................................................................................... 109 

 

  



 

1 

第１章 計画の概要 

 

第１節 計画の背景・目的 

平成 27（2015）年 9 月、「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：

SDGs）」が国連サミットにおいて全会一致で採択された。これは、国際社会全体が持続可

能な発展をするために、令和 12（2030）年までに達成すべき包括的な 17 の目標を設定

したものである。 

我が国では、SDGs の考え方を活用して環境・経済・社会の統合的向上の具体化を進め

るための戦略を掲げた、「第五次環境基本計画」が平成 30（2018）年 4 月に閣議決定さ

れ、循環型社会の分野においては、資源循環と低炭素化や国土の強靱化との同時達成を図

ることを示した「第四次循環型社会形成推進基本計画」が平成 30（2018）年 6 月に閣議

決定された。 

この「第四次循環型社会形成推進基本計画」の中で持続可能な社会づくりとの統合的取

組として、高齢化社会に対応した廃棄物処理体制、廃棄物エネルギーの徹底利用などと合

わせ、家庭系食品ロス半減に向けた国民運動やマイクロプラスチックを含む海洋ごみ対策

が掲げられ、食品ロス量の半減を目標として定めるとともに、「プラスチック資源循環戦略」

（原則、プラスチックは 100％リユース・リサイクル）の策定方針が示された。 

このような流れを踏まえ、今後は、これまで以上に廃棄物の排出抑制に取り組むととも

に、廃棄物となったものについては不適正処理を防止し、環境への負荷の低減に配慮しつ

つ、可能な限り再使用、再生利用等の循環的な利用を行うことを基本とする。 

そこで本計画は、これまでの取組と現状を検証し、「市民・事業者・行政の協働による 5R

の推進とともに、環境への負荷の少ない持続可能な社会づくりを進めます」の基本理念の

下、今後の廃棄物行政の方向性を示すことを目的とする。 

 

第２節 計画の位置づけ 

本計画の位置づけは図 1-2-1 に示すとおりである。 

廃棄物処理法第 6 条第 1 項の規定により、市町村は、該当区域内の一般廃棄物の処理に

関する計画（以下「一般廃棄物処理計画」という。）を定めなければならないとされている。

一般廃棄物処理計画は、①長期的視点に立った市町村の一般廃棄物処理の基本方針となる

計画（一般廃棄物処理基本計画）と、②基本計画に基づき、年度ごとに一般廃棄物の排出

の抑制、減量化・再生利用の推進、収集・運搬、処分等について定める計画（一般廃棄物

処理実施計画）に区分される。 

一般廃棄物処理基本計画では、廃棄物処理をめぐる今後の社会・経済情勢、一般廃棄物

の発生の見込み、地域の開発計画、住民の要望等を踏まえた上で、一般廃棄物処理施設や

体制の整備、財源の確保等について十分に検討するとともに、それを実現するための現実
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的かつ具体的な施策を総合的に検討する。 

一般廃棄物処理実施計画は、一般廃棄物処理基本計画に基づき年度ごとに策定するもの

であり、一般廃棄物の排出状況、処理主体、収集計画、中間処理計画及び最終処分計画等

を明確にする。 

また、それぞれの計画は、ごみに関する部分（ごみ処理基本計画及びごみ処理実施計画）

と生活排水に関する部分（生活排水処理基本計画及び生活排水処理実施計画）から構成さ

れる。 

本計画は、本市が目指すまちづくりの基本方針を示した「第２次神栖市総合計画」をは

じめとし、その他の関連計画とも十分な整合を図りながら策定する。また、廃棄物処理を

めぐる今後の社会・経済情勢の変化等を踏まえた上で、処理施設の整備、収集・運搬の効

率化、最終処分場の確保、財源の確保等について十分に検討するとともに、それを実現化

するための現実的かつ具体的な施策を総合的に検討するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-1 本計画の位置づけ 

  

廃棄物の処理及び

清掃に関する法律 

第 6 条第 1 項 

神栖市廃棄物の 

減量及び適正処理

に関する条例 

一般廃棄物処理実施計画 

（各年度計画） 

・ごみ処理実施計画 

・生活排水処理実施計画 

神栖市総合計画 

（基本構想・基本計画） 

一般廃棄物処理基本計画 

（10～15 年の長期計画） 

・ごみ処理基本計画（本計画） 

・生活排水処理基本計画（本計画） 

関連計画 
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第３節 計画の目標年次 

一般廃棄物処理基本計画は、計画期間を 10～15 年とし、必要に応じて概ね 5 年ごとに

見直すこととされている（一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について 厚

生省環境衛生局水道環境部環境整備課 環整第 95 号）。 

本計画の計画期間は、令和 3（2021）年度から令和 17（2035）年度までの 15 年間

とする。但し、近年は社会・経済情勢の変化が大きく、廃棄物をとりまく状況も刻々と変

化していくことを考慮し、令和 7（2025）年度及び令和 12（2030）年度を中間目標年

次として定め、計画の進捗状況を確認し、見直しを行うこととする。 

 

表 1-3-1 計画期間と目標年次 

 
 

第４節 計画対象区域 

本計画の対象とする区域は神栖市全域とする。 

  

計画期間 ： 令和3（2021）年度～令和17（2035）年度

中間目標年次 ： 令和7（2025）年度

中間目標年次 ： 令和12（2030）年度

最終目標年次 ： 令和17（2035）年度
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第２章 本市の現状 

 

第１節 位置と地勢 

本市は茨城県の東南端に位置し、東側は太平洋に、南側及び西側は利根川を経て千葉県

に、北西側は鹿嶋市及び潮来市に接した南北に長い形状をしている（図 2-1-1 参照、面積：

146.97 平方キロメートル（令和 2 年 7 月 1 日現在））。 

北東部一帯には、首都圏における主要な工業生産拠点である鹿島臨海工業地帯及び鹿島

港が整備され、国内有数のコンビナートが形成されている。地勢は、大きく低湿地、砂浜

及び砂州に区分することができ、利根川の河岸等にみられる低湿地は、古くから水田とし

て利用されている。また、本市のほとんどが宅地開発に適した平坦な地形となっている。

利根川・常陸利根川をはじめ、外浪逆浦、鰐川、神之池といった静水域も豊富な地域であ

る。 

気象は、黒潮の影響を受けた海洋性気候に属し、四季を通じて比較的温暖な地域であり、

産業経済の発展や人口の定住促進を図るうえでも優位な条件をもっているといえる。（年平

均気温 16.2℃、平均風速 2.4ｍ、年降水量 1,527ｍｍ、鹿嶋観測所の令和 2（2020）

年データによる。） 

道路交通は、本市を縦断する国道 124 号が地域の中心的な道路となっている。東関東自

動車道を経由し、東京都心部まで約 1 時間 30 分、成田空港まで約 30 分の距離にある。

また、北関東自動車道へ接続する東関東自動車道水戸線や、広域的な幹線道路の整備の進

展に伴い、産業立地条件のさらなる向上が期待されている。 

ごみ処理施設としては、本市と鹿嶋市が共同（鹿島地方事務組合）で設立し、可燃ごみ

を固形燃料化する広域鹿嶋 RDF センター及び広域波崎 RDF センター、不燃ごみ、粗大ご

み及び資源ごみ等を処理する神栖市第一リサイクルプラザ及び神栖市第二リサイクルプラ

ザがある。また、RDF センターで生成する固形燃料を、RDF 化できないごみや可燃性産業

廃棄物などとともに混合燃焼する鹿島共同再資源化センター（略称：KRC、第三セクター）

がある。 

なお令和 6（2024）年度からは、鹿島共同再資源化センターの敷地の一部に新可燃ごみ

処理施設を建設し、可燃ごみを焼却処理する予定となっている。 
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図 2-1-1 本市の位置及び廃棄物中間処理施設の位置  
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第２節 気象状況 

気候は海洋性を示し、四季を通じて雨量が少なく比較的温暖であり、寒暖の差も小さい。 

近傍の鹿嶋観測所における平成 22（2010）年度以降の年平均気温は 14.6℃～16.3℃

であり、最高気温は 34.6℃～36.1℃、最低気温は-5.8℃～-3.1℃、年間降水量は

1,430.0ｍｍ～1,931.0ｍｍとなっている。 

表 2-2-1 及び図 2-2-1 に鹿嶋観測所の過去 10 年間の気象状況を示す。 

 

表 2-2-1 気象状況 

 
 

 
図 2-2-1 気象状況  

平均気温 最高気温 最低気温 年間降水量

（℃） （℃） （℃） （mm）

平成22年度
（2010年度） 15.3 35.4 -3.8 1,905.0

平成23年度
（2011年度） 15.0 35.3 -5.4 1,520.5

平成24年度
（2012年度）

14.6 34.6 -5.7 1,705.5

平成25年度
（2013年度） 15.1 36.1 -5.8 1,597.0

平成26年度
（2014年度）

15.0 35.1 -4.9 1,846.0

平成27年度
（2015年度）

15.5 36.0 -3.2 1,597.0

平成28年度
（2016年度） 15.7 35.4 -3.1 1,549.5

平成29年度
（2017年度）

15.1 35.0 -4.3 1,430.0

平成30年度
（2018年度） 16.3 35.6 -4.5 1,447.0

令和元年度
（2019年度） 16.0 35.7 -3.2 1,931.0

出典：茨城県鹿嶋観測所（気象庁ホームページより）
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-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元

（℃）（mm）

（年度）

年間降水量 平均気温 最高気温 最低気温



 

7 

第３節 沿革 

本地域は、縄文時代前期から人々が生活していたことが確認されており、中世から近世

にかけては、鹿島灘・利根川・外浪逆浦・神之池などの豊かな水の恵みを受けて、漁業・

農業・舟運のまちとして発展した。 

神栖地区においては、明治 22（1889）年の市町村制施行に伴い、17 ヵ村が統合され

中島村・軽野村となった。中島村は大正 14（1925）年に息栖村に名称を変え、昭和 30

（1955）年に 2 つの村が合併して神栖村が誕生した。その後、昭和 45（1970）年に町

制を施行し、神栖町となった。神栖町が飛躍的発展を遂げる要因となった鹿島開発は、昭

和 30 年代後半から造成事業がはじまり、昭和 44（1969）年には鹿島港が開港、昭和

48（1973）年には工業団地造成事業が完了した。 

波崎地区においては、明治 22（1889）年の市町村制施行に伴い東下村となり、昭和 3

（1928）年に町制を施行し波崎町が誕生した。昭和 30（1955）年には矢田部村を、そ

の翌年には若松村の一部を除く区域を編入し、波崎町となった。農業や漁業を中心とした

地域であったが、昭和 30 年代後半からの鹿島開発によって波崎工業団地が整備されるなど、

工業都市の側面も兼ね備えた町へと成長を遂げ、近年では、未利用農地の増加や漁獲量の

減少など、産業をとりまく環境に厳しい面もみられるが、豊かな自然資源を活かしたスポ

ーツ合宿を中心とする新たな産業も育ちつつある。 

両地域は、平成 17（2005）年 8 月 1 日に合併し、現在の神栖市となった。 

 

表 2-3-1 神栖市の沿革 

 

年代 沿革

明治22年
（1889年）

神栖町域の17村が統合され中島村と軽野村が発足。
波崎町域の３村東下村・矢田部村・若松村が発足。

大正14年
（1925年）

中島村が息栖村に名称を変更。

昭和　3年
（1928年）

東下村が町制を施行し、波崎町が発足。

昭和30年
（1955年）

息栖村と軽野村が合併し、神栖村が発足。
波崎町が矢田部村を編入。

昭和31年
（1956年）

若松村が神栖村と波崎町に分割編入。

昭和45年
（1970年）

神栖村が町制施行により神栖町となる。

昭和55年
（1980年）

神栖町と波崎町の境界を一部変更。

平成17年
（2005年）

神栖町が波崎町を編入。神栖町は市制施行し神栖市となる。
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第４節 人口及び世帯 

過去 10 年間の本市の人口と世帯数の推移を表 2-4-1 及び図 2-4-1 に示す。 

人口は、平成 22（2010）年度の 95,204 人から令和元（2019）年度の 95,437 人

へと 233 人増加しているが、全体として横ばい傾向にある。世帯数は平成 22（2010）

年度の 38,168 世帯から令和元（2019）年度の 42,128 世帯へと 3,960 世帯の増加と

なっており、全体として増加傾向にある。 

 

表 2-4-1 人口及び世帯数 

 

 

 

図 2-4-1 人口及び世帯数の推移 

 

 

  

区分
平成22年度

（2010年度）

平成23年度

（2011年度）

平成24年度

（2012年度）

平成25年度

（2013年度）

平成26年度

（2014年度）

平成27年度

（2015年度）

平成28年度

（2016年度）

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

男（人） 48,483 48,252 48,232 48,179 48,254 48,606 48,743 48,922 48,987 49,188

女（人） 46,721 46,406 46,210 46,151 46,056 46,153 46,213 46,263 46,242 46,249

人口（人） 95,204 94,658 94,442 94,330 94,310 94,759 94,956 95,185 95,229 95,437

世帯数 38,168 38,142 37,373 37,897 38,440 39,287 40,012 40,809 41,370 42,128

各年度3月末現在 資料：神栖市ホームページ（神栖市の人口推移）
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第５節 産業構造 

１．産業別就業者数 

産業別就業者数の推移を表 2-5-1 及び図 2-5-1 に示す。 

平成 27（2015）年の国勢調査による産業 3 区分別の就業人口構成比は、第一次産業が

5.4％、第二次産業が 36.1％、第三次産業が 52.8％である。 

県全体※は、第一次産業が 5.9％、第二次産業が 29.8％、第三次産業が 64.4％となって

おり、本市は第二次産業の割合が大きいことが特徴である。 

 

※県全体の数値は、分類不能を除いた割合になっている。 

 

表 2-5-1 産業別就業者数の推移 

 
 

 
図 2-5-1 産業別就業者数の推移  

（人） 構成比（％） （人） 構成比（％） （人） 構成比（％）

総数 46,758 100.0% 47,404 100.0% 46,946 100.0%

第一次産業 3,378 7.2% 2,521 5.3% 2,554 5.4%

第二次産業 17,580 37.6% 16,542 34.9% 16,965 36.1%

第三次産業 24,964 53.4% 23,516 49.6% 24,784 52.8%

分類不能 836 1.8% 4,825 10.2% 2,643 5.6%

資料：神栖市ホームページ（統計かみす）

区分

平成17年
（2005年）

平成22年
（2010年）

平成27年
（2015年）

第一次産業

7.2%

第一次産業

5.3%

第一次産業

5.4%

第二次産業

37.6%

第二次産業

34.9%

第二次産業

36.1%

第三次産業

53.4%

第三次産業

49.6%

第三次産業

52.8%

分類不能

1.8%

分類不能

10.2%

分類不能

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成17年

平成22年

平成27年
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２．農業 

専業・兼業別農家数及び経営耕地面積の推移を表 2-5-2 及び図 2-5-2 に示す。 

平成 27（2015）年の農業基本調査による農家総数は 1,142 世帯、農家率は 2.9％で

あり、平成 7（1995）年以降減少を続けており、農家総数が 831 世帯、農家率が 4.6 ポ

イント、それぞれ減少している。 

経営耕地面積も減少が続いているが、農家一戸当たり経営耕地面積は平成 17（2005）

年以降増加傾向にある。 

 

表 2-5-2 専業・兼業別農家数及び経営耕地面積の推移 

 
 

 
図 2-5-2 経営耕地面積の推移  

平成7年度

（1995年度）

平成10年度

（1998年度）

平成12年度

（2000年度）

平成17年度

（2005年度）

平成22年度

（2010年度）

平成27年度

（2015年度）

1,973 1,866 1,766 1,582 1,382 1,142

26,293 28,098 29,126 34,985 38,168 39,287

7.5% 6.6% 6.1% 4.5% 3.6% 2.9%

438 - - - - -

484 - - - - -

1,051 - - - - -

- 829 758 631 513 410

- 451 368 287 223 142

- 586 559 405 382 344

196,680 189,118 166,954 148,309 139,045 121,962

田（a） 121,398 110,146 101,854 88,722 83,738 77,446

畑（a） 73,526 78,314 55,098 59,352 54,995 44,256

樹園地（a） 1,756 658 10,002 235 312 260

99.7 101.3 94.5 93.7 100.6 106.8

資料：神栖市ホームページ（統計かみす）、茨城農林水産統計年報

副主業農家数

経営耕地面積（a）

耕
地
別

農家一戸当たり経営耕地面積（a）

区分

神
栖
地
域

農家総数

総世帯数

農家率（％）

専業農家数

第一種兼業農家数

第二種兼業農家数

主業農家数

準主業農家数
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（a）（a）

（年度）
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３．工業 

工業事業所数・従業者数及び製造品出荷額等の推移を表 2-5-3 及び図 2-5-3 に示す。 

平成 30（2018）年の工業統計調査によると、事業所数は 183、従業者数は 13,561

人、1 事業所当たりの製造品出荷額等は 84.7 億円である。平成 22（2010）年と比較す

ると、事業所数が 6 事業所減少しているものの、従業者数は 1,328 人増加している。 

製造品出荷額及び 1 事業所当たりの製造品出荷額は約 1.2 倍になっている。 

 

表 2-5-3 工業事業所数・従業者数及び製造品出荷額等の推移 

 

 

 
図 2-5-3 製造品出荷額等及び 1 事業所当たりの製造品出荷額等の推移 

従業者数 製造品出荷額等 1事業所当たりの製造

（人） （億円） 品出荷額等（億円）

平成22年度
（2010年度）

189 12,233 12,919 68.4

平成23年度
（2011年度）

201 12,261 13,098 65.2

平成24年度
（2012年度）

193 13,577 12,927 67.0

平成25年度
（2013年度）

198 12,469 15,155 76.5

平成26年度
（2014年度）

198 12,627 14,965 75.6

平成27年度
（2015年度）

201 12,945 15,957 79.4

平成28年度
（2016年度）

184 12,837 13,489 73.3

平成29年度
（2017年度）

183 13,448 14,906 81.5

平成30年度
（2018年度）

183 13,561 15,506 84.7

年度 事業所数

0.0

10.0
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40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

0

2,000

4,000

6,000
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10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

平成22 23 24 25 26 27 28 29 30

（億円）（億円）

（年度）

製造品出荷額等 1事業所当たりの製造品出荷額等
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本市の製造業（工場）の大部分は鹿島臨海工業地帯に立地している。神栖市観光協会に

よると、鹿島臨海工業地帯について以下の紹介がある。 

「本市と鹿嶋市にまたがる鹿島臨海工業地帯は、太平洋に面した県の東南端に位置し、

温暖な気候や、豊富な霞ヶ浦・北浦の水資源といった自然の条件の他、東京から 80km 圏

内・成田空港からは約 30km という地理的条件に恵まれている。 

この地域は昭和 30 年代後半から国家プロジェクトとして開発が進み、現在では世界最大

級の掘込式人工港「鹿島港」を中心に、企業数にして 150 社余、従業員数にして 22,000

人余りに及ぶ日本有数の工業集積を有するコンビナートとなっている。」 

なお、鹿島臨海工業地帯の一部に奥野谷浜工業団地があり、その概要を整理すると次の

とおりである。 

 

表 2-5-4 奥野谷浜工業団地の概要 

 
 

  

項目 鹿島臨海工業地帯 奥野谷浜工業団地

所 在 地 神栖市奥野谷

用 地 面 積 総面積130.0ha、工場用地面積85.4ha

ア ク セ ス

道路：東関東自動車道水戸線潮来I.C.へ約14km
　　　国道124号へ約4km
鉄道：JR鹿島線鹿島神宮駅へ約16km
港湾：鹿島港南公共埠頭へ約4km
空港：成田国際空港へ約35km、茨城空港へ約50km

主な進出企業

鹿島液化ガス共同備蓄（株）　：LPG貯蔵・受払
信越化学工業（株）　　　　　：化学
三菱ケミカル物流（株）　　　：倉庫
神栖国家石油ガス備蓄基地　　：LPG貯蔵
山九（株）　　　　　　　　　：倉庫
（株）杉孝　　　　　　　　　：足場機材レンタル
神栖パワープラント（同）　　：発電
かすみパワー（株）　　　　　：発電
大林神栖バイオマス発電（株）：発電
神栖バイオマス発電所（同）　：発電

資料：茨城県ホームページ、いばらきの工業団地
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４．商業 

商業の状況を表 2-5-5 及び図 2-5-4 に示す。 

平成 28（2016）年度の商業統計調査による総商店数は 716、そのうち卸売業が 180、

小売業が 536 で、総従業者は 6,414 人、年間総商品販売額は 2,667 億円である。 

 

表 2-5-5 商業の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5-4 商店数及び年間商品販売額の割合（平成 28（2016）年度） 

 

 

 

 

  

総数 卸売業 小売業 総数 卸売業 小売業

平成19年度
（2007年度）

886 173 713 7,008 1,510 5,498

平成26年度
（2014年度）

711 174 537 5,679 1,392 4,287

平成28年度
（2016年度）

716 180 536 6,414 1,596 4,818

総数 卸売業 小売業 総数 卸売業 小売業

平成19年度
（2007年度）

132,066 - 132,066 1,798 772 1,026

平成26年度
（2014年度）

118,523 - 118,523 2,230 1,195 1,035

平成28年度
（2016年度）

117,070 - 117,070 2,667 1,585 1,082

資料：神栖市ホームページ（統計かみす）、茨城県ホームページ（経済センサス）

年度
商店数 従業員数（人）

年度
売り場面積（㎡） 年間商品販売額（億円）
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第６節 土地利用状況 

１．現況の土地利用 

平成 28（2016）年度の土地利用状況を表 2-6-1 に示す。 

行政区域全体では、自然的土地利用（55.1％）が都市的土地利用（44.9％）を上回って

いる。自然的土地利用では原野・荒地・牧野（19.0%）や水面（12.6％）の割合が高く、

都市的土地利用では工業用地（13.1％）や住宅用地（10.9％）の割合が高くなっている。 

 

表 2-6-1 土地利用状況（平成 28（2016）年度） 

 

（単位：ha、下段は構成比）

市街化 都市計画区域

調整区域 行政区域

4,646.0 10,080.0 14,726.0

72.6 1,618.7 1,691.3

1.6% 16.1% 11.5%

41.7 1,227.4 1,269.1

0.9% 12.2% 8.6%

21.5 311.7 333.2

0.5% 3.1% 2.3%

368.2 2,431.3 2,799.5

7.9% 24.1% 19.0%

478.5 1,383.5 1,862.0

10.3% 13.7% 12.6%

0.0 165.2 165.2

0.0% 1.6% 1.1%

982.5 7,137.8 8,120.3

21.1% 70.8% 55.1%

503.5 1,104.8 1,608.3

10.8% 11.0% 10.9%

28.3 61.7 90.0

0.6% 0.6% 0.6%

184.0 240.2 424.2

4.0% 2.4% 2.9%

1,816.4 106.1 1,922.5

39.1% 1.1% 13.1%

170.6 87.0 257.6

3.7% 0.9% 1.7%

44.6 14.5 59.1

1.0% 0.1% 0.4%

90.4 117.5 207.9

1.9% 1.2% 1.4%

212.6 162.6 375.2

4.6% 1.6% 2.5%

0.0 84.0 84.0

0.0% 0.8% 0.6%

41.7 113.5 155.2

0.9% 1.1% 1.1%

130.8 326.0 456.8

2.8% 3.2% 3.1%

0.0 0.0 0.0

0.0% 0.0% 0.0%

402.2 507.6 909.8

8.7% 5.0% 6.2%

22.3 0.0 22.3

0.5% 0.0% 0.2%

16.1 16.7 32.8

0.3% 0.2% 0.2%

3,663.5 2,942.2 6,605.7

78.9% 29.2% 44.9%

四捨五入の関係で、合計が一致しない場合がある。

資料：神栖市ホームページ（統計かみす）

駐車場用地

区分 市街化区域

面積（ha）

自
然
的
土
地
利
用

農
地

田

畑

山林

原野・荒地・牧野

水面

その他海浜等

小計

小計

都
市
的
土
地
利
用

住宅用地

併用住宅用地

商業用地

工業用地

運輸施設用地

その他の空地

公共用地

文教・厚生用地

公園、緑地、公共空地

ゴルフ場

太陽光発電施設

防衛用地

道路用地

鉄道用地
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「第２次神栖市総合計画」において、現況の土地利用状況は図 2-6-1 に示すように整理

されている。本市の土地利用は鹿島開発に伴って進められてきた都市づくりの特徴を踏ま

え、国道 124 号を基軸とした沿道型商業・業務系土地利用や重化学工業と漁業の拠点とし

ての産業系土地利用、面的に広がる住宅系土地利用などの都市的土地利用と優良農地、河

川などの自然的資源を活用した田園・緑地系などの自然的土地利用の均衡を保ちながら、

豊かな自然と都市が調和した環境にやさしい都市づくりを基本としている。 

 

 

図 2-6-1 現況の土地利用状況（出典：第 2 次神栖市総合計画） 
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用途地域指定について整理すると図 2-6-2 に示すとおりである。 

 

 

 
資料：いばらきデジタルマップ、都市計画（神栖市）H30.7 時点 

図 2-6-2 用途地域指定  

凡　例

　　市街化区域　　　市街化調整区域　　　第1種低層住居専用地域

　　第2種低層住居専用地域　　　第1種中高層住居専用地域

　　第2種中高層住居専用地域　　　第1種住居地域　　　第2種住居地域

　　準住居地域　　　近隣商業地域　　　商業地域　　　準工業地域

　　工業地域　　　工業専用地域　　　用途地域界　　　防火_準防火地域

　　臨港地区　　　道路　　　公園　　　緑地　　　墓園

　　下水道　　　汚物処理場　　　都市計画_ごみ焼却場　　　市場

　　火葬場　　　土地区画整理事業　　　工業団地造成事業　　　地区計画

　　区域指定_市街化区域依存型集落　　　区域指定_沿道型集落
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２．将来都市構造図 

「神栖市都市計画マスタープラン」において、将来都市構造図は図 2-6-3 に示すように

整理されている。 

将来フレームを踏まえながら、「時間の視点」、「空間の視点」、「人間の視点」で捉えた都

市づくりの目標に取り組み、コンパクトシティの形成を都市づくりの基本的な考え方とし

て、集約と連携を生かした機能的な都市構造の実現を目指すとしている。 

 

 

図 2-6-3 将来都市構造図（出典：神栖市都市計画マスタープラン） 
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第７節 財政状況 

財政状況を表 2-7-1 及び図 2-7-1 に示す。 

令和元（2019）年度は、歳入が約 479 億円、歳出が約 443 億円となっている。平成

28（2016）年度と比較すると、歳入においては約 8 億円、歳出においては約 10 億円減

少している。 

 

表 2-7-1 財政状況（一般会計等） 

 

 

 

図 2-7-1 財政状況（一般会計等） 

 

  

（単位：百万円）

区分
平成28年度

（2016年度）
平成29年度

（2017年度）
平成30年度

（2018年度）
令和元年度

（2019年度）

歳入合計 48,692 46,256 48,025 47,907

歳出合計 45,319 42,469 44,658 44,334

資料：神栖市ホームページ（神栖市決算書）
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第８節 ごみ処理を取り巻く動向 

近年の廃棄物行政のトピックであり、市町村においても対応が求められる事項として、

プラスチック資源循環戦略、食品ロス問題及び災害廃棄物処理のための法改正について整

理する。 

 

１．プラスチック資源循環戦略について 

世界的に大きな問題として指摘されている、プラスチック資源の有効利用、海洋プラス

チックごみ問題及びアジア諸国の輸入制限への対応等への課題に対処し、持続可能な社会

の実現に向けた我が国の方向性を示すものとして、令和元（2019）年 5 月に「プラスチ

ック資源循環戦略」が策定された。 

 

 
※中央環境審議会循型社会部会プラスチック資源小委員、産業構造審議会技術環境分科廃棄物・リサイク

ル小委員会プラスチック資源循環戦略 ワーキングループ合同会議（第５回）プラスチックを取り巻く国

内外の状況＜参考資料集＞より転載 

 

この戦略においては、基本的な対応の方向性を「3R＋Renewable」としている。すな

わち、循環型社会形成推進基本法の基本原則（3R の優先順位等）を踏まえた上で、①ワン

ウェイの容器包装・製品をはじめ、回避可能なプラスチックの使用を合理化し、無駄に使

われる資源を徹底的に減らすとともに、②より持続可能性が高まることを前提に、プラス

出典）財務省貿易統計（HSコード：プラスチックのくず　3915）
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チック製容器包装・製品の原料を再生材や再生可能資源（紙、バイオマスプラスチック等）

に適切に切り替えた上で、③できる限り長期間、プラスチック製品を使用しつつ、④使用

後は、効果的・効率的なリサイクルシステムを通じて、持続可能な形で、徹底的に分別回

収し、循環利用（リサイクルによる再生利用、それが技術的経済的な観点等から難しい場

合には熱回収によるエネルギー利用を含む）を図ることとしている。 

その具体的な取組を推進するため、世界的トップレベルの野心的な「マイルストーン」

を設定している。 

 

【リデュース】 

・消費者はじめ国民各界各層の理解と連携協働の促進により、代替品が環境に与える

影響を考慮しつつ、令和 12（2030）年までに、ワンウェイのプラスチック（容器

包装等）をこれまでの努力も含め累積で 25％排出抑制するよう目指す。 

 

【リユース・リサイクル】 

・令和 7（2025）年までに、プラスチック製容器包装・製品のデザインを、容器包装・

製品の機能を確保することとの両立を図りつつ、技術的に分別容易かつリユース可

能又はリサイクル可能なものとすることを目指す（それが難しい場合にも、熱回収

可能性を確実に担保することを目指す）。 

・令和 12（2030）年までに、プラスチック製容器包装の 6 割をリユース又はリサイ

クルするよう、国民各界各層との連携協働により実現を目指す。 

・令和 17（2035）年までに、すべての使用済プラスチックをリユース又はリサイク

ル、それが技術的経済的な観点等から難しい場合には熱回収も含め 100％有効利用

するよう、国民各界各層との連携協働により実現を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■プラスチック製容器包装（PET ボトルを除

く）の再資源化率の推移 

出典） プラスチック容器包装リサイクル推進

協議会「プラスチック容器包装の資源循環

2030 宣言」 

http://www.pprc.gr.jp/3r/resources

_2030/resources_2030_v1.pdf 
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【再生利用・バイオマスプラスチック】 

・適用可能性を勘案した上で、政府、地方自治体はじめ国民各界各層の理解と連携協

働の促進により、令和 12（2030）年までに、プラスチックの再生利用（再生素材

の利用）を倍増するよう目指す。 

・導入可能性を高めつつ、国民各界各層の理解と連携協働の促進により、令和 12

（2030）年までに、バイオマスプラスチックを最大限（約 200 万トン）導入する

よう目指す。 

 

プラスチック資源のリデュースの具体的な施策

の一つとして令和 2（2020）年 7 月 1 日から「レ

ジ袋の有料化義務化」がスタートしている。この有

料化を契機として、消費者のライフスタイルの変革

を促し、プラスチック資源全般に関して、全国民の

関心が高まっていくことが期待されている。 

また、海洋プラスチック問題として、数年前から

問題視されてきたマイクロプラスチック問題、海岸

漂着プラスチック問題に加えて、直近では、マスク

のポイ捨てによる海洋汚染問題が報道されている。 

プラスチック資源を適正に管理、循環させていく

ことは、国内の環境を保全するだけではなく、世界

規模の環境汚染を軽減していくことになり、極めて

重要な施策であるといえる。 

 

 

  

■PET ボトルの再資源化率 

出典） PET ボトルリサイクル

推進協議会「PET ボトルリサ

イクル年次報告書 2019」 

http://www.petbottle-re

c.gr.jp/nenji/new.pdf?1

81121 
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２．我が国の食品ロスの現状 

我が国においては、まだ食べることができる食品が、生産、製造、販売、消費等の各段

階において日常的に廃棄され、大量の食品ロスが発生している。世界には栄養不足の状態

にある人々が多数存在する中で、とりわけ、食料の多くを輸入に依存している我が国とし

て、真摯に取り組むべき課題である。 

こうした状況において、「食品ロスの削減の推進に関する法律」（略称 食品ロス削減推進

法）が、令和元（2019）年 5 月 31 日に令和元年法律第 19 号として公布され、令和元

（2019）年 10 月 1 日に施行された。また、本法律第 11 条の規定に基づき、「食品ロス

の削減の推進に関する基本的な方針」が令和 2（2020）年 3 月 31 日に閣議決定された。 

基本的な方針として下記を示している。 

 

■基本的な方向 

食品ロス削減のためには、国民各層がこの問題を「他人事」ではなく「我が事」として

捉え、「理解」するだけにとどまらず「行動」に移すことが必要である。すなわち、 

・食べ物を無駄にしない意識を持ち、 

・食品ロス削減の必要性について認識した上で、 

・生産、製造、販売の各段階及び家庭での買物、保存、調理の各場面において、食品ロ

スが発生していることや、 

・消費者、事業者等、それぞれに期待される役割と具体的行動を理解し、 

・可能なものから具体的な行動に移す、 

ことが求められる。 

こうした理解と行動の変革が広がるよう、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様

な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進していくものとする。 

世界は今、持続可能な地球と社会を引き継いでいく上で、極めて重要な時期を迎えてお

り、食品ロスの削減はそのために誰もが取り組める身近な課題である。事業者一者一者、

消費者一人ひとりを始め、あらゆる主体がこの時期をチャンスと捉え、食べ物を大事にす

る文化を再認識しながら、将来の世代に明るい未来を託せるよう、覚悟を持って行動を変

革していくことが求められる。 

 

また、この基本的な方針では、食品ロスは事業者及び消費者の双方から発生しており、

サプライチェーン全体で取り組むべき課題であるが、その際、食品関連事業者等と消費者

を「つなぐ」という視点が必要であると指摘している。 

消費者や食品関連事業者等が「役割と行動」を理解し、実践すると同時に、食品関連事

業者等からは食品ロスの削減のための課題と自らの取組を消費者に伝え、消費者はそれを

受け止めて、食品ロスの削減に積極的に取り組む食品関連事業者の商品、店舗等を積極的

に利用する、といった双方のコミュニケーションを活性化していくことが重要であるとも
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指摘している。 

さらに、基本的な方針では、国が実施する施策に加えて、より生活に身近な地方公共団

体において、それぞれの地域の特性を踏まえた取組を推進していくことが重要であるとし

て、都道府県及び市町村が、積極的に「食品ロス削減推進計画」を策定することが望まし

いとしている。 

食品ロス削減推進計画の策定にあたって留意すべき事項として、①地方行政として推進

するための推進体制を首長主導で設置すること、②地域の特性を把握するため、一般廃棄

物組成調査を実施し、食品ロスの現状を把握することや近隣自治体との情報交換を行うこ

と、③一般廃棄物処理計画との整合性を図り、当該計画の中に食品ロスの削減の取組を位

置づけること、を挙げている。 

 

食品ロスの削減の目標は、SDGs も踏まえて、家庭系食品ロスについては「第四次循環

型社会形成推進基本計画」（平成 30（2018）年 6 月閣議決定）、事業系食品ロスについて

は、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」（令和元（2019）年 7 月公表）

において、共に平成 12（2000）年度比で令和 12（2030）年度までに食品ロス量を半

減させるという目標を設定している。 

 

■食品ロス削減と各 SDGｓ目標との関連 

 

  

食品ロスの削減、食品リサイクルの推進、環境と関わりの深いゴールの達成を通じて、経済・社会

の諸課題の同時解決につなげることが重要。 

12 つくる責任つかう責任 

ターゲット 12.3 

小売・消費レベルにおける世界全体の一

人当たりの食品ロスの廃棄を半減させ、

収穫後損失等の生産・サプライチェーン

における食品ロスを減少させる 

13 気候変動に具体的な対策を 

13.2 気候変動対策 

2 飢餓をゼロに 

2.1 飢餓の撲滅 

2.1 栄養不足の解消 

2.4 持続可能な食糧生

産システムの確保 

4 質の高い教育をみんなに 

4.7 知識及び技術の習得 

9 産業と技術革新の基盤をつくろう 

9.4 インフラ改良や産業改善により、

持続可能性を向上 

8 働きがいも経済成長も 

8.2 高いレベルの経済生産性 

8.4 資源効率を漸進的に改善 

12 つくる責任つかう責任 

12.2 天然資源の持続可能な

管理及び効率的な利用 

12.5 廃棄物の発生を大幅に

減少 

17 パートナーシップで目標を達成しよう 

17.14 政策の一貫性を強化 

17.16 グローバル・パートナーシップ 

17.17 パートナーシップを奨励・推進 

同時達成 

同時達成 
効果 

効果 

効果 効果 
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■平成 28（2016）年度の食品ロス量は全国で 643 万トン 

 

■食品ロスの経年変化は横ばい 

 
■家庭系食品ロスの約 70%は直接廃棄と食べ残し 

 

資料：⾷品ロス削減関係参考資料、消費者庁消費者教育推進課、令和２（2020）年３月31日版より転載 
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３．災害廃棄物処理のための法改正 

平時の備えから大規模災害発生時の対応まで、切れ目なく災害廃棄物対策を実施・強化

するため、廃棄物処理についての制度と災害対策についての制度の両方を改正する法律が

平成 27（2015）年に公布、施行された。その概要は下記のとおりである。 

 

 
資料：【概要】廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律

案（環境省ホームページ）より一部抜粋  
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第３章 ごみ処理の現状と課題 

 

第１節 現況のごみ処理体系 

令和 2（2020）年度時点のごみ処理フローを図 3-1-1 に示す。本市では、神栖地区と

波崎地区で分別区分が異なっており、神栖地区は可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ご

み、有害ごみ、危険ごみの 6 種類に分別、波崎地区は可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資

源ごみ、有害ごみの 5 種類に分別している。 

家庭系ごみは神栖地区及び波崎地区ともに無料で、市全域で委託業者による収集を行っ

ている。事業系ごみは、神栖地区及び波崎地区ともに許可業者による収集（有料）が行わ

れている。家庭系ごみ、事業系ごみとも、中間処理施設※1 へ搬入し、処理している。 

可燃ごみは、本市と鹿嶋市が共同（鹿島地方事務組合）で設立した広域鹿嶋 RDF センタ

ーと広域波崎 RDF センターの両方で固形燃料化している。その固形燃料は、地元立地企業

から発生する可燃性産業廃棄物などとともに、鹿島共同再資源化センターで混合燃焼によ

り、サーマルリサイクル※2 を行っている。 

神栖地区から排出される不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ及び危険ごみは、神栖市第一リ

サイクルプラザで破砕・選別処理を行っている。波崎地区から排出される不燃ごみ、粗大

ごみ及び資源ごみは、神栖市第二リサイクルプラザで、破砕・選別処理を行っている。選

別されたアルミや鉄などの資源ごみは民間業者に引き渡し、再資源化している。リサイク

ルプラザで発生した破砕可燃物は、RDF センターへ搬入し、不燃系の残渣は民間業者に委

託し、埋立処分している。有害ごみはリサイクルプラザへ搬入後、民間業者に委託して適

正処理を行っている。 

現行のごみ処理フローは令和５（2023）年度まで継続し、令和６（2024）年度より可

燃ごみ等は新可燃ごみ処理施設（鹿島地方事務組合設立）へ搬入され、処理される予定で

ある。令和 6（2024）年度以降のごみ処理フローは図 3-1-2 に示すとおりである。 

令和 6（2024）年度以降は、RDF センターへ搬入されていた可燃ごみ及び鹿島共同再

資源化センターへ搬入されていた事業系可燃ごみは、全て新可燃ごみ処理施設へ搬入され

ることとなる。これにより、これまでの RDF 方式から焼却方式へ変更となることから、分

別品目の見直しについて広報していくことが必要となる。 

また両 RDF センターについては、新可燃ごみ処理施設周辺道路の混雑緩和のため、中継

施設としての整備を予定している。 

 

※1 中間処理施設：広域鹿嶋 RDF センター、広域波崎 RDF センター、神栖市第一リサイ

クルプラザ及び第二リサイクルプラザ、鹿島共同再資源化センター 

※2 サーマルリサイクル：廃棄物から熱エネルギーを回収すること。 
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図 3-1-1 ごみ処理フロー（令和 2（2020）年度時点）  

※1　分別区分に適合した家庭系及び事業系の可燃ごみを示す。
※2　市を介さずに直接鹿島共同再資源化センターに搬入された事業系の可燃ごみを示す。
※3　有害ごみは神栖市第一リサイクルプラザあるいは神栖市第二リサイクルプラザへ搬入後、適正処分される。

浄化槽汚泥
神栖市

第一衛生プラント
焼却（委託）

有害ごみ リサイクルプラザ※3 適正処分

直接資源化（古紙類、古着類、食用油、小型家電）

し尿
神栖市

第二衛生プラント

鹿島共同再資源化センター
（発電）

資源化
（売却）

直接資源化（古紙類、古着・古布類、食用油、小型家電）

埋立処分（委託）

資源ごみ

事業系可燃ごみ
※2

可燃ごみ
※1

広域鹿嶋RDFセンター
広域波崎RDFセンター

不燃ごみ 神栖市
第二リサイクルプラザ

粗大ごみ

神栖市
第一リサイクルプラザ

危険ごみ

RDF化できるごみ

不燃残渣

鉄類

汚泥・し渣

RDF

RDF化でき
ないごみ

RDF不適物

処理後資源

汚泥・し渣
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図 3-1-2 ごみ処理フロー（令和 6（2024）年度以降、予定）  

直接資源化（古紙類、古着・古布類、食用油、小型家電）

直接資源化（古紙類、古着類、食用油、小型家電）

※1　有害ごみは神栖市第一リサイクルプラザあるいは神栖市第二リサイクルプラザへ搬入後、適正処分される。

し尿
神栖市

第二衛生プラント

浄化槽汚泥
神栖市

第一衛生プラント

神栖市
第一リサイクルプラザ

資源ごみ

リサイクルプラザ※1

資源化
（売却）危険ごみ

有害ごみ

（新）中継施設

可燃ごみ
新可燃ごみ処理施設

主灰及び飛灰：
資源化（委託）
※溶融処理による

事業系可燃ごみ
資源化

（売却）
（容器包装リサイクル協会）

神栖市
第二リサイクルプラザ

不燃ごみ

埋立処分（委託）粗大ごみ

適正処分

可燃

残渣

可燃

残渣

し尿

処理
処理後

資源

処理後
資源

不燃

残渣

不燃
残渣
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第２節 ごみの排出及び収集の状況 

１．ごみの収集方法 

市内にある神栖市第一リサイクルプラザ（神栖地区）と神栖市第二リサイクルプラザ（波

崎地区）は、市町村合併前の旧神栖町・旧波崎町のそれぞれが設置したもので、処理方法

に違いがある。このため、ごみの分別方法及び排出方法が、神栖地区と波崎地区とで一部

異なっている。 

表 3-2-1 に示すように、神栖地区は家庭から出るごみを、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ご

み、資源ごみ、有害ごみ、危険ごみの 6 種類に分けて収集している。一方波崎地区は、表

3-2-2 に示すように、家庭から出るごみを、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ、

有害ごみの 5 種類に分けて収集している。 

最も大きな違いは分別数であり、神栖地区では危険ごみを区分しているが、波崎地区に

はこの区分がない。また、分別数以外にも、排出方法と収集回数に異なる部分がある。な

お事業系ごみについては、両地区とも許可業者による収集または自己搬入を行っている。 

 

表 3-2-1 神栖地区のごみ収集方法 

 
 

  

種類 品目等 排出方法（原則） 収集回数 処理方法 処分方法

可燃ごみ

生ごみ、木くず、紙
くず・特殊加工紙、
やわらかいプラス
チック類

市指定袋を使用し、集積所
に収集日当日の朝（8時ま
で）に出す。または自己搬
入。

週2回 固形化燃料 燃料として活用

不燃ごみ

金属、ゴム、合成皮
革、ガラス、陶磁器
類、小型電化製品、
かたいプラスチック
類、長いプラスチッ
ク類、汚れのとれな
いボトル類、資源と
ならない繊維類

市指定袋を使用し、集積所
に収集日当日の朝（8時ま
で）に出す。または自己搬
入。

月2回

粗大ごみ
家具類、建具類、家
電、音響製品類、そ
の他

第一リサイクルプラザへの
電話予約に基づき、戸別に
収集。または自己搬入。

戸別回収（申
告制）または
自己搬入

資源ごみ

新聞・チラシ、ダン
ボール、雑誌・その
他の紙、紙パック、
びん、缶、ペットボ
トル、プラスチック
類、古着類・古布類

市指定袋（不燃ごみ用）を
使用し、集積所に収集日当
日の朝（8時まで）に出
す。または集団回収、自己
搬入。

収集は月2回、
集団回収は年2
回以上

危険ごみ
刃物、割れたガラ
ス・陶磁器、針、ラ
イター、スプレー缶

中の見える袋（レジ袋等）
を使用し、集積所に収集日
当日の朝（8時まで）に出
す。または自己搬入。

月2回
破砕・選別処
理を行い、資
源は再資源化

破砕・選別処理に
よって発生する残
渣は、最終処分場
で埋立処分

有害ごみ

電池、蛍光管、蛍光
灯、体温計・温度計
（水銀を使っている
もの）

レジ袋等を使用し、集積所
に収集日当日の朝（8時ま
で）に出す。または自己搬
入。乾電池については、電
池回収ボックスでも可。

月2回 民間業者へ委託し、適正処分

古紙類、古着類は再生利用が可能な
資源として活用。プラスチック類、
ビン・缶は選別処理を行い、再生利
用が可能な資源として活用。

破砕・選別処
理を行い、資
源は再資源化

破砕・選別処理に
よって発生する残
渣は、最終処分場
で埋立処分、破砕
可燃物はRDFセン
ターにて固形燃料
化
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表 3-2-2 波崎地区のごみ収集方法

 
 

２．ごみの収集・運搬体制 

家庭系のごみは委託業者が、事業系のごみは許可業者が収集しており、現在は直営によ

る収集を行っていない。収集・運搬車両の内訳を表 3-2-3 に示す。 

 

表 3-2-3 収集・運搬車両（令和元（2019）年度実績） 

 
 

３．ごみ排出量等 

１）ごみ排出量 

ごみ排出量の推移を表 3-2-4、図 3-2-1 に示す。ごみ排出量は、平成 22（2010）

年度の 35,074t/年から令和元（2019）年度の 30,882t/年へと、4,192t/年減少し

ている。この内訳を見ると、家庭系ごみは 375t/年増加しているのに対し、事業系ごみ

種類 品目等 排出方法（原則） 収集回数 処理方法 処分方法

可燃ごみ

生ごみ、木くず、紙
くず・特殊加工紙、
やわらかいプラス
チック類

市指定袋を使用し、集積所
に収集日当日の朝（8時ま
で）に出す。または自己搬
入。

週2回 固形化燃料 燃料として活用

不燃ごみ

金属、ゴム、合成皮
革、ガラス、陶磁器
類、小型電化製品、
かたいプラスチック
類、長いプラスチッ
ク類、汚れのとれな
いボトル類、資源と
ならない繊維類、危
険ごみ

市指定袋を使用し、集積所
に収集日当日の朝（8時ま
で）に出す。または自己搬
入。

月3～4回

粗大ごみ
家具類、建具類、家
電、音響製品類、そ
の他

第二リサイクルプラザへの
電話予約に基づき、戸別に
収集。または自己搬入。

戸別回収（申
告制）または
自己搬入

資源ごみ

新聞・チラシ、ダン
ボール、雑誌・その
他の紙、紙パック、
びん、缶、ペットボ
トル、プラスチック
類、古着類・古布類

古着・古布類は市指定袋
（不燃ごみ用）を使用し、
集積所に収集日当日の朝
（8時まで）に出す。それ
以外は集団回収または自己
搬入。

収集は月1回、
集団回収は月1
～2回

有害ごみ

電池、体温計・温度
計、蛍光灯・蛍光
管、ビデオテープ・
カセットテープ

各地域の公共施設の回収
ボックスへ。または自己搬
入。

随時

古着・古布類は再生利用が可能な資
源として活用。紙類は圧縮処理し、
それ以外の資源は選別処理を行い、
再生利用が可能な資源として活用。

破砕・選別処
理を行い、資
源は再資源化

破砕・選別処理に
よって発生する残
渣は、最終処分場
で埋立処分、破砕
可燃物はRDFセン
ターにて固形燃料
化

民間業者へ委託し、適正処分

車種 台数（台） 積載量（t）

- - -

トラック及びパッカー車 47 106

トラック及びパッカー車 477 2,109

- 524 2,215

許可業者

計

　　　　　　区分

 項目

直営

委託業者
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は 4,567t/年減少しており、事業系ごみの減少による影響が大きいことがわかる。 

ここで事業系ごみは、平成 22（2010）年度から平成 26（2014）年度にかけて、

4,220t/年と大きく減少している。これは、平成 23（2011）年度から鹿島共同再資源

化センターにて事業系ごみの一部が処理されるようになり、許可業者が事業系ごみを直

接搬入し、市で処理する量が減少したためである。鹿島共同再資源化センターで処理さ

れた事業系ごみは約 4,000t/年程度と推計されており、これを考慮すると神栖市内から

排出された事業系ごみは大きく減少しているわけではないといえる。 

なお、これまで鹿島共同再資源化センターへ搬入されていた事業系可燃ごみ量（年間

約 4,000t）は、令和 6（2024）年度より新可燃ごみ処理施設に搬入されることになる

ため、これを踏まえて排出量の目標値を検討していく必要がある。 

 

表 3-2-4 ごみ排出量の実績 

 
 

 
図 3-2-1 ごみ排出量の実績 

  

（単位：上段 ｔ/年、下段 ｇ/人・日）

平成22年度
（2010年度）

平成23年度
（2011年度）

平成24年度
（2012年度）

平成25年度
（2013年度）

平成26年度
（2014年度）

平成27年度
（2015年度）

平成28年度
（2016年度）

平成29年度
（2017年度）

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

35,074 34,491 33,744 32,721 31,228 31,041 30,442 30,037 30,368 30,882

1,009.3 998.3 978.9 950.3 907.2 895.0 878.3 864.6 873.7 884.1

24,128 24,318 24,629 24,778 24,502 24,378 23,966 23,762 23,777 24,503

694.3 703.8 714.5 719.7 711.8 702.9 691.5 683.9 684.1 701.5

10,946 10,173 9,116 7,942 6,726 6,663 6,476 6,275 6,591 6,379

315.0 294.4 264.4 230.7 195.4 192.1 186.8 180.6 189.6 182.6

注）上段は年間排出量、下段は1人1日当たり排出量（原単位）

　　　　  年度
 区分

ごみ排出量

家庭系ごみ

事業系ごみ

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

平成22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元

（ｇ/人・日）（ｔ/年）

（年度）

家庭系ごみ 事業系ごみ 家庭系ごみ原単位 事業系ごみ原単位
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２）家庭系ごみ排出量 

家庭系ごみの排出量の推移を表 3-2-5、図 3-2-2 に示す。 

家庭系ごみの排出量は、多少の増減はあるもののここ数年は横ばいの状態となってい

る。 

種類別に見ると、次のとおりである。 

 

○可燃ごみは増加傾向を示し、令和元（2019）年度は 17,097t/年となっている。 

○不燃ごみは平成 23（2011）年度に 3,619t/年となって以後は減少傾向にあった

が、平成 29（2017）年度以降は増加し、令和元（2019）年度は 3,113t/年とな

っている。 

○粗大ごみは、ほぼ横ばいから減少傾向にあったが、平成 28（2016）年度以降は増

加し、令和元（2019）年度は 1,302t/年となっている。 

○資源ごみは、平成 22（2010）年度は 4,000t を超えていたが、減少傾向が続いて

おり、令和元（2019）年度は 2,949t/年となっている。 

 

表 3-2-5 家庭系ごみ排出量の実績 

 
 

  
図 3-2-2 家庭系ごみ排出量の実績  

（単位：ｔ/年）

平成22年度
（2010年度）

平成23年度
（2011年度）

平成24年度
（2012年度）

平成25年度
（2013年度）

平成26年度
（2014年度）

平成27年度
（2015年度）

平成28年度
（2016年度）

平成29年度
（2017年度）

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

24,127 24,318 24,629 24,778 24,502 24,378 23,966 23,762 23,777 24,503

可燃ごみ 15,602 15,940 16,381 16,453 16,669 16,717 16,829 16,872 16,757 17,097

不燃ごみ 3,043 3,619 3,238 3,236 3,093 2,884 2,755 2,729 2,912 3,113

粗大ごみ 1,219 1,332 1,234 1,235 1,184 1,114 1,045 1,071 1,245 1,302

資源ごみ 4,216 3,425 3,773 3,839 3,552 3,635 3,298 3,053 2,845 2,949

その他のごみ 47 2 3 16 3 28 39 37 18 42

　　　　　 年度
 区分

合計

0

5

10

15

20

25

30

平成22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元

ご
み
排
出
量

（年度）可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 資源ごみ その他のごみ

（千t/年）
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３）事業系ごみ排出量 

事業系ごみの排出量の推移を表 3-2-6、図 3-2-3 に示す。 

先に述べたように、事業系ごみの排出量は、平成 23（2011）年度から鹿島共同再資

源化センターへ、許可業者が事業系ごみを直接搬入し、市で処理する量が減少したため

に大きく減少している。 

令和元（2019）年度の事業系ごみ排出量は、可燃ごみが 4,966t/年、不燃ごみが

1,161t/年、粗大ごみが 202t/年、資源ごみが 48t/年、その他のごみが 2t/年となって

いる。 

 

表 3-2-6 事業系ごみ排出量の実績 

 
 

 
図 3-2-3 事業系ごみ排出量の実績 

 

４）ごみ排出量の課題 

以上、整理してきた内容を総括し、ごみ排出量の課題を整理すると次のようになる。 

 

○1 人１日当たりの排出量の目標値について、平成 28（2016）年度以降は目標値を

達成してきたが、令和元（2019）年度は若干目標値を上回った。但し、若干量の超

過であり、大きな問題ではないと考えられる。 

（単位：ｔ/年）

平成22年度
（2010年度）

平成23年度
（2011年度）

平成24年度
（2012年度）

平成25年度
（2013年度）

平成26年度
（2014年度）

平成27年度
（2015年度）

平成28年度
（2016年度）

平成29年度
（2017年度）

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

10,946 10,173 9,116 7,942 6,726 6,663 6,476 6,275 6,591 6,379

可燃ごみ 9,342 8,356 7,560 6,355 5,284 5,264 5,146 4,999 5,215 4,966

不燃ごみ 1,398 1,314 1,348 1,337 1,220 1,181 1,131 1,088 1,152 1,161

粗大ごみ 157 175 156 190 173 167 155 142 182 202

資源ごみ 44 328 52 57 49 48 43 43 40 48

その他のごみ 5 0 0 3 0 3 1 3 2 2

　　　　    年度
 区分

合計

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元

（ｔ/年）

（年度）
可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 資源ごみ その他のごみ
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○現在は市の（市が関与する）ごみ量として計上されていない、鹿島共同再資源化セ

ンターへ直接搬入される事業系可燃ごみ約 4,000t/年が市の排出量として計上され

ることになるため、これを考慮して目標値等を検討していくことが必要となる。 

 

４．ごみの組成 

表 3-2-7 に可燃ごみの組成調査結果の推移を示し、図 3-2-4 に令和元（2019）年度

の実績を整理して示す。また、ごみの三成分等の分析結果を表 3-2-8 に示す。なお、これ

らの調査結果は、RDF センターに搬入される可燃ごみを対象にしたものである。また、図

3-2-4 は、ちゅう芥類の含水率を 80%と仮定して表 3-2-7 の組成調査結果を質重量ベー

スに換算した結果を示している。 

図 3-2-4 より令和元（2019）年度の組成調査結果を見ると、両 RDF センターとも、

紙類、プラスチック類及びちゅう芥類の占める割合が大きく、これらで 78～84％を占め

ていることがわかる。 

 

表 3-2-7 可燃ごみの組成の推移 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1)広域鹿嶋 RDF センター        (2)広域波崎 RDF センター 

図 3-2-4 可燃ごみの組成（令和元（2019）年度実績） 
注）調査結果が乾重量ベースのため、ちゅう芥類の含水率を 80％と想定して組成割合を再算

出した数値。 

（単位：年平均値 ％）

平成27年度

（2015年度）

平成28年度

（2016年度）

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

平成27年度

（2015年度）

平成28年度

（2016年度）

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

紙類 57.4 54.2 56.0 49.7 39.7 44.9 45.3 54.2 49.9 34.3

布類 2.7 3.0 3.3 4.4 7.6 5.0 2.3 5.0 2.8 6.3

プラスチック類 15.9 21.3 27.1 28.7 35.7 25.4 24.7 24.9 20.3 31.0

ゴム・皮革類 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

木・竹・ワラ類 13.4 11.2 5.6 10.5 9.2 10.4 19.8 9.5 14.4 11.7

ちゅう芥類 6.0 6.4 5.9 4.6 5.2 2.9 4.7 3.0 6.4 7.0

金属類 0.5 0.3 0.0 0.0 0.8 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4

ガラス類 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

セトモノ、石類 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 4.1

その他 4.1 3.6 2.1 2.1 1.2 11.4 3.2 3.1 6.3 2.5

区分

広域鹿嶋RDFセンター 広域波崎RDFセンター
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表 3-2-8 ごみの三成分等分析結果（年平均値） 

 
  

平成27年度

（2015年度）

平成28年度

（2016年度）

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

平成27年度

（2015年度）

平成28年度

（2016年度）

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

単位容積重量

（kg/㎥）

低位発熱量

（kcal/kg）

低位発熱量

（kJ/kg）

低位発熱量は計算値

1cal=4.186J 　　　　　

広域波崎RDFセンター

155.8 160.5 91.5164.0 127.8 139.8 129.3134.3 128.3 109.0

2,147.5 2,057.5 2,387.5 2,735.0

区分

広域鹿嶋RDFセンター

2,182.5 2,592.5 2,482.5 2,522.5 2,656.82,600.0

9,930.0 10,090.0 10,627.08,730.0 10,370.0

水分（％） 40.3

8,590.0 8,230.0 9,550.0 10,940.0 10,400.0

33.8 26.3

灰分（％） 6.6 4.9

37.6 33.0 35.243.7 38.0 30.2 32.6

11.2

可燃分（％） 53.1 51.5 58.1

8.9 5.1 4.9 5.63.9 5.0 5.3

53.6 62.0 59.9 60.6 62.564.8 62.1
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第３節 ごみ減量・リサイクルの状況 

１．普及・啓発事業 

ごみの減量化を図るためには、まずごみとなるものを排出しないといった活動が前提と

なる。但し、ごみの発生・排出を最小限に抑えるためには、従来の生活スタイルや事業ス

タイルを改めていく必要がある。そのため本市では、市民・事業者に対して、ごみ減量化

の普及・啓発を積極的に進めている。現在、市が実施している普及・啓発活動は、以下の

とおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

２．生ごみのリサイクル 

本市では可燃ごみの減量化を図るため、堆肥化容器（コンポスター）、密閉容器及び電気

処理機の購入に対して補助金を交付し、生ごみのリサイクルを推進してきた。現在の補助

金の内容を表 3-3-1 に、生ごみ処理容器等の購入補助実績を表 3-3-2 及び図 3-3-1 に

示す。 

生ごみ処理容器等の購入実績は減少傾向を示し、平成 22（2010）年度には 49 基であ

ったが、令和元（2019）年度は 34 基となっている。また令和元（2019）年度までの累

計台数は、8,172 基となっている。購入補助実績は年々増加しているものの、世帯数も増

加していることから、相対的に生ごみ処理容器等の普及率（世帯数に対する購入基数の割

合）が低下している。なお、生ごみ処理容器等の普及率は、令和元（2019）年度では 19.4％

となっている。 

 

表 3-3-1 補助金の内容 

 

  

区分 補助金の内容（令和2（2020）年度）

堆肥化容器
（コンポスター）

密閉容器

電気処理機
1基につき購入金額（消費税抜き）の2分の1
（100円未満切捨て）、上限30,000円
（1世帯当たり1基まで）

1容器につき購入金額（消費税抜き）の2分の1
（100円未満切捨て）、上限5,000円
（1世帯当たり2基まで）

■本市が実施している普及・啓発活動 

・広報紙等への定期的な掲載 

・ごみ減量等に係るチラシの配布 

・神栖市第一リサイクルプラザを活用した体験学習等 
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表 3-3-2 生ごみ処理容器等の購入補助実績 

 

 

 

図 3-3-1 生ごみ処理容器等の購入補助実績 

  

平成22年度

（2010年度）
49 7,898 38,168 20.7%

平成23年度

（2011年度）
43 7,941 38,142 20.8%

平成24年度

（2012年度）
37 7,978 37,373 21.3%

平成25年度

（2013年度）
35 8,013 37,897 21.1%

平成26年度

（2014年度）
29 8,042 38,440 20.9%

平成27年度

（2015年度）
21 8,063 39,287 20.5%

平成28年度

（2016年度）
26 8,089 40,012 20.2%

平成29年度

（2017年度）
28 8,117 40,809 19.9%

平成30年度

（2018年度）
21 8,138 41,370 19.7%

令和元年度

（2019年度）
34 8,172 42,128 19.4%

普及率は、 1世帯 1基として普及率を算定した。

区分

購入基数（基） 年度末
世帯数

（世帯）

普及率
（％）単年度 累計
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2,000

4,000

6,000

8,000

10,000
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（基）

（年度）
累計 普及率
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３．資源物集団回収 

ごみの減量と資源ごみの再生利用を図るため、住民団体等が実施する資源物集団回収に

対し、奨励金を交付している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神栖市の資源物集団回収の実績を表3-3-3、図3-3-2に示す。回収量は、平成27（2015）

年度の約 1,404t/年から年々減少しており、令和元（2019）年度では約 850t/年となっ

ている。また、令和元（2019）年度の登録団体数は、88 団体となっている。 

 

表 3-3-3 資源物集団回収の実績 

 

 
図 3-3-2 資源物集団回収の実績  

（単位：ｋｇ/年）

年度 紙類 びん・缶 プラスチック類 古着・古布 合計

平成27年度

（2015年度）
1,130,658 171,658 100,568 750 1,403,634

平成28年度

（2016年度）
955,176 157,148 90,367 190 1,202,881

平成29年度

（2017年度）
807,033 136,059 82,365 250 1,025,707

平成30年度

（2018年度）
748,395 132,527 82,262 300 963,484

令和元年度

（2019年度）
651,527 118,063 80,152 70 849,812

資源物集団回収量は、直接売却のほかリサイクルプラザへ搬入した量も含む。

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

平成27 28 29 30 令和元

（ｋｇ/年）

（年度）紙類 びん・缶 プラスチック類 古着・古布

■奨励金の内容 

住民団体向け 

・直接搬入または業者への直接納入の場合は 1kg につき 5 円を交付 

・市委託業者による回収の場合は 1kg につき 2 円を交付 

回収事業者向け 

・団体から回収した資源物 1kg につき 5 円を交付 
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第４節 中間処理の現状 

可燃ごみの処理施設は、固形燃料化するために鹿嶋市と共同で鹿島地方事務組合が整備

した 2 つの RDF センターと、生成した RDF を産業廃棄物とあわせてサーマルリサイクル

するために設立された第 3 セクターの鹿島共同再資源化センターがある。 

不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみの一部、危険ごみについては、破砕・選別・圧縮処理す

るための神栖市第一リサイクルプラザと神栖市第二リサイクルプラザがある。 

 

１．RDF センター 

本市で発生する可燃ごみは、RDF センター（広域鹿嶋 RDF センター、広域波崎 RDF セ

ンター）へ搬入し、固形燃料化している。RDF センターの概要を表 3-4-1 に示す。 

 

表 3-4-1 RDF センターの概要 

 
 

２．鹿島共同再資源化センター 

鹿島共同再資源化センターは、第 3 セクターとして、国、茨城県、神栖市、鹿嶋市、コ

ンビナート各社等で設立した。この施設では、2 市の可燃性一般廃棄物を固形燃料化したも

の（RDF）と、コンビナートを中心とした各事業者の可燃性産業廃棄物を集め、それぞれ

100t/日ずつ、計 200t/日を処理する計画である。また、廃棄物の広域処理とあわせて、

発生する熱エネルギーを電気・蒸気として回収し、利用可能な公共施設などへ供給を行う

計画で、電気については売電している。 

鹿島共同再資源化センターを運営・管理している第 3 セクター「鹿島共同再資源化セン

ター株式会社」の事業内容及びセンターの概要を表 3-4-2 に示す。再資源化センターの処

理能力は 200t/日で、RDF センターで生成された固形燃料と可燃性産業廃棄物を混合燃焼

広域鹿嶋RDFセンター 広域波崎RDFセンター

鹿島地方事務組合 鹿島地方事務組合

鹿嶋市平井2264 神栖市波崎9602

約12,000㎡ 約10,000㎡

平成13（2001）年3月20日 平成14（2002）年3月10日

可燃ごみ 可燃ごみ

142t/16h 135t/16h

1,950㎥ 2,000㎥

160㎥×2基 160㎥×2基

粉じん サイクロン及びバグフィルタで除塵 サイクロン及びバグフィルタで除塵

臭気
酸・アルカリによる薬液洗浄、焼却脱臭
及び活性炭吸着

焼却脱臭及び活性炭吸着

汚水 乾燥機内に噴射、蒸発処理 排水処理設備で処理、施設内で再利用

竣工

区分

事業主体

所在地

敷地面積

対象ごみ

処理能力

環
境
対
策

ピット容量

RDF貯留サイロ
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し、サーマルリサイクルを行っている。 

 

表 3-4-2 事業内容及びセンターの概要 

 
 

３．神栖市第一リサイクルプラザ及び第二リサイクルプラザ 

神栖市第一リサイクルプラザ及び第二リサイクルプラザの概要を表 3-4-3 に示す。 

神栖地区で発生した不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみの一部、危険ごみ及び有害ごみは、

神栖市第一リサイクルプラザに搬入し、適正に処理している。各ラインで処理された圧縮

成形品や古紙類は、施設内のストックヤードで一時貯留され資源化を図っている。カレッ

ト類については、カレット貯留場に貯留され資源化を図っている。また、各ラインから発

生する可燃物は、広域鹿嶋 RDF センター及び広域波崎 RDF センターへ、不燃残渣等につ

いては最終的に埋立処分を行っている。 

波崎地区で発生した不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみの一部及び有害ごみは、神栖市第二

リサイクルプラザに搬入し、適正に処理している。各ラインで処理された圧縮成形品は、

施設内のストックヤードで一時貯留され資源化を図っている。カレット類については、カ

レット貯留場に貯留され資源化を図っている。また、各ラインから発生する可燃物は、広

商号

事業目的

事業の
イメージ

設立時期

資本金

主な出資者

処理能力

受け入れる
産業廃棄物

・発電量（平成14（2002）年以降）
・所内使用
・売電電力量

：3,000kW
：1,000kW
：2,000kW

最終処分 焼却灰は、センター内で前段処理した後、民間業者に委託して処理する。

エネルギーの
利用

鹿島共同再資源化センター株式会社

①産業廃棄物・一般廃棄物及びごみ固形燃料の処理
②焼却熱の利用による電気事業
③蒸気、温水等の熱供給に関する業務
④関連業務

神栖市及び鹿嶋市から排出される可燃性の一般廃棄物を固形燃料（RDF）
化したものと、鹿島臨海工業地帯の立地企業から排出される可燃性の産業
廃棄物を中間処理（焼却）し、その焼却熱は電気・蒸気等で回収し、東京
電力及び近隣の企業・地域施設に供給する廃棄物処理・エネルギー回収事
業である。

平成10（1998）年12月1日（竣工：平成13（2001）年3月31日）

33億円

茨城県、日本政策投資銀行、鹿島地方事務組合、日本製鉄株式会社、三菱
ケミカル株式会社、鹿島石油株式会社、ＪＳＲ株式会社

200t/日（100t/日×2系列）

汚泥、廃油（特管物）、廃プラスチック、木くず・紙くず、繊維くず、動
植物性残渣

焼却炉の廃熱を回収して、発電し電気の一部は東京電力に供給する。ま
た、蒸気は近隣の企業及び公共施設等に、需要があれば供給する。

【電力予定量】
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域波崎 RDF センターへ、不燃残渣等については最終的に埋立処分を行っている。 

 

表 3-4-3 リサイクルプラザの概要 

 

 

４．資源化率 

資源化率の実績値の推移を表 3-4-4 及び図 3-4-1 に示す。 

前計画では、平成 26（2014）年度の実績である 60.4％の資源化率を将来的にも維

持していくことを目標として定めていた。実績値を見ると、平成 28（2016）年度まで

はこれを超えていたが、平成 29（2017）年度以降はこれを下回っている。 

新可燃ごみ処理施設稼働後は、現在、RDF 化量として計上されている分が焼却ごみと

して整理されることになる。そのため、資源化量が大きく減少することになり、令和元

（2019）年度の実績値ベースでは資源化率が 12.0％まで低下すると考えられる。但し、

焼却後の灰は、全量資源化が予定されているため、この分は資源化量として加算される

ことになる。 

 
表 3-4-4 資源化率の推移 

 
 

区分 神栖市第一リサイクルプラザ 神栖市第二リサイクルプラザ

事 業 主 体 神栖市 神栖市

所 在 地 神栖市南浜1-10 神栖市波崎9602

敷 地 面 積 約16,000㎡ 約6,500㎡

竣 工 平成17（2005）年10月 平成14（2002）年3月

対 象 ご み
不燃ごみ、粗大ごみ、資源（古紙・
古着、プラスチック類、ビン・缶
類）、危険ごみ、有害ごみ

不燃ごみ、粗大ごみ、資源（古紙、
プラスチック類、ビン類、缶類）、
有害ごみ

処 理 能 力 26t/5h 20t/5h

平成22年度
（2010年度）

平成23年度
（2011年度）

平成24年度
（2012年度）

平成25年度
（2013年度）

平成26年度
（2014年度）

平成27年度
（2015年度）

平成28年度
（2016年度）

平成29年度
（2017年度）

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

35,074 34,491 33,744 32,721 31,228 31,041 30,442 30,037 30,368 30,882

RDF化量 15,346 14,916 14,460 14,155 13,940 14,011 14,155 13,321 13,676 13,154

RDF不適物

（鉄類）
27 24 17 21 20 22 20 19 15 22

可燃資源化 2,531 2,051 2,155 1,551 1,475 1,260 1,146 965 885 862

不燃資源化 2,483 2,658 2,513 2,321 2,236 2,202 2,150 2,051 2,036 2,052

集団回収量 125 103 134 1,080 1,185 1,253 1,079 918 862 775

合計 20,512 19,752 19,279 19,128 18,856 18,748 18,550 17,274 17,474 16,865

58.5 57.3 57.1 58.5 60.4 60.4 60.9 57.5 57.5 54.6

14.7 14.0 14.3 15.2 15.7 15.3 14.4 13.2 12.5 12.0

注）計画の見直しにあたり実績値の精査を行っているため、一部数値が現行計画と異なる場合がある。
注）RDF化量を含む資源化率＝資源化量÷ごみ排出量×100

注）RDF化量を除く資源化率＝（資源化量－RDF化量）÷ごみ排出量×100

ごみ排出量（t/年）

RDF化量を含む資源化率（％）

RDF化量を除く資源化率（％）

　　　　  　　　　年度

 区分

資源化量
（t/年）
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図 3-4-1 資源化率の推移 

 

ここで、目標値の基準となった平成 26（2014）年度と令和元（2019）年度の資源

化率の実績値を対比すると表 3-4-5 に示すとおりである。 

 
表 3-4-5 平成 26（2014）年度と令和元（2019）年度の資源化率の比較 

 
 

○令和元（2019）年度の実績は、平成 26（2014）年度の資源化率よりも 6 ポイン

ト近く下回っている。 

○表 3-4-5 よりその内訳を見ると、各項目満遍なく資源化率の低下が見られ、資源ご

みとして計上されている RDF 化量自体、44.6%から 42.6％へと減少している。 

○このように、経年的に RDF 化量が減少していることは、家庭等から排出されるごみ

質自体が RDF 化に適さないものを含むように変化してきている可能性が大きい。 

58.5
57.3 57.1

58.5

60.4 60.4 60.9

57.5 57.5

54.6

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元

（％）（ｔ/年）

（年度）
RDF化量 可燃資源化 不燃資源化 集団回収量等 RDF化量を含む資源化率

平成26年度

（2014年度）

令和元年度

（2019年度）

 ごみ排出量（t/年） 31,228 30,882

RDF化量 44.6 42.6

RDF不適物

（鉄類）
0.1 0.1

可燃資源化 4.7 2.8

不燃資源化 7.2 6.6

集団回収量 3.8 2.5

合計 60.4 54.6

　　　　   　　　　　年度
 区分

資源化率
（％）
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○但し前述したように、令和 6（2024）年度から、新可燃ごみ処理施設が稼働し、

RDF 化から焼却処理に変更されることにより、資源化率は 12.0％＋α（焼却灰資

源化量）まで低下すると推察され、目標値はこれを踏まえて設定していくことが必

要となる。 
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第５節 最終処分の現状 

本市は最終処分場を所有していないため、民間業者に委託処理している。 

平成 22（2010）年度以降の最終処分量の実績を表 3-5-1、図 3-5-1 に示す。 

前計画では、平成 26（2014）年度の最終処分率である 3.1％を将来的にも維持してい

くものとしている。平成 27（2015）年度以降の実績値を見ると、平成 30（2018）年

度は 3.4％、令和元（2019）年度は 3.2%でわずかならがこれを超過している。 

新可燃ごみ処理施設稼働後は、これまで鹿島共同再資源化センターの焼却灰として処理

されていた RDF 焼却残渣が、新可燃ごみ処理施設から排出されることになる。しかし、こ

の焼却灰は溶融処理による資源化が予定されているため、最終処分率が現状よりも上がる

ことはないと予想される。 

 

表 3-5-1 最終処分量の実績 

 
 

 

図 3-5-1 最終処分量の実績 

  

平成22年度
（2010年度）

平成23年度
（2011年度）

平成24年度
（2012年度）

平成25年度
（2013年度）

平成26年度
（2014年度）

平成27年度
（2015年度）

平成28年度
（2016年度）

平成29年度
（2017年度）

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

35,074 34,491 33,744 32,721 31,228 31,041 30,442 30,037 30,368 30,882

1,104 1,194 1,191 1,170 973 606 558 941 1,020 990

3.1 3.5 3.5 3.6 3.1 2.0 1.8 3.1 3.4 3.2

注）最終処分量はリサイクルプラザから発生する残渣（RDF不適物を含む）。

ごみ排出量（t/年）

最終処分量（t/年）

最終処分率（％）

　　　　  　　　　年度

 区分
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第６節 ごみ処理事業費の現状 

本市の収集・運搬から、処理・処分及び管理部門まで含めたごみ処理に係る経費（平成

22（2010）年度から令和元（2019）年度）を表 3-6-1 及び図 3-6-1 に示す。（出典：

環境省一般廃棄物処理実態調査、平成 26（2014）年度から令和元（2019）年度は市提

供） 

ごみ処理事業費は、平成 22（2010）年度以降増加し、平成 24（2012）年度に約 14.5

億円となりその後若干減少したが、平成 29（2017）年度以降再び増加傾向となり令和元

（2019）年度は約 16.0 億円となっている。このように、ごみ処理事業費には約 12.7 億

円から約 16.0 億円の間で変動しているが、この変動には中間処理費の変動が大きく寄与し

ており、中間処理費に経費がかかった年度はごみ事業費が高くなる傾向にある。 

令和元（2019）年度の実績は合計で約 16.0 億円であり、これは平成 22（2010）年

度の実績と比較すると、約 3.2 億円の経費増加となった。 

1 人当たりの処理経費及び 1 世帯当たりの処理経費は、平成 22（2010）年度に比べ令

和元（2019）年度はともに増加となった。ごみ 1t 当たりの処理経費は、ごみ排出量が減

少したため増加となった。 

 

 

図 3-6-1 ごみ処理量及びごみ処理事業費の実績 
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表 3-6-1 ごみ処理事業費 

 

 

  

平成22年度

（2010年度）

平成23年度

（2011年度）

平成24年度

（2012年度）

平成25年度

（2013年度）

平成26年度

（2014年度）

701,437 759,722 894,347 736,594 781,985

68,042 71,419 60,030 68,150 68,441

93,859 114,895 230,428 103,050 134,273

収集・運搬費 509 559 437 408 718

中間処理費 93,350 114,336 229,991 102,642 133,555

最終処分費 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

539,328 573,152 603,681 565,186 578,975

208 256 208 208 296

572,853 569,072 558,536 586,191 619,545

0 0 0 0 0

1,274,290 1,328,794 1,452,883 1,322,785 1,401,530

95,204 94,658 94,442 94,330 94,310

13.4 14.0 15.4 14.0 14.9

38,168 38,142 37,373 37,897 38,440

33.4 34.8 38.9 34.9 36.5

35,074 34,491 33,744 32,721 31,228

36.3 38.5 43.1 40.4 44.9

計画収集人口（人）

区分

ごみ処理事業費（千円）

処理及び維持管理費

人件費

処理費

車両等購入費

委託費

その他

組合分担費

その他

合計

1人当たりの処理経費

計画世帯数（世帯）

1世帯当たりの処理経費

ごみ処理量（t/年）

ごみ量1t当たりの処理経費

平成27年度

（2015年度）

平成28年度

（2016年度）

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

811,161 823,823 829,992 815,886 888,993

61,728 57,395 57,402 52,146 47,023

178,435 165,605 154,729 138,598 114,885

収集・運搬費 551 659 460 324 313

中間処理費 177,884 164,946 154,269 138,274 114,572

最終処分費 0 0 0 0 0

0 925 2,506 0 0

570,702 599,685 615,225 625,012 726,942

296 213 130 130 143

631,393 632,401 581,671 719,484 706,432

0 0 0 0 0

1,442,554 1,456,224 1,411,663 1,535,370 1,595,425

94,759 94,956 95,185 95,229 95,437

15.2 15.3 14.8 16.1 16.7

39,287 40,012 40,809 41,370 42,128

36.7 36.4 34.6 37.1 37.9

31,040 30,442 30,037 30,368 30,883

46.5 47.8 47.0 50.6 51.7

計画収集人口（人）

区分

ごみ処理事業費（千円）

処理及び維持管理費

人件費

処理費

車両等購入費

委託費

その他

組合分担費

その他

合計

1人当たりの処理経費

計画世帯数（世帯）

1世帯当たりの処理経費

ごみ処理量（t/年）

ごみ量1t当たりの処理経費
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第７節 茨城県内の他市町村との比較から見た課題 

茨城県内の全市町村（32 市 10 町 2 村）を対象に、ごみの排出量、中間処理及び最終処

分の状況について比較し、神栖市の廃棄物処理の特徴を整理する。使用するデータは環境

省の「市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール（平成 30 年度実績版）」を基にして

いる。 

図 3-7-1 には、次の 5 つの項目により茨城県内 44 市町村の平均値（指標値＝100 の

ライン）に対する神栖市の位置づけを整理している。 

 
①人口 1 人 1 日当たり総ごみ排出量 

②廃棄物からの資源回収率（RDF・セメント原料化等除く） 

③廃棄物のうち最終処分される割合 

④人口 1 人当たり年間処理経費 

⑤最終処分減量に要する費用 

 
※①～③について、神栖市の実態調査の報告値には市の収集分以外の数量を含むため、これ

を除いた値により整理し、評価している。 

 

 
図 3-7-1 茨城県内 44 市町村との比較結果 

 

（注）指標化しているため、100 より大きい場合は優れていること、100 より小さい場

合は劣っていることを示す。 

（注）実態調査の数値には、市が収集に関与していない事業系の可燃ごみ及び資源ごみの

量等を含むため、表 3-7-1 は、表 3-2-4 等の数値と異なっている。  
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表 3-7-1 指標による茨城県内での位置づけ 

 
  

人口1人1日
当たり

ごみ総排出量

廃棄物からの資
源回収率

（RDF・セメント

原料化等除く）

廃棄物のうち
最終処分される

割合

人口1人
当たり年間
処理経費

最終処分
減量に要する

費用

（kg/人･日） （ｔ/ｔ） （ｔ/ｔ） （円/人･年） （円/ｔ）

08201 水戸市 272,438 1.154 0.185 0.114 12,443 28,013

08202 日立市 178,658 0.943 0.182 0.033 7,901 23,251

08203 土浦市 142,887 1.092 0.259 0.119 10,907 26,848

08204 古河市 143,738 0.943 0.162 0.095 8,548 22,799

08205 石岡市 75,454 1.120 0.312 0.025 7,409 15,713

08207 結城市 52,207 1.118 0.108 0.086 11,880 29,352

08208 龍ケ崎市 77,577 1.098 0.293 0.039 12,226 31,510

08210 下妻市 43,843 1.114 0.241 0.124 12,096 32,027

08211 常総市 63,707 0.836 0.186 0.070 4,568 14,724

08212 常陸太田市 52,278 0.834 0.121 0.103 9,833 32,366

08214 高萩市 28,812 0.868 0.207 0.119 14,218 47,400

08215 北茨城市 43,896 0.981 0.118 0.109 9,623 28,986

08216 笠間市 76,068 0.928 0.167 0.088 11,162 36,112

08217 取手市 107,615 0.863 0.215 0.030 9,634 29,756

08219 牛久市 85,068 0.938 0.199 0.058 12,606 37,165

08220 つくば市 232,894 1.122 0.198 0.110 8,251 19,189

08221 ひたちなか市 159,296 1.013 0.139 0.047 6,357 15,879

08222 鹿嶋市 67,943 0.970 0.089 0.009 10,592 25,990

08223 潮来市 28,418 1.021 0.322 0.041 17,193 41,702

08224 守谷市 67,383 0.795 0.193 0.030 9,547 32,042

08225 常陸大宮市 42,373 0.944 0.141 0.127 9,302 25,253

08226 那珂市 54,686 0.877 0.116 0.132 9,781 30,019

08227 筑西市 104,646 0.836 0.120 0.085 11,824 38,873

08228 坂東市 54,587 0.954 0.262 0.044 7,169 20,392

08229 稲敷市 40,634 0.958 0.166 0.140 16,647 51,569

08230 かすみがうら市 42,186 1.107 0.224 0.090 9,303 21,031

08231 桜川市 42,312 0.710 0.114 0.090 12,280 48,309

08232 神栖市 95,229 0.874 0.228 0.034 11,748 24,726

08233 行方市 35,202 0.838 0.094 0.147 10,617 39,405

08234 鉾田市 49,145 0.677 0.189 0.040 8,913 30,846

08235 つくばみらい市 51,630 0.714 0.171 0.031 5,862 21,243

08236 小美玉市 51,298 1.015 0.260 0.054 5,027 12,428

08302 茨城町 32,756 0.913 0.167 0.116 7,415 20,964

08309 大洗町 16,958 1.400 0.112 0.152 18,181 40,797

08310 城里町 19,746 0.804 0.116 0.104 10,177 34,387

08341 東海村 38,302 0.965 0.197 0.043 9,957 27,329

08364 大子町 17,369 1.034 0.196 0.073 12,139 33,343

08442 美浦村 15,239 1.056 0.179 0.122 0 0

08443 阿見町 47,766 1.176 0.181 0.127 8,486 21,641

08447 河内町 8,981 0.921 0.281 0.044 12,909 39,831

08521 八千代町 22,351 0.722 0.137 0.143 9,032 37,280

08542 五霞町 8,614 1.133 0.138 0.050 9,261 22,164

08546 境町 25,298 0.931 0.157 0.042 6,202 17,746

08564 利根町 16,268 0.849 0.172 0.052 13,317 45,043

平均 0.958 0.182 0.080 10,058 28,987

最大 1.400 0.322 0.152 18,181 51,569

最小 0.677 0.089 0.009 0 0

標準偏差 0.144 0.058 0.040 3,307 10,392

神栖市実績 0.874 0.228 0.034 11,748 24,726

指数値 108.8 124.9 158.1 83.2 114.7

出典：環境省 市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール平成30年度実績版

コード 市町村名 人口
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茨城県内 44 市町村の平均値と比較すると、神栖市の廃棄物処理の特徴として次の事項を

上げることができる。 

 
○1 人 1 日当たりごみ総排出量は 874g/人・日で、県内では小さい方から 14 番目であ

る。県平均（958g/人・日）よりも小さく、良好と言えるが、さらなる減量を目指し

ていくことが必要である。 

○廃棄物からの資源回収率（RDF・セメント原料化等除く）は 22.8％で、県内で 9 番

目に大きい。これは RDF を含まない割合であり、古紙類の可燃系資源ごみ、プラスチ

ック類やびん・缶類などの不燃系資源ごみ、これらの直接資源化量が大きいことが要

因と考えられる。 

○廃棄物のうち最終処分される割合は 3.4％で、県内で 7 番目に小さい。 

○人口 1 人 1 日当たり年間処理経費は 11,748 円/人・年で、県内では多い方から 15

番目（少ない方から 30 番目）である。排出されるごみの種類、処理の特性等により処

理経費を小さくすることが望ましい。県平均は 10,058 円/人・年であり、神栖市が

1,690 円/人・年ほど高くなっている。 

○最終処分減量に要する費用は 24,726 円/t であり、県内では 16 番目に安い。 

 
以上整理してきたように、ごみの排出量、資源化率及び最終処分量は、いずれの項目も

県内市町村との比較では良好な状態にあることがわかる。 

 

 

図 3-7-2 1 人 1 日当たりごみ総排出量 
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図 3-7-3 廃棄物からの資源回収率（RDF・セメント原料化等除く） 

 

 

図 3-7-4 廃棄物のうち最終処分される割合 
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図 3-7-5 1 人当たり年間処理経費 

 

 

図 3-7-6 最終処分減量に要する費用  
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第４章 ごみ処理基本計画 

 

第１節 基本理念と基本方針 

１．基本理念 

本市では従来から排出抑制（Reduce）、再使用（Reuse）及び再生利用（Recycle）の

3R に、発生抑制（Refuse）と修理・修繕（Repair）を加えた 5R の考え方を取り入れ、

より上流側でごみを削減すべく取組を進めてきた。この考え方を今後も継続し、より一層

の推進を目指していくこととする。 

また、これらの推進と合わせて SDGs の考え方を活用し、「環境への負荷の少ない持続可

能な社会づくり」を進めていくことを基本理念とする。 

 

 

 

 

 

２．基本方針 

上述した基本理念を達成するために、次の 3 つの基本方針を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念で取り上げた 5R を区分し、より上流側でごみの削減を目指す取組である発生抑

制（Refuse）、排出抑制（Reduce）及び修理・修繕（Repair）を 1 番目に取り上げ、「発

生・排出抑制を徹底するライフスタイルへの転換」することとした。 

2 番目には、ごみを出す際には分別を徹底し、資源として再使用（Reuse）あるいは再

生利用（Recycle）を行うこととした。 

しかし、資源として利用できない場合もあることから、そのような場合は、適正な処理・

処分を行うことを、3 番目の基本方針とした。 

 

 

  

市民・事業者・行政の協働による 5R の推進とともに、 

環境への負荷の少ない持続可能な社会づくりを進めます 

1.ごみの発生・排出抑制を徹底し、ごみを出さないライフスタイルへと転換し

ます（リフューズ、リデュース、リペア） 

2.ごみを出す際は分別を徹底し、可能な限り資源として利用します（リユース、

リサイクル） 

3.資源として利用できないごみは、環境に配慮して適正な処理・処分を行いま

す 
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第２節 現状施策でのごみ排出量の将来予測 

現在の取組を推進した場合として、1 人 1 日当たり排出量（原単位）が、最新の実績値

である令和元（2019）年度の値を維持するとした場合のごみ排出量を予測した結果を表

4-2-1 に示す。 

この予測値は、次の考え方により算出しており、あくまでも現在の施設で現在と同様に

処理を行った場合を想定している。 

 

【現状施策でのごみ量予測の考え方】 

●家庭系ごみ、集団回収量及び事業系ごみについては、最新の実績値である令和元

（2019）年度の原単位で将来一定と置き、人口を乗じて年間量を推計している。 

●KRC（鹿島共同再資源化センター）への搬入量の原単位は、平成 28（2016）～

平成 30（2018）年度の平均値により将来一定と置き、人口を乗じて年間量を推計

している。 

●ごみ処理量のうち RDF 施設は家庭系可燃ごみと事業系可燃ごみの合計値、その他資

源化施設は家庭系不燃ごみ～その他ごみと事業系不燃ごみ～その他ごみの合計値と

している。 

●それぞれの処理施設の資源化量、焼却施設搬入分、埋立処理量等は、令和元（2019）

年度の割合で将来一定として推計している。 

 

これらにより、現在の取組を推進した場合、排出量（KRC 直接搬入量を除いた値）は令

和元（2019）年度の実績値である 30,882t/日から増加せず、令和 17（2035）年度の

予測値は 30,557t/年となる。 

但し、令和 6（2024）年度以降は、新可燃ごみ処理施設へ搬入される事業系可燃ごみの

直接搬入分を含めたごみ排出量により、ごみ処理基本計画の進行管理を行っていくことが

必要となり、令和 17（2035）年度の予測値は 34,719t/年となる。 
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表 4-2-1 ごみ排出量予測結果（趨勢） 

 

実績値← →推計値

平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 令和1 令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 令和7 令和8 令和9 令和10 令和11 令和12 令和13 令和14 令和15 令和16 令和17

（2014） （2015） （2016） （2017） （2018） （2019） （2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026） （2027） （2028） （2029） （2030） （2031） （2032） （2033） （2034） （2035）

人口 94,310 94,759 94,956 95,185 95,229 95,437 94,947 95,012 95,076 95,141 95,205 95,270 95,234 95,197 95,161 95,124 95,088 94,956 94,825 94,693 94,562 94,430

世帯数 38,440 39,287 40,012 40,809 41,370 42,128 - - - - - - - - - - - - - - - -

年間日数 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366

ごみ排出量（t/年） 31,227 31,041 30,442 30,037 30,368 30,882 30,641 30,661 30,683 30,786 30,723 30,744 30,732 30,805 30,710 30,696 30,686 30,726 30,601 30,557 30,516 30,557

ごみ排出量総量（t/年） 35,978 35,239 34,921 34,193 34,276 30,882 34,815 34,837 34,862 34,980 34,908 34,932 34,918 35,001 34,893 34,877 34,866 34,911 34,769 34,719 34,673 34,719

家庭系ごみ 23,316 23,125 22,887 22,844 22,915 23,728 23,543 23,558 23,575 23,654 23,606 23,621 23,613 23,669 23,596 23,585 23,577 23,608 23,512 23,478 23,447 23,478

可燃ごみ 16,669 16,717 16,829 16,872 16,757 17,097 16,963 16,974 16,986 17,044 17,009 17,020 17,014 17,054 17,001 16,994 16,988 17,011 16,941 16,917 16,894 16,917

不燃ごみ 3,093 2,884 2,755 2,729 2,912 3,113 3,089 3,091 3,093 3,103 3,097 3,099 3,098 3,105 3,096 3,094 3,093 3,097 3,085 3,080 3,076 3,080

粗大ごみ 1,184 1,114 1,045 1,071 1,245 1,302 1,292 1,293 1,294 1,298 1,295 1,296 1,296 1,299 1,295 1,294 1,294 1,295 1,290 1,288 1,287 1,288

資源ごみ 2,367 2,382 2,219 2,135 1,983 2,174 2,157 2,158 2,160 2,167 2,163 2,164 2,163 2,169 2,162 2,161 2,160 2,163 2,154 2,151 2,148 2,151

その他のごみ 3 28 39 37 18 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

集団回収量 1,185 1,253 1,079 918 862 775 769 769 770 773 771 772 771 773 771 770 770 771 768 767 766 767

事業系ごみ 6,726 6,663 6,476 6,275 6,591 6,379 6,329 6,334 6,338 6,359 6,346 6,351 6,348 6,363 6,343 6,341 6,339 6,347 6,321 6,312 6,303 6,312

可燃ごみ 5,284 5,264 5,146 4,999 5,215 4,966 4,927 4,930 4,934 4,951 4,940 4,944 4,942 4,954 4,938 4,936 4,934 4,941 4,921 4,914 4,907 4,914

不燃ごみ 1,220 1,181 1,131 1,088 1,152 1,161 1,152 1,153 1,153 1,157 1,155 1,156 1,155 1,158 1,154 1,154 1,154 1,155 1,150 1,149 1,147 1,149

粗大ごみ 173 167 155 142 182 202 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 200 200 200 200

資源ごみ 49 48 43 43 40 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 47 47 47

その他のごみ 0 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

KRC直接搬入量 4,751 4,198 4,479 4,156 3,908 - 4,174 4,176 4,179 4,194 4,185 4,188 4,186 4,196 4,183 4,181 4,180 4,185 4,168 4,162 4,157 4,162

事業系可燃ごみ 4,751 4,198 4,479 4,156 3,908 - 4,174 4,176 4,179 4,194 4,185 4,188 4,186 4,196 4,183 4,181 4,180 4,185 4,168 4,162 4,157 4,162

排出量原単位（g/人・日） 907 895 878 865 874 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884

家庭系ごみ 677 667 660 658 659 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679

可燃ごみ 484 482 486 486 482 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489

不燃ごみ 90 83 79 79 84 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

粗大ごみ 34 32 30 31 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

資源ごみ 69 69 64 61 57 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

その他のごみ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

集団回収量 34 36 31 26 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

事業系ごみ 195 192 187 181 190 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183

可燃ごみ 154 152 148 144 150 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142

不燃ごみ 35 34 33 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

粗大ごみ 5 5 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

資源ごみ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

その他のごみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KRC直接搬入量 138 121 129 120 112 - 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

事業系可燃ごみ 138 121 129 120 112 - 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

ごみ処理量（t/年） 30,042 29,788 29,363 29,119 29,506 30,107 29,872 29,892 29,913 30,013 29,952 29,972 29,961 30,032 29,939 29,926 29,916 29,955 29,833 29,790 29,750 29,790

RDF施設 21,953 21,981 21,975 21,871 21,972 22,063 21,890 21,904 21,920 21,995 21,949 21,964 21,956 22,008 21,939 21,930 21,922 21,952 21,862 21,831 21,801 21,831

RDF資源化 13,940 14,011 14,155 13,321 13,676 13,154 13,051 13,059 13,069 13,113 13,086 13,095 13,090 13,121 13,080 13,075 13,070 13,088 13,034 13,016 12,998 13,016

金属類資源化 20 22 20 19 15 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

焼却施設搬入分 - 33 13 9 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

埋立処理量 39 86 38 31 32 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

減量化量等 7,954 7,829 7,749 8,491 8,239 8,830 8,760 8,766 8,772 8,803 8,784 8,790 8,787 8,808 8,780 8,776 8,773 8,785 8,749 8,736 8,724 8,736

その他資源化施設 8,089 7,807 7,388 7,248 7,534 8,044 7,982 7,988 7,993 8,018 8,003 8,008 8,005 8,024 8,000 7,996 7,994 8,003 7,971 7,959 7,949 7,959

資源化量 3,711 3,462 3,296 3,016 2,921 2,914 2,892 2,894 2,896 2,905 2,899 2,901 2,900 2,907 2,898 2,897 2,896 2,899 2,888 2,883 2,880 2,883

焼却施設搬入分 3,265 3,640 3,538 3,143 3,387 3,391 3,365 3,367 3,370 3,380 3,374 3,376 3,375 3,383 3,372 3,371 3,370 3,374 3,360 3,355 3,351 3,355

埋立処理量 934 520 520 910 988 948 941 941 942 945 943 944 943 946 943 942 942 943 939 938 937 938

有害・処理困難等 179 185 34 179 238 791 784 786 785 788 787 787 787 788 787 786 786 787 784 783 781 783

資源化量合計（t/年） 18,856 18,748 18,550 17,274 17,474 16,865 16,734 16,744 16,757 16,813 16,778 16,790 16,783 16,823 16,771 16,764 16,758 16,780 16,712 16,688 16,666 16,688

資源化率（％） 60.4 60.4 60.9 57.5 57.5 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6

最終処分量合計（t/年） 973 606 558 941 1,020 990 983 983 984 987 985 986 985 988 985 984 984 985 981 980 979 980

最終処分率（％） 3.1 2.0 1.8 3.1 3.4 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

注）ごみ排出量には、KRC（鹿島共同資源化センター）への直接搬入分を含まない。

注）KRC（鹿島共同資源化センター）の実績値は、「新可燃ごみ処理施設整備事業　施設整備基本計画」（令和2（2020）年3月、鹿島地方事務組合）で確認できるもののみを掲載。

注）KRC（鹿島共同資源化センター）直接搬入量の推計値は、平成28（2016）～30（2018）年度の平均値により設定。

　　　　　　　　　年度
　区分
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第３節 目標値の設定 

１．国・県の計画値 

本市としての目標値を設定するにあたり、国・県の計画を参考にし、本市として整合性

のとれる目標とする。 

表 4-3-1 に、国及び県の数値目標を整理し、示す。 

 

表 4-3-1 国・県の計画値 

 

  

県の設定した目標値

廃棄物処理法の
基本方針

循環型社会形成
推進基本計画

廃棄物処理施設
整備計画

第5次茨城県廃棄物
処理計画（素案）

策定年月
平成28年1月

（2016年）

平成30年6月

（2018年）

平成30年6月

（2018年）

令和2年12月

（2020年）

基になる
法律名

廃棄物処理法
循環型社会形成

推進基本法
廃棄物処理法 廃棄物処理法

目標年次：令和2年度

　　　　（2020年度）

目標年次：令和7年度

　　　　（2025年度）

目標年次：令和7年度

　　　　（2025年度）

＜一般廃棄物＞
年間排出量を現状（平
成24年度）に対して、

約12%削減する。

・1人1日当たりごみ排
出量を約850g/人・日
とする。

・1人1日当たり家庭系
ご み排 出量 （資 源回
収 、資 源ご み等 を除

く）を約440g/人 /日
とする。

＜一般廃棄物＞
ごみ排出量を対前年度
比約1％以上の削減。

【補助指標】
○1人1日あたりごみ排

出量976g/人/日

目標年次：令和2年度

　　　　（2020年度）

目標年次：令和4年度

　　　　（2022年度）

目標年次：令和7年度

　　　　（2025年度）

＜一般廃棄物＞
再生利用率を約27%に
する。

＜一般廃棄物＞
リサイクル率を27%に
する。

【補助指標】
再生利用率を20%以上

目標年次：令和4年度

　　　　（2022年度）

＜一般廃棄物＞
期間中に整備されたご
み焼却施設の発電効率

の 平 均 値 19 ％ か ら
21％にする。

目標年次：令和2年度

　　　　（2020年度）

目標年次：令和4年度

　　　　（2022年度）

目標年次：令和7年度

　　　　（2025年度）

＜一般廃棄物＞
年間最終処分量を現状
（平成24（2012）年

度）に対し、約14%削
減する。

＜一般廃棄物＞
最終処分場の残余年数
は平 成 29 年 度の水準

（20 年分 ） を維持す
る。

＜一般廃棄物＞
80千t以下

（平成30（2018）年
度比5%減）。

最終処分に
係る目標値

項目

国の設定した目標値

排出量に
係る目標値

再生利用に

係る目標値

中間処理に
係る目標値
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２．減量目標等の設定 

ごみ処理の現状と課題で整理したように、現行計画の目標達成状況や県内他市町村との

比較では、資源化率が若干下がってきている点は課題となるものの、ごみ排出量は計画値

をほぼ達成しており、最終処分量も小さくなっている。 

但し、令和 6（2024）年度より新可燃ごみ処理施設が供用開始されることに伴い、ごみ

処理形態が大きく変化する。そこで、今後一層の減量化・資源化を目指すこととし、可燃

ごみの中で大きな割合を占める紙類、プラスチック類及びちゅう芥類にターゲットを当て、

今後の削減見込みを検討するとともに、これらの結果を踏まえて目標値の設定を行う。 

 

１）紙類の資源化 

令和元（2019）年度の実績では、可燃ごみのうち広域鹿嶋RDFセンターでは32.9％、

広域波崎 RDF センターでは 26.7％、平均で 29.8％を紙類が占めている。 

一般に可燃ごみとして排出される紙類は、およそ半分が資源化可能な紙類で、残る半

分が資源化できない紙類である。これら資源化可能な紙類のうち、家庭系は 50％、事業

系は全量（100％）を資源化する、即ち、家庭系では紙類全体の 25％、事業系では紙類

全体の 50％を資源化することを想定する。 

 

【紙類資源化シナリオ】 

○対象は、家庭系ごみ、事業系ごみ（KRC 直接搬入分を含む）とする。 

○紙類の組成割合は実績より 29.8％（令和元（2019）年度、重量割合）。 

○削減量は、現状で推計される紙類排出量のうち、家庭系は 25％、事業系は 50％と

設定する。 

○家庭系の紙類については令和 3（2021）年度から令和 17（2035）年度の 15 年

間で段階的に進めていくこととする。 

○事業系の紙類については令和 3（2021）年度から令和 12（2030）年度の 10 年

間で段階的に進めていくこととする。 

 

２）プラスチック類の減量化 

令和元（2019）年 5 月に策定された「プラスチック資源循環戦略」において、国は

次の目標を掲げている。 

 

【プラスチック資源循環戦略の目標（マイルストーン）】 

＜リデュース＞ 

①令和 12（2030）年までにワンウェイプラスチックを累積 25％排出抑制 

＜リユース・リサイクル＞ 

②令和 7（2025）年までにリユース・リサイクル可能なデザインに 
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③令和 12（2030）年までに容器包装の 60％をリユース・リサイクル 

④令和 17（2035）年までに使用済プラスチックを 100％リユース・リサイクル

等により有効利用 

＜再生利用・バイオマスプラスチック＞ 

⑤令和 12（2030）年までに再生利用を倍増 

⑥令和 12（2030）年までにバイオマスプラスチックを約 200 万トン導入 

 

本計画の最終目標年度である令和 17（2035）年度には、使用済プラスチックの全量

をリユース・リサイクル等により有効利用することとしている。但し、具体的な方法等

については未だ明示されていない。 

そのため、国が方法等を明示した段階で対応していくこととし、現状では家庭系につ

いて、令和 2（2020）年 7 月より実施されたレジ袋有料化による削減効果のみを反映

させることとする。 

 

【レジ袋有料化による削減シナリオ】 

本市では食品スーパーとの連携により、平成 21（2009）年 2 月からレジ袋の有料化

を実施してきた。但し、この時期からスタートしたのは食品スーパーに限られ、コンビ

ニエンスストアや食品小売店等は、令和 2（2020）年 7 月からレジ袋の有料化が実施

された。 

大手コンビニエンスストアの調査によると、有料化実施後のレジ袋の辞退率が 70～

80％となっており、有料化実施前の 30％程度から大きく伸びている。これらレジ袋の

辞退によるごみ量の減少について、次のように推計する。 

 

○食品スーパーについては既に実施されているため、この分は見込まず、コンビニエ

ンスストアや食品小売店でのレジ袋辞退を想定する。 

○レジ袋の辞退率を、有料化実施前が 30％、有料化実施後は 45％向上するとして

75％と見込む。 

○辞退するレジ袋は 1 回 1 枚 5g とする（M サイズを想定）。 

○年間の利用回数は 1 人当たり 50 回とする（コンビニエンスストアの利用頻度に関

する民間調査会社の調査結果を参考に、全国平均の半分程度と設定）。 

○対象は全市人口の 75％と想定する（年少者と高齢者を除外）。 

 

これにより、令和 2（2020）年度のレジ袋削減による排出抑制量は 1 人 1 日当たり

0.23g/人・日と見込まれる。 
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３）ちゅう芥類の減量化 

国は、第四次循環型社会形成推進基本計画において、令和 12（2030）年までに平成

12（2000）年度比で、食品ロス量を半減する目標を定め、様々な取組を進めてきてお

り、今後、食品ロスの削減に向けた取組は、より一層推進されていくと考えられる。 

本市においても、今後、食品ロス削減のための取組を周知、指導していく。そこで、

これによる効果については次のように見込むこととする。 

 

【家庭系可燃ごみ中の食品ロス削減シナリオ】 

○国の目標は平成 12（2000）年度を基準としているが、本市では平成 12（2000）

年度の組成調査結果が不明なため、令和元（2019）年度の広域鹿嶋 RDF センター

と広域波崎 RDF センターの組成調査結果を基に整理する。 

○可燃ごみに排出されていると推計されるちゅう芥類は、広域鹿嶋 RDF センターが

21.6％、広域波崎 RDF センターが 27.5％で平均 24.5％となっている。 

○平成 29（2017）年度の食品ロスに関する国の報告によると、家庭系の食品廃棄物

量は 783 万トンで、このうち 284 万トン（36.3％）が食品ロスとなっている。 

○本市の令和元（2019）年度の家庭系可燃ごみの原単位は 489.5g/人・日であるこ

とから、前述の割合を適用すると、ちゅう芥類は 119.9g/人・日を占め、食品ロス

は 43.5 g/人・日となり、この半分の量（21.7g/人・日）を削減することになる。 

○取組は、令和 3（2021）年度から令和 17（2035）年度までの 15 年間で段階的

に進めていくこととする。 

※国は令和 12（2030）年度を目標としているが、本市ではこれから取り組むもので

あり、令和 17（2035）年度を目標に進めていく。 

 

【事業系可燃ごみ中の食品ロス削減シナリオ】 

○平成 29（2017）年度の食品ロスに関する国の報告によると、事業系一般廃棄物と

なる食品廃棄物量は 752 万トンで、このうち 328 万トン（43.6％）が食品ロスと

なっている。 

○令和元（2019）年度の事業系可燃ごみの原単位は 142.2g/人・日でることから、

上記割合を適用すると、ちゅう芥類は 34.8g/人・日、食品ロス量は 15.2g/人・日

となり、この半分の量（7.6g/人・日）を削減する。 

○取組は、令和 3（2021）年度から令和 17（2035）年度までの 15 年間で段階的

に進めていくこととする。 

※国は令和 12（2030）年度を目標としているが、本市ではこれから取り組むもので

あり、令和 17（2035）年度を目標に進めていく。 

 

以上、家庭系ごみ及び事業系ごみの可燃ごみ削減のための取組を実施することによる
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効果を踏まえ、中間目標年度及び最終目標年度のごみ排出量の目標値を表 4-3-2 に示す

ように設定する。 

 

表 4-3-2 減量目標 

 

 

実績値（令和元（2019）年度） 目標値 令和元→17

KRC直接搬入
分を除く

KRC直接搬入
分を含む

令和7年度
（2025年度）

令和12年度
（2030年度）

令和17年度
（2035年度）

削減率
（％）

1人1日当たりの総排出量 （g/人日） 884 997 975 946 936 6.1

（家庭系ごみ） （g/人日） 701 701 694 687 680 3.1

（事業系ごみ） （g/人日） 183 183 169 156 154 15.8

（KRC直接搬入分） （g/人日） - 112 111 102 102 8.8

1年当たりの総排出量 （t/年） 30,882 34,790 33,904 32,821 32,344 7.0

（家庭系ごみ） （t/年） 24,503 24,503 24,134 23,836 23,485 4.2

（事業系ごみ） （t/年） 6,379 6,379 5,894 5,428 5,317 16.6

（KRC直接搬入分） （t/年） - 3,908 3,876 3,557 3,542 9.4

1年当たりの焼却ごみ量 （t/年） 25,454 29,362 28,288 27,005 26,343 10.3

注）令和元年度のKRC直接搬入分は平成30（2018）年度の値を利用。

注）KRC直接搬入分は焼却ごみ量と見なす。

評価指標



 

 

 

6
0

 

表 4-3-3 ごみ排出量予測結果（減量目標設定） 

 

実績値← →推計値

平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 令和1 令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 令和7 令和8 令和9 令和10 令和11 令和12 令和13 令和14 令和15 令和16 令和17

（2014） （2015） （2016） （2017） （2018） （2019） （2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026） （2027） （2028） （2029） （2030） （2031） （2032） （2033） （2034） （2035）

人口 94,310 94,759 94,956 95,185 95,229 95,437 94,947 95,012 95,076 95,141 95,205 95,270 95,234 95,197 95,161 95,124 95,088 94,956 94,825 94,693 94,562 94,430

世帯数 38,440 39,287 40,012 40,809 41,370 42,128 - - - - - - - - - - - - - - - -

年間日数 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366

ごみ排出量（t/年） 31,227 31,041 30,442 30,037 30,368 30,882 30,633 30,513 30,392 30,351 30,149 30,028 29,874 29,802 29,570 29,415 29,264 29,234 29,047 28,938 28,832 28,802

ごみ排出量総量（t/年） 35,978 35,239 34,921 34,193 34,276 30,882 34,807 34,627 34,447 34,357 34,084 33,904 33,686 33,560 33,254 33,036 32,821 32,796 32,594 32,480 32,369 32,344

家庭系ごみ 23,316 23,125 22,887 22,844 22,915 23,728 23,535 23,501 23,466 23,494 23,396 23,362 23,303 23,307 23,185 23,124 23,066 23,046 22,902 22,819 22,739 22,718

可燃ごみ 16,669 16,717 16,829 16,872 16,757 17,097 16,955 16,874 16,793 16,757 16,630 16,549 16,450 16,396 16,252 16,153 16,055 15,984 15,826 15,712 15,598 15,527

不燃ごみ 3,093 2,884 2,755 2,729 2,912 3,113 3,089 3,091 3,093 3,103 3,097 3,099 3,098 3,105 3,096 3,094 3,093 3,097 3,085 3,080 3,076 3,080

粗大ごみ 1,184 1,114 1,045 1,071 1,245 1,302 1,292 1,293 1,294 1,298 1,295 1,296 1,296 1,299 1,295 1,294 1,294 1,295 1,290 1,288 1,287 1,288

資源ごみ 2,367 2,382 2,219 2,135 1,983 2,174 2,157 2,201 2,244 2,294 2,332 2,376 2,417 2,465 2,500 2,541 2,582 2,628 2,659 2,697 2,736 2,781

その他のごみ 3 28 39 37 18 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

集団回収量 1,185 1,253 1,079 918 862 775 769 769 770 773 771 772 771 773 771 770 770 771 768 767 766 767

事業系ごみ 6,726 6,663 6,476 6,275 6,591 6,379 6,329 6,243 6,156 6,084 5,982 5,894 5,800 5,722 5,614 5,521 5,428 5,417 5,377 5,352 5,327 5,317

可燃ごみ 5,284 5,264 5,146 4,999 5,215 4,966 4,927 4,839 4,752 4,676 4,576 4,487 4,394 4,313 4,209 4,116 4,023 4,011 3,977 3,954 3,931 3,919

不燃ごみ 1,220 1,181 1,131 1,088 1,152 1,161 1,152 1,153 1,153 1,157 1,155 1,156 1,155 1,158 1,154 1,154 1,154 1,155 1,150 1,149 1,147 1,149

粗大ごみ 173 167 155 142 182 202 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 200 200 200 200

資源ごみ 49 48 43 43 40 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 47 47 47

その他のごみ 0 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

KRC直接搬入量 4,751 4,198 4,479 4,156 3,908 - 4,174 4,114 4,055 4,006 3,935 3,876 3,812 3,758 3,684 3,621 3,557 3,562 3,547 3,542 3,537 3,542

事業系可燃ごみ 4,751 4,198 4,479 4,156 3,908 - 4,174 4,114 4,055 4,006 3,935 3,876 3,812 3,758 3,684 3,621 3,557 3,562 3,547 3,542 3,537 3,542

排出量原単位（g/人・日） 907 895 878 865 874 884 884 880 876 872 981 975 969 963 957 951 946 944 942 940 938 936

家庭系ごみ 677 667 660 658 659 679 679 678 676 675 673 672 670 669 667 666 665 663 662 660 659 657

可燃ごみ 484 482 486 486 482 489 489 487 484 481 479 476 473 471 468 465 463 460 457 455 452 449

不燃ごみ 90 83 79 79 84 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

粗大ごみ 34 32 30 31 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

資源ごみ 69 69 64 61 57 62 62 63 65 66 67 68 70 71 72 73 74 76 77 78 79 80

その他のごみ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

集団回収量 34 36 31 26 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

事業系ごみ 195 192 187 181 190 183 183 180 177 175 172 169 167 164 162 159 156 156 155 155 154 154

可燃ごみ 154 152 148 144 150 142 142 140 137 134 132 129 126 124 121 119 116 115 115 114 114 113

不燃ごみ 35 34 33 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

粗大ごみ 5 5 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

資源ごみ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

その他のごみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KRC直接搬入量 138 121 129 120 112 - 120 119 117 115 113 111 110 108 106 104 102 102 102 102 102 102

事業系可燃ごみ 138 121 129 120 112 - 120 119 117 115 113 111 110 108 106 104 102 102 102 102 102 102

ごみ処理量（t/年） 30,042 29,788 29,363 29,119 29,506 30,107 29,864 29,744 29,622 29,578 29,378 29,256 29,103 29,029 28,799 28,645 28,494 28,463 28,279 28,171 28,066 28,035

RDF施設 21,953 21,981 21,975 21,871 21,972 22,063 21,882 21,713 21,545 21,433 21,206 21,036 20,844 20,709 20,461 20,269 20,078 19,995 19,803 19,666 19,529 19,446

RDF資源化 13,940 14,011 14,155 13,321 13,676 13,154 13,046 12,945 12,845 12,778 - - - - - - - - - - - -

金属類資源化 20 22 20 19 15 22 22 22 21 21 - - - - - - - - - - - -

焼却施設搬入分 - 33 13 9 10 15 15 15 15 15 - - - - - - - - - - - -

埋立処理量 39 86 38 31 32 42 42 41 41 41 - - - - - - - - - - - -

減量化量等 7,954 7,829 7,749 8,491 8,239 8,830 8,757 8,690 8,623 8,578 - - - - - - - - - - - -

その他資源化施設 8,089 7,807 7,388 7,248 7,534 8,044 7,982 8,031 8,077 8,145 8,172 8,220 8,259 8,320 8,338 8,376 8,416 8,468 8,476 8,505 8,537 8,589

資源化量 3,711 3,462 3,296 3,016 2,921 2,914 2,891 2,935 2,978 3,028 3,066 3,110 3,151 3,199 3,234 3,275 3,316 3,362 3,393 3,431 3,470 3,515

焼却施設搬入分 3,265 3,640 3,538 3,143 3,387 3,391 3,365 3,368 3,369 3,380 3,374 3,376 3,375 3,382 3,372 3,371 3,370 3,374 3,360 3,355 3,351 3,355

埋立処理量 934 520 520 910 988 948 941 941 942 945 943 944 943 946 943 942 942 943 939 938 937 938

有害・処理困難等 179 185 34 179 238 791 785 787 788 792 789 790 790 793 789 788 788 789 784 781 779 781

新可燃ごみ処理施設 - - - - - - - - - - 28,515 28,288 28,031 27,849 27,517 27,261 27,005 26,931 26,710 26,563 26,417 26,343

家庭系可燃ごみ - - - - - - - - - - 16,630 16,549 16,450 16,396 16,252 16,153 16,055 15,984 15,826 15,712 15,598 15,527

リサプラ破砕残さ - - - - - - - - - - 3,374 3,376 3,375 3,382 3,372 3,371 3,370 3,374 3,360 3,355 3,351 3,355

事業系可燃ごみ - - - - - - - - - - 4,576 4,487 4,394 4,313 4,209 4,116 4,023 4,011 3,977 3,954 3,931 3,919

KRC直接搬入分 - - - - - - - - - - 3,935 3,876 3,812 3,758 3,684 3,621 3,557 3,562 3,547 3,542 3,537 3,542

資源化量合計（t/年） 18,856 18,748 18,550 17,274 17,474 16,865 16,728 16,671 16,614 16,600 3,837 3,882 3,922 3,972 4,005 4,045 4,086 4,133 4,161 4,198 4,236 4,282

資源化率（％） 60.4 60.4 60.9 57.5 57.5 54.6 54.6 54.6 54.7 54.7 12.7 12.9 13.1 13.3 13.5 13.8 14.0 14.1 14.3 14.5 14.7 14.9

最終処分量合計（t/年） 973 606 558 941 1,020 990 983 982 983 986 943 944 943 946 943 942 942 943 939 938 937 938

最終処分率（％） 3.1 2.0 1.8 3.1 3.4 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3

注）ごみ排出量には、KRC（鹿島共同資源化センター）への直接搬入分を含まない。

注）KRC（鹿島共同資源化センター）の実績値は、「新可燃ごみ処理施設整備事業　施設整備基本計画」（令和2年3月、鹿島地方事務組合）で確認できるもののみを掲載。

注）KRC（鹿島共同資源化センター）直接搬入量の推計値は、平成28～30年度の平均値により設定。

　　　　　　　　　年度

　区分



 

61 

第４節 目標達成のための施策 

設定した 3 つの基本方針の下、減量目標の達成へ向けた施策を次のように整理した。 

 

(1)ごみの発生・排出抑制を徹底し、ごみを出さないライフスタイルへと転換します（リ

フューズ、リデュース、リペア） 

施策 1：ごみを出さないための情報の提供 

施策 2：市民によるごみをもらわない、作らないための取組の推進 

施策 3：事業者によるごみを作らないための取組の推進 

施策 4：ごみの有料化の検討 

(2)ごみを出す際は分別を徹底し、可能な限り資源として利用します（リユース、リサイ

クル） 

施策 5：家庭での取組の促進 

施策 6：資源となるものの有効利用の促進 

施策 7：不用品の有効利用の促進 

(3)資源として利用できないごみは、環境に配慮して適正な処理・処分を行います 

施策 8：不適正排出の防止等 

施策 9：適切な収集・運搬・処理・処分体制の構築 

 

これら 9 つの施策の下に、本計画で推進していく具体的な取組内容を整理している。 

なお、これらの具体的な取組は、市民・事業者・行政の協働の下、推進していくもので

あるが、主な分担等について、次のように整理している。 

（市 民）：主に市民が実行に移すもの 

（事 業 者）：主に事業者が実行に移すもの 

（行 政）：主に行政が検討・実施等を行うもの 

（行 政 → 市 民）：主に行政が情報発信・場の提供等を行い、市民がそれを利用するもの 

（行政→事業者）：主に行政が仕組みを構築し、事業者がそれを利用するもの 

 

また本計画では、廃棄物の減量化・資源化の主な対象を紙類、プラスチック類及びちゅ

う芥類としている。そこで、これらに直接的に関与する取組については、取組の左側にこ

れらのマークを付している。 
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施策 1：ごみを出さないための情報の提供 

●学校やイベントなどでの環境教育の充実 

○ごみの発生状況や分別、処理の流れ、ごみが環境に与える影響などについて、子

供たちが環境問題に興味を持てるよう、教育部門と連携を図り、学習冊子の作成

や体験学習の実施など、小・中学校における児童・生徒の各段階に応じた環境教

育の充実を図る（行政→市民）。 

○子供から大人まで幅広い年齢層が集まるイベント会場などでごみや環境に関する

コーナーを設けて、市民に対して問題を提起する（行政→市民）。 

 

●リサイクルプラザからの情報発信 

○神栖市第一リサイクルプラザで開催している各種教室、体験及び施設見学などを

通して市民のリサイクル意識の向上を図る（行政→市民）。 

 

施策 2：市民によるごみをもらわない、作らないための取組の推進 

●ごみとなるものを減らす（レジ袋の削減、簡易包装の依頼、詰め替え商品の利用） 

○令和 2（2020）年 7 月から実施されたレジ袋の有料化をきっかけとして、マイ

バッグの持参やレジ袋を受け取らないなど、環境にやさしいライフスタイルへの

転換を推進する（市民）。 

○簡易包装の依頼や過剰包装の拒否、詰め替え商品やリターナブルびん等の優先的

利用など、ごみとなるものを減らす取組を推進する（市民）。 

 

●ごみを作らない（食品ロスの削減、ものを大切に使う） 

○計画的な食料品や日用品の購入、定期的な蓄積食材の確認、エコ・クッキングの

工夫などにより、食品ロスの削減に努めていく（市民）。 

○家具や自転車などは無理のない範囲で修理・修繕を行って利用し、物を大切にし

て長く利用するライフスタイルへの転換に努める（市民）。 

 

●処理しやすいものを使用する（再生品や適正処理しやすい商品の使用） 

○エコ商品や再生品（トイレットペーパー、再生紙等）を積極的に使用するように

努める（市民）。 

 

  

ちゅう芥類 

プラ 

(1)ごみの発生・排出抑制を徹底し、ごみを出さないライフスタイルへと

転換します（リフューズ、リデュース、リペア） 

紙ごみ 
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施策 3：事業者によるごみを作らないための取組の推進 

●ごみとなるものを渡さない（簡易包装の実施） 

○事業者は簡易包装を実施し、過剰包装を抑制する（事業者）。 

○飲食店は、持ち帰りや小盛メニューの提供などにより、食品ロスの削減に努めて

いく（事業者）。 

 

●エコ・ショップ認定制度による環境にやさしいライフスタイルの構築 

○行政は、環境にやさしい商品の販売やごみ減量化・リサイクル活動に積極的に取

り組む小売り店舗を「エコ・ショップ」として認定し、広く消費者に PR する（行

政）。 

○消費者と事業者の連携のもと、環境にやさしい商品の積極的な販売、包装紙の簡

素化、レジ袋の削減、資源ごみの回収など、循環型社会の構築に向けた環境にや

さしいライフスタイルの構築に努めていく（市民・事業者・行政）。 

 

施策 4：ごみの有料化の検討 

●家庭系ごみの有料化の検討 

○今後、ごみの減量がなかなか進捗しない場合には、家庭系ごみの有料化も 1 つの

手法として、その導入の可否について検討していく（行政）。 

 

 

 

 

 

施策 5：家庭での取組の促進 

●ちゅう芥類（生ごみ）の水切りや堆肥化 

○ちゅう芥類はその約 80％が水分であり、ちゅう芥類の水切りがごみ減量には非常

に有効である。また、生ごみ処理容器等による生ごみの堆肥化も、ごみ減量には

非常に有効である。今後も、ちゅう芥類の水切りに関する啓発や、生ごみ処理容

器等の購入補助制度について、インターネットや広報紙等を活用し、市民に定期

的に呼びかけていく（行政→市民）。 

 

●集団回収の利用、リサイクルルートの確保 

○資源物集団回収制度は今後も継続し、紙類やびん・缶等を中心とした資源ごみの

リサイクルを推進する（行政→市民）。 

○近年、処理料金が見合わないためにリサイクル業者（処理業者）の廃業が進んで

おり、このことが資源物集団回収量の減少に繫がっていると考えられる。集めた

(2)ごみを出す際は分別を徹底し、可能な限り資源として利用します 

（リユース、リサイクル） 

紙ごみ 

ちゅう芥類 

ちゅう芥類 

紙ごみ 
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ものを処理して資源化する処理業者がいなくなると、回収した資源も廃棄せざる

を得なくなる。そこで国や県に対し、適切なリサイクルルートを確保することが

でき、様々なリサイクル品が循環していくよう、リサイクル業者への支援なども

要請していく（行政）。 

 

●分別の徹底 

○混在して排出されやすいごみについては、その品目と出し方を広報紙やインター

ネット等に掲載し、より分かりやすくごみ分別を周知していく。また、十分に分

別されずに排出されているごみについては、収集せず、分別されていなかったこ

とをシールなどで示し、分別ルールの徹底を推進していく（行政→市民・事業者）。 

○市民や事業者は分別ルールを守って分別を徹底し、資源の有効活用、ごみの減量

化を行う（市民・事業者）。 

 

施策 6：資源となるものの有効利用の促進 

●せん定枝葉等の資源化 

○せん定枝葉の資源化方法及び分別収集方法について検討するとともに、民間事業

者も含めた資源化ルートの検討、誘導を行う（行政→市民）。 

 

●廃食用油の回収 

○平成 22（2010）年 10 月より開始した廃食用油の回収率を向上させるため、効

率的な回収方法や、廃食用油を回収していることの周知方法について検討する（行

政→市民）。 

 

施策 7：不用品の有効利用の促進 

●不用品交換の仕組みの充実 

○庁舎内等の空きスペースに不用品情報コーナー等を設置し、市民間での不用品の

交換がスムーズに行われるような場所を提供する。平成 19（2007）年度から実

施している、「衣類等のもらいます・あげますキャンペーン」について、利用促進

のため周知を図るとともに、品目追加等を検討する（行政→市民）。 

 

●フリーマーケットやリサイクルショップの活用 

○フリーマーケットやリサイクルショップを活用することで、物がリユースされて

廃棄する物を少なくするライフスタイルへと転換する（市民）。 

  

紙ごみ 
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施策 8：不適正排出の防止等 

●不適正排出の防止 

○市で処理できないごみに関しては、処理が可能な民間業者の紹介など、適正な処

理方法について市民への周知を図る（行政→市民・事業者）。 

 

●野外焼却禁止の励行 

○インターネットや広報紙等を活用して野外焼却の禁止について周知徹底していく

とともに、発見した場合にはしっかりとした指導を行っていく（行政→市民・事

業者）。 

 

施策 9：適切な収集・運搬・処理・処分体制の構築 

●ごみ出し支援の実施 

○ごみを自ら集積所へ排出することが困難な高齢者等に対するごみ出し支援の実施

について検討していく（行政）。 

 

●適正な収集・運搬の実施 

○ごみに関しては、適正な収集・運搬が実施されるよう、委託方法等について検討

していく（行政）。 

○し尿・浄化槽清掃に係る収集運搬車両については、し尿・浄化槽汚泥の発生量に

対し、適正な車両等を確保する（行政）。 

○現在、神栖地域と波崎地域で収集品目区分や収集・運搬頻度が一部異なる点につ

いては、今後、統一化を含め、両地域の特性に合った収集・運搬方法を検討して

いく（行政）。 

 

●適正な処理・処分の実施 

○資源・エネルギーの有効利用や最終処分量の減量・減容化を図るため、ごみ処理

施設を適切に整備・運営・管理していく（行政）。 

○鹿嶋市と共に、鹿島地方事務組合にて処理を行う広域鹿嶋 RDF センターと広域波

崎 RDF センターは、令和 5（2023）年度まで活用し、令和 6（2024）年度か

らは新可燃ごみ処理施設が稼働する。神栖市第一リサイクルプラザ及び神栖市第

二リサイクルプラザは、延命化を図るとともに、厳しい財政状況を踏まえて施設

の耐用年数やごみ量を総合的に判断し、必要な整備を実施し、適切に維持・改修

していく（行政）。  

(3)資源として利用できないごみは、環境に配慮して適正な処理・処分を

行います 
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第５節 減量施策を実施した場合のごみ量の予測 

１．種類別ごみ排出量の予測 

１）ごみ排出量 

ごみ排出量の予測結果を表 4-5-1、図 4-5-1 に示す。 

将来のごみ排出量は、減量施策を実施しない場合、人口が大きく変化しないために横

ばい傾向になるものの、減量施策を実施することにより減少する。減量施策により、令

和 17（2035）年度の排出量は 34,719t/年から 32,344t/年まで 2,375t/年（A-B）

減少すると予測され、令和 17（2035）年度の原単位は 1,004.6g/人・日から 935.8g/

人・日へと 68.8g/人・日（A-B）減少すると予測された。 

 

表 4-5-1 ごみ排出量の予測 

 
 

 
図 4-5-1 現状推移と減量施策実施後の原単位の推移  

（単位：上段 ｔ/年、下段 ｇ/人・日）

最終目標

令和元年度
（2019年度）

令和7年度
（2025年度）

令和12年度
（2030年度）

令和17年度
（2035年度）

30,882 34,932 34,866 34,719

884.1 1,004.6 1,004.6 1,004.6

33,904 32,821 32,344

975.0 945.7 935.8

24,503 24,393 24,347 24,245

701.5 701.5 701.5 701.5

24,134 23,836 23,485

694.0 686.8 679.5

6,379 10,539 10,519 10,474

182.6 303.1 303.1 303.1

9,770 8,985 8,859

281.0 258.9 256.3

上段は年間排出量、下段は原単位。

　　　　　　　　　　　　 年度
　

　区分

実績値
予測値

中間目標

事業系
ごみ

現状推移

減量施策実施 -

ごみ排出量

現状推移（A）

減量施策実施（B） -

家庭系
ごみ

現状推移

減量施策実施 -

0

200

400

600

800

1,000

1,200
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２）家庭系ごみの排出量 

家庭系ごみ排出量の予測結果を表 4-5-2、図 4-5-2 に示す。 

家庭系ごみ排出量は減量施策を実施することにより、令和 17（2035）年度の排出量

は 24,245ｔ/年から 23,485t/年へ 3.1％減少すると予測された。 

 

表 4-5-2 家庭系ごみ排出量の予測 

 

  

（単位：上段 ｔ/年、下段 ｇ/人・日）

最終目標

令和元年度
（2019年度）

令和7年度
（2025年度）

令和12年度
（2030年度）

令和17年度
（2035年度）

24,503 24,393 24,347 24,245

701.5 701.5 701.5 701.5

24,134 23,836 23,485

694.0 686.8 679.5

17,097 17,020 16,988 16,917

489.5 489.5 489.5 489.5

16,549 16,055 15,527

475.9 462.6 449.3

3,113 3,099 3,093 3,080

89.1 89.1 89.1 89.1

3,099 3,093 3,080

89.1 89.1 89.1

1,302 1,296 1,294 1,288

37.3 37.3 37.3 37.3

1,296 1,294 1,288

37.3 37.3 37.3

2,174 2,164 2,160 2,151

62.2 62.2 62.2 62.2

2,376 2,582 2,781

68.3 74.4 80.5

42 42 42 42

1.20 1.2 1.2 1.2

42 42 42

1.2 1.2 1.2

775 772 770 767

22.2 22.2 22.2 22.2

772 770 767

22.2 22.2 22.2

その他のごみは、危険ごみ、有害ごみを含んだ数字。

上段は年間排出量、下段は原単位。

-

現状推移

不燃ごみ

粗大ごみ

資源ごみ

その他のご
み

集団回収量

-

-

減量施策実施 -

減量施策実施 -

減量施策実施

現状推移

現状推移

現状推移

現状推移

減量施策実施

減量施策実施

可燃ごみ

現状推移

減量施策実施

　　　　　　　　　　　　　　 年度
　

　区分

実績値
予測値

中間目標

-

合計

現状推移（C）

減量施策実施（D） -
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図 4-5-2 家庭系ごみ原単位の推移 

 

３）事業系ごみの排出量 

事業系ごみ排出量及び排出原単位の予測結果を表 4-5-3、図 4-5-3 に示す。 

事業系ごみ排出量は減量施策を実施することにより、令和 17（2035）年度排出量は

10,474t/年から 8,859t/年へと 15.4%減少すると予測された。 

 

 
図 4-5-3 事業系ごみ原単位の推移  
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表 4-5-3 事業系ごみ排出量の予測 

 

 

  

（単位：上段 ｔ/年、下段 ｇ/人・日）

最終目標

令和元年度
（2019年度）

令和7年度
（2025年度）

令和12年度
（2030年度）

令和17年度
（2035年度）

6,379 10,539 10,519 10,474

182.6 303.1 303.1 303.1

9,770 8,985 8,859

281.0 258.9 256.3

4,966 4,944 4,934 4,914

142.2 142.2 142.2 142.2

4,487 4,023 3,919

129.0 115.9 113.4

1,161 1,156 1,154 1,149

33.2 33.2 33.2 33.2

1,156 1,154 1,149

33.2 33.2 33.2

202 201 201 200

5.8 5.8 5.8 5.8

201 201 200

5.8 5.8 5.8

48 48 48 47

1.4 1.4 1.4 1.4

48 48 47

1.4 1.4 1.4

2 2 2 2

0.1 0.1 0.1 0.1

2 2 2

0.1 0.1 0.1

4,188 4,180 4,162

120.4 120.4 120.4

3,876 3,557 3,542

111.5 102.5 102.5

その他のごみは、危険ごみ、有害ごみを含んだ数字。

上段は年間排出量、下段は原単位。

KRC直接
搬入量

現状推移

減量施策実施 -

-

減量施策実施 -

不燃ごみ

粗大ごみ

資源ごみ

その他の
ごみ

-

減量施策実施 -

減量施策実施 -

現状推移

現状推移

現状推移

現状推移

減量施策実施

実績値
予測値

中間目標
　　　　　　　　　　　　　 年度
　

　区分

可燃ごみ

現状推移

減量施策実施 -

合計

現状推移（E）

減量施策実施（F） -
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２．資源化量の予測 

資源化量の予測結果を表 4-5-4 及び図 4-5-4 に示す。 

資源化率は、中間処理が燃料化施設から焼却施設に変わるため、令和元（2019）年度

の 54.6％から、令和 17（2035）年度の 14.3％へと大きく低下する。但し、令和 7

（2025）年度からは 2.4％上昇すると予測された。 

 

表 4-5-4 資源化量の予測 

 
 

 
図 4-5-4 資源化率の推移  

（単位：ｔ/年）

最終目標

令和元年度
（2019年度）

令和7年度
（2025年度）

令和12年度
（2030年度）

令和17年度
（2035年度）

30,882 32,677 30,373 29,906

16,865 3,882 4,086 4,282

集団回収 775 772 770 767

ごみ燃料化施設より 13,176 - - -

不燃・粗大ごみ処理より 2,914 3,110 3,316 3,515

54.6 11.9 13.5 14.3
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３．最終処分量の予測 

最終処分量の予測結果を表 4-5-5 及び図 4-5-5 に示す。 

最終処分量は、令和元（2019）年度の 990t/年に対し、令和 17（2035）年度で 938t/

年（5.3％減）になると予測される。また、最終処分率は令和 17（2035）年度で 3.1％

と予測される。 

 

表 4-5-5 最終処分量の予測 

 

 

 
図 4-5-5 最終処分率の推移  

（単位：ｔ/年）

最終目標

令和元年度
（2019年度）

令和7年度
（2025年度）

令和12年度
（2030年度）

令和17年度
（2035年度）

30,882 32,677 30,373 29,906
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第６節 ごみの収集・処理体制 

現在の収集・運搬～中間処理～最終処分といった一連のごみ処理体制については第 3 章

において整理した。本節では、今後のごみ処理体制について整理、検討を行う。 

 

１．処理システムの最適化 

現在、本市では、鹿嶋市と共同で鹿島地方事務組合により新可燃ごみ処理施設の整備を

進めており、令和 6（2024）年度にはこの新施設を中心としたごみ処理体制へ移行する予

定である。ごみ処理フローを図 6-1-1 に再掲する。 

新可燃ごみ処理施設の整備と合わせ、現在の RDF センターについては、新可燃ごみ処理

施設周辺の道路混雑緩和のため、中継施設として整備されることが予定されている。これ

らは、「予定」とはしているものの、既に設計等も進められており、処理能力、処理方式等

を含め、現時点で変更の余地のあるものではない。 

一方、不燃ごみや資源ごみ等を処理するリサイクルプラザについても、当面は現行の施

設を継続利用する予定である。 

そのため当面は処理システムに変更の余地はなく、既設及び既計画の施設を利用すると

いう制約条件の下では、最適な処理システムとなる。但し、老朽化が進みつつあるリサイ

クルプラザの更新計画あるいは長寿命化計画を検討する際は、分別区分等と合わせ再度検

討を行うことが必要となる。 

 

２．収集・運搬計画 

１）基本的な考え方 

○市民による正しいごみの分別と、安全で着実な収集・運搬により、環境への負荷を

抑えたごみの収集と資源回収を行う。 

 

２）適正なごみ・資源ごみの排出 

(1)ごみ集積所の維持管理 

○ごみ集積所に関する問題は、ごみ集積所利用者等の協力を得ながら解決していく。 

○集積所における散乱防止用ネットの使用促進を図り、鳥獣等による散乱被害の防

止に努める。 

 

(2)ごみ集積所・資源ごみ回収場所のルールやマナーの普及 

○「家庭ごみ・資源の分け方・出し方」を活用し、ごみ分別の周知と徹底を図る。 

○ごみ・資源ごみの分別や出し方に問題のある集積所については、利用者に対する

マナーの指導、ごみ集積所の立会い指導などを行う。 

  



 

 

 

7
3

 

 

図 6-1-1 ごみ処理フロー（令和 6（2024）年度以降、予定、再掲）  
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直接資源化（古紙類、古着類、食用油、小型家電）

※1　有害ごみは神栖市第一リサイクルプラザあるいは神栖市第二リサイクルプラザへ搬入後、適正処分される。
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３）収集・運搬 

(1)収集体制の整備 

○当面は、現行の収集体制を継続することを基本とする。 

○令和 6（2024）年度に新可燃ごみ処理施設が供用開始された後は、可燃ごみの搬

送先が変化する予定であることから、この状況を踏まえ、効率的な収集体制を検

討し、整備する。 

○今後の施策実施により、ちゅう芥類の削減と、紙類が可燃ごみから資源ごみへ移

行することが見込まれる。さらに国が推進しているプラスチックの一括回収を実

施する場合には、分別区分やごみ種別の排出量が大きく変化することになる。こ

れらの変化に応じ、効率的な収集体制を検討し、整備する。 

 

(2)市で処理できないごみの混入の防止 

○家電 4 品目やパーソナルコンピュータ、自動車、自動二輪車等、個別リサイクル

法の対象品については、市民へ排出方法に関する情報を提供し、適切な排出を促

していく。 

○ブロックやコンクリート、畳などの市では処理できないものや、ガスボンベやバ

ッテリー等の有害物や危険物は事業者の責任で回収することを市民に周知し、ご

みへの混入を防止する。 

 

(3)事業者及び一般廃棄物収集運搬業者等に対する指導の推進 

○事業系ごみについては集積所へ排出できず、直接搬入あるいは許可業者への委託

が必要なことの指導を徹底していく。 

○一般廃棄物収集運搬業の許可業者に対し、事業系一般廃棄物を適正に収集・運搬

するよう、指導を実施する。 

 

３．中間処理計画 

１）基本的な考え方 

○令和 6（2014）年度から稼働予定の新可燃ごみ処理施設については、計画に則り、

適切に整備を進める。 

○既存の処理施設については適切な補修計画を立案し、予防保全を強化することによ

って良好な状態を保つようにする。 

○ごみ処理を円滑に行うため、近隣都市の処理施設で緊急時における処理の相互補完

を図る。また、適正処理が行えるものとして許可した民間処理業者についても、協

定を結ぶ等して処理能力を増強する。 

○適正な運転管理、公害防止対策を今後も継続し、ダイオキシン類や重金属類の排出、

騒音、振動、悪臭などの発生を抑制する。 
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○排出基準への適合状況について、測定結果がわかるよう公開する。 

 

２）中間処理の方法 

○中間処理の方法は、令和 5（2023）年度までは表 4-6-1 に、令和 6（2024）年

度以降は表 4-6-2 に示すとおりとなる。 

 

表 4-6-1 令和 5（2023）年度までの中間処理方法 

ごみの区分 処理の内容 

可燃ごみ 
RDF センターで資源化 

助燃材は、鹿島共同再資源化センターで処理 

不燃ごみ 

リサイクルプラザで破砕・選別処理 

資源物は売却 

可燃残渣は RDF センターで資源化処理 

不燃残渣は埋立処分 

粗大ごみ 

リサイクルプラザで破砕・選別処理 

資源物は売却 

可燃残渣は RDF センターで資源化処理 

不燃残渣は埋立処分 

資
源
物 

古紙類、古着・古布類 直接資源化（再生業者へ売却） 

プラスチック類、 

ビン・缶類（古紙類） 

リサイクルプラザで選別・圧縮梱包・保管 

定期的に指定法人等へ引き渡し 

資源物残渣は焼却・溶融処理 

有害ごみ 専門業者に委託 

 

表 4-6-2 令和 6（2024）年度以降の中間処理方法 

ごみの区分 処理の内容 

可燃ごみ 新可燃ごみ処理施設で処理 

不燃ごみ 

リサイクルプラザで破砕・選別処理 

資源物は売却 

可燃残渣は新可燃ごみ処理施設で処理 

不燃残渣は埋立処分 

粗大ごみ 

リサイクルプラザで破砕・選別処理 

資源物は売却 

可燃残渣は新可燃ごみ処理施設で処理 

不燃残渣は埋立処分 

資
源
物 

古紙類、古着・古布類 直接資源化（再生業者へ売却） 

プラスチック類、 

ビン・缶類（古紙類） 

リサイクルプラザで選別・圧縮梱包・保管 

定期的に指定法人等へ引き渡し 

資源物残渣は焼却・溶融処理 

有害ごみ 専門業者に委託 

 

  



 

76 

３）中間処理の量 

○中間処理の量は、表 4-5-2 及び表 4-5-3 に示す可燃ごみ排出量、不燃・粗大ごみ

排出量、資源ごみ排出量の予測と同値になる。 

 

４）既存施設の更新計画 

○現在、第一リサイクルプラザ（稼働年数 15 年）と第二リサイクルプラザ（同 19 年）

が稼働している。現時点では処理能力等に支障は生じておらず、当面は、現在の処

理体制を継続していくことが適当と言える。 

○但し今後、経年的な劣化により処理効率の低下などが見られる場合は、長寿命化や

更新等の検討を進めていくことが必要となる。 

○現在、これら 2 つのリサイクルプラザは、処理対象物の一部が異なっており、この

ため、神栖地区と波崎地区のごみ分別も相違している。 

○更新等の検討を進める際には、施設を 1 つに集約するかどうかを含めた処理方法の

最適化について検討を進めていくことが必要である。 

 

４．最終処分計画 

○最終処分に関しては、市で最終処分場を保有していないため、今後も現在と同様、

委託処理を行っていく。そのため、最終処分量が費用に直結することになり、また

最終処分先が受入れできない状況を回避していくことが必要である。 

○そこで、発生抑制・減量化・資源化を推進し、可能な限り埋立対象物である残渣類

の削減に努めていく。 
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第７節 その他の施策 

１．適正処理困難物に対する処理方針 

１）適正な処理処分の指導 

市で処理できないごみは排出者が自ら専門の処理業者に依頼するなどして処理する。

市では処理できないごみについては、資源化を念頭に置き、ルートを調査検討すること

とし、適正な処理を行う仕組みを確立する。 

 

２）医療系廃棄物への対応 

家庭から排出される透析チューブ等の医療系廃棄物は、市が回収し、県の施設に委託

して処理するという処理体制が構築されている。しかし、適切な排出がなされるよう、

排出・回収方法について今後も指導を行っていく。 

 

３）家電リサイクル法、資源リサイクル法の遵守 

冷蔵庫やパソコンなど関連するリサイクル法によりリサイクルルートが整備されてい

る品目は、小売店、メーカー等に引き取りを依頼するなど、自己責任で処理するよう指

導していく。 

 

２．不法投棄防止対策の検討 

不法投棄を防止するため、管理責任者である地権者などに不法投棄をさせない管理に関

する情報提供に努める。また、不法投棄は犯罪であることを認識し、関係機関の役割を明

確にすることにより連携を強め、不法投棄をさせない環境づくりを目指す。 

 

３．災害廃棄物対策の推進 

近年、震災、水害等により一度に大量の廃棄物が発生し、その処理対策の重要性が指摘

されている。市はそうした緊急時に備え、平成 30（2018）年度に「神栖市災害廃棄物処

理計画」を策定した。 

この計画に則り、災害発生時においても収集・運搬、処理・処分において迅速な対応を

とることができるよう、教育・訓練を継続的に実施していくとともに、県、近隣市町、関

連団体との連携についても定期的に確認していく。 

 
４．再生利用品の需要拡大 

エコ・ショップ認定制度では、エコマーク商品や再生品などの環境にやさしい製品の積

極的な販売も、認定の対象となる取組内容の 1 つとしている。このように、再生品の利用

を促進するため、市民・事業者に対する啓発活動や環境教育を推進する。 
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第５章 生活排水処理基本計画 

 

第１節 生活排水処理の実態把握 

１．生活排水処理の現況 

１）生活排水処理の実態 

令和元（2019）年度において適正な生活排水処理が実施されているのは、表 5-1-1

に示すとおりであり、生活排水処理率は 67.4％となっている。 

 

表 5-1-1 令和元（2019）年度の生活排水処理率 

 

 

表 5-1-2 に本市のし尿及び生活雑排水の処理形態別人口の推移を示す。 

公共下水道については、昭和 49（1974）年に「神栖町公共下水道事業計画」を策定

し、昭和 51（1976）年度より供用を開始している。令和元（2019）年度末において

下水道普及率は 42.2％となっており、今後も整備を進めていく予定である。 

合併処理浄化槽については、現在、公共下水道区域以外の地域において高度処理型合

併処理浄化槽の設置を促進しているが、その設置に係る補助を実施している。 

図 5-1-1 に令和元（2019）年度末の生活排水の処理体系を示す。 

 

  

項目
計画処理区域内

人口（人）
生活雑排水処理
人口等（人）

生活排水処理率
（％）

神栖市 95,437 64,304 67.4
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表 5-1-2 生活排水の処理形態別人口の状況と生活排水処理率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1-1 令和元（2019）年度における生活排水の処理体系 

 

  

平成27年度

（2015年度）

平成28年度

（2016年度）

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

94,638 94,956 95,185 95,229 95,437

57,751 59,191 60,912 62,659 64,304

下水道人口（人） 37,639 37,996 38,733 39,653 40,311

合併処理浄化槽人口（人） 20,112 21,195 22,179 23,006 23,993

61.0 62.3 64.0 65.8 67.4

36,887 35,765 34,273 32,570 31,133

し尿収集人口（人） 1,172 1,160 1,156 1,152 1,148

単独処理浄化槽人口（人） 35,715 34,605 33,117 31,418 29,985

39.0 37.7 36.0 34.2 32.6

注）生活排水処理率は、計画処理区域内人口に対する生活雑排水処理人口の割合。

生活雑排水処理人口（人）

生活排水処理率（％）

生活排水非処理率（％）

生活雑排水未処理人口（人）

　　　　　　　　　　　　年度
　区分

計画処理区域内人口（人）

し尿 
未
処
理
水 

し尿 

生活雑排水 

汚泥 

処理水 

神栖衛生プラント 

（し尿処理場） 

公 共 用 水 域 

生活排水 

95,437 人 

（100.0％） 

合併処理浄化槽 

23,993 人 

（25.2％） 

下水道 

40,311 人 

（42.2％） 

単独処理浄化槽 

29,985 人 

（31.4％） 

し尿汲み取り 

1,148 人 

（1.2％） 

処理水 汚泥 
汚泥 

処理水 
汚泥 

処理水 
終末処理場 
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２）し尿、浄化槽汚泥発生量及び原単位の算出 

本市の浄化槽人口と処理量及び原単位の実績を表 5-1-3 に示す。 

 

表 5-1-3 浄化槽人口と処理量及び原単位の実績 

 

 

３）収集・運搬 

本市のし尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬は、許可業者 9 社で市内全域を行っている。 

 

４）最終処分 

本市は最終処分場を保有していないことから、汚泥は委託処理している。 

 

  

平成27年度

（2015年度）

平成28年度

（2016年度）

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

1,172 1,160 1,156 1,152 1,148

55,827 55,800 55,296 54,424 53,978

合併処理浄化槽人口（人） 20,112 21,195 22,179 23,006 23,993

単独処理浄化槽人口（人） 35,715 34,605 33,117 31,418 29,985

し尿収集人口＋浄化槽人口（人） 56,999 56,960 56,452 55,576 55,126

処理量（し尿+浄化槽汚泥）（kL/年） 31,787 32,614 30,299 33,110 31,649

原単位（し尿+浄化槽汚泥）（L/人・日） 1.52 1.57 1.47 1.63 1.57

　　　　　　　　　　　　　　　　年度
　区分

し尿収集人口（人）

浄化槽人口（人）
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５）生活排水処理の課題の抽出 

生活排水処理に係る基本的課題を図 5-1-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1-2 基本的課題の抽出 

 

  

基本課題の抽出 

２．公共下水道区域外の計画 

＊合併処理浄化槽設置の推進 

総論的課題 

し尿、汚泥 
処理の課題 

１．公共下水道事業の推進 

１．収集・運搬の課題 

＊円滑な収集・運搬体制の整備 

３．最終処分の課題 

＊最終処分方法の検討 

３．広報・啓発活動 

＊広報等による生活排水処理の
重要性の啓発 

２．中間処理の課題 

＊合併処理浄化槽汚泥比率増加
への対応についての検討 

＊資源化、有効利用の計画の検討 

４．広報・啓発活動 

＊浄化槽の保守・点検、清掃及び
検査の徹底 
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２．生活排水処理施設の状況 

１）し尿処理施設の状況 

本市のし尿処理場は、神栖市第一衛生プラント、神栖市第二衛生プラントがあるが、

神栖市第二衛生プラントについては、平成 22（2010）年 4 月からし尿・浄化槽汚泥の

受け入れのみを行っており、神栖市第一衛生プラントにて全量処理を行っている。表

5-1-4 にそれぞれの施設の概要を示す。 

 

表 5-1-4 神栖市のし尿処理場の概要 

施設名称 神栖市第一衛生プラント 神栖市第二衛生プラント 

所在地 神栖市東和田 8 番地 神栖市波崎 801 番地 

計画処理能力 110kL/日 
し尿、浄化槽汚泥受け入れのみ 

（平成 22（2010）年 4 月～） 

竣工年度 平成 5（1993）年 10 月 26 日 昭和 54（1979）年 3 月 

処理方式 除渣処理＋混和希釈方式 - 

放流先 
鹿島臨海特定公共下水道 

（深芝処理場） 
- 

 

２）公共下水道の計画 

本市の公共下水道は、特定公共下水道に接続、処理を行う関連公共下水道として整備

を行い、昭和 51（1976）年度より供用を開始している。終末処理場（深芝処理場）の

概要を表 5-1-5 に示す。 

 

表 5-1-5 深芝処理場の概要 

処理開始 昭和 45（1970）年 9 月 

処理方式 標準活性汚泥法 

処理区域 計画：5,931.8ha 

処理能力 
現況：165,000 ㎥/日 

計画：330,000 ㎥/日 

排除方式 分流式 

 

３）関連法令の規制状況 

環境の保全については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく政令省令、通知

の遵守、このほか大気汚染防止法に基づく排出基準、水質汚濁防止法に基づく排出基準

についても遵守しなければならない。 

その他の関連法令に基づく規制についても十分配慮し、これらの規制に適応できるよ

うに計画するとともに、維持管理上の問題も含めて、あらかじめ対応策を検討しておか

なければならない。 
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環境保全関連法令を表 5-1-6 に示す。 

 

表 5-1-6 環境保全関連法令 

 

 

４）水質の状況 

本市で調査した河川及び湖沼の水産用水基準生活環境項目の適合状況を表5-1-7及び

表 5-1-8 に、調査地点を図 5-1-3 に示す。 

 

  

法律名 適用範囲等

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

し尿処理施設（浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く）は
本法の対象となる。また、し尿処理施設に設置される焼却設備（1時
間当たり200kg以上または火格子面積が2㎡以上）は廃棄物焼却施
設の基準が適用される。

大気汚染防止法
火格子面積が2㎡以上であるか、または焼却能力が1時間当たり

200kg以上である廃棄物焼却炉は、本法のばい煙発生施設に該当す
る。

水質汚濁防止法
し尿処理施設 注）から河川、湖沼等公共用水域に排出する場合、

本法の特定施設に該当する。

騒音規制法
空気圧縮機及び送風機（原動機の定格能力が7.5kW以上のものに

限る。）は、本法の特定施設に該当し、知事が指定する地域では規制
の対象となる。

振動規制法
圧縮機（原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。）は、本

法の特定施設に該当し、知事が指定する地域では規制の対象となる。

悪臭防止法
　本法においては、特定施設制度をとっていないが、知事が指定する
地域では規制を受ける。

下水道法
し尿処理施設 注）から公共下水道に排出する場合、本法の特定施

設に該当する。

ダイオキシン類
対策特別措置法

し尿処理施設に設置される焼却設備は、火格子面積が0.5㎡以上、
また焼却能力が1時間当たり50kg以上のものが本法の特定施設に該
当する。

公害健康被害の
補償に関する法律

指定地域において最大排出ガス量が1時間当たり5,000㎥以上（指

定地域以外の地域は10,000㎥以上）の廃棄物焼却炉。

注）処理対象人員が500人以下の浄化槽を除く
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表 5-1-7 淡水域（河川）の水産用水基準生活環境項目の適合状況 

（平成 27（2015）～令和元（2019）年度） 

 

（単位：mg/L※1 ）

7.5 ○ 7.7 ● 6.7～7.5

自然繁殖 ○ ○ 3以下
※2

成育 ○ ○ 5以下※2

8.1 ○ 7.6 ○ 6以上※2

11 ○ 30 ● 25以下

490 ○ 11,000 ● 1,000以下

不検出 ○ 不検出 ○ 検出されないこと

8.3 ● 7.6 ● 6.7～7.5

自然繁殖 ○ ○ 3以下※2

成育 ○ ○ 5以下※2

8.3 ○ 5.8 ● 6以上※2

5 ○ 12 ○ 25以下

490 ○ 330 ○ 1,000以下

不検出 ○ 不検出 ○ 検出されないこと

8.5 ● 8.7 ● 6.7～7.5

自然繁殖 ● ● 3以下※2

成育 ● ○ 5以下※2

10.1 ○ 14.5 ○ 6以上※2

10 ○ 19 ○ 25以下

330 ○ 170 ○ 1,000以下

不検出 ○ 不検出 ○ 検出されないこと

8.4 ● 8.8 ● 6.7～7.5

自然繁殖 ● ● 3以下
※2

成育 ○ ● 5以下※2

11.5 ○ 13.7 ○ 6以上
※2

8 ○ 22 ○ 25以下

170 ○ 1,300 ● 1,000以下

不検出 ○ 不検出 ○ 検出されないこと

7.5 ○ 7.7 ● 6.7～7.5

自然繁殖 ○ ○ 3以下
※2

成育 ○ ○ 5以下※2

6.4 ○ 6.5 ○ 6以上※2

85 ● 73 ● 25以下

13,000 ● 22,000 ● 1,000以下

不検出 ○ 不検出 ○ 検出されないこと

※1：pHは無単位、大腸菌群数の単位は「MPN/100ｍL」

※2：サケ、アユ、マスを対象としない一般的な基準値

〇：適合 ●：不適合

（　）数字は、調査地点

pH

基準値
矢田部（21-2）銚子大橋（21-1）

 　　　　　　　調査地点
 項目

平成27年度調査結果

n-ヘキサン抽出物質

大腸菌群数

SS

DO

1.31.8BOD

pH

基準値
矢田部（21-2）銚子大橋（21-1）

 　　　　　　　調査地点
 項目

平成29年度調査結果

n-ヘキサン抽出物質

大腸菌群数

SS

DO

4.95.6BOD

pH

基準値
矢田部（21-2）銚子大橋（21-1）

 　　　　　　　調査地点
 項目

平成28年度調査結果

n-ヘキサン抽出物質

大腸菌群数

SS

DO

2.12.2BOD

pH

基準値
矢田部（21-2）銚子大橋（21-1）

 　　　　　　　調査地点
 項目

令和元年度調査結果

n-ヘキサン抽出物質

大腸菌群数

SS

DO

1.91.4BOD

pH

基準値
矢田部（21-2）銚子大橋（21-1）

 　　　　　　　調査地点
 項目

平成30年度調査結果

n-ヘキサン抽出物質

大腸菌群数

SS

DO

5.63.5BOD
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表 5-1-8 淡水域（湖沼）の水産用水基準生活環境項目の適合状況 

（平成 27（2015）～令和元（2019）年度） 

 

（単位：mg/L
※1

）

8.7 ● 7.8 ● 8.4 ● 6.7～7.5

自然繁殖 ● ● ● 4以下
※2

成育 ● ○ ● 5以下※2

7.8 ○ 7.8 ○ 7.5 ○ 6以上
※2

19 ● 12 ● 18 ● 3.0以下
※3

7,900 ● 7,900 ● 7,900 ● 1,000以下

不検出 ○ 不検出 ○ 不検出 ○ 検出されないこと

1.27 ● 1.80 ● 1.09 ● 1.0以下
※2

0.103 ● 0.086 ○ 0.113 ● 0.1以下
※2

8.0 ● 7.7 ● 8.3 ● 6.7～7.5

自然繁殖 ● ● ● 4以下
※2

成育 ● ○ ● 5以下
※2

6.5 ○ 5.4 ● 7.6 ○ 6以上※2

6 ● 7 ● 6 ● 3.0以下
※3

1,100 ● 790 ○ 400 ○ 1,000以下

不検出 ○ 不検出 ○ 不検出 ○ 検出されないこと

0.84 ○ 1.30 ● 0.86 ○ 1.0以下※2

0.098 ○ 0.167 ● 0.094 ○ 0.1以下
※2

8.6 ● 8.4 ● 8.6 ● 6.7～7.5

自然繁殖 ● ● ● 4以下※2

成育 ● ● ● 5以下
※2

10.6 ○ 10.8 ○ 9.7 ○ 6以上
※2

10 ● 9 ● 6 ● 3.0以下
※3

3,500 ● 490 ○ 1,100 ● 1,000以下

不検出 ○ 不検出 ○ 不検出 ○ 検出されないこと

0.90 ○ 0.97 ○ 0.80 ○ 1.0以下
※2

0.161 ● 0.122 ● 0.114 ● 0.1以下※2

9.0 ● 8.6 ● 8.6 ● 6.7～7.5

自然繁殖 ● ● ● 4以下
※2

成育 ● ● ● 5以下
※2

9.9 ○ 12.6 ○ 8.1 ○ 6以上※2

7 ● 7 ● 10 ● 3.0以下
※3

14,000 ● 7,900 ● 33,000 ● 1,000以下

不検出 ○ 不検出 ○ 不検出 ○ 検出されないこと

1.17 ● 1.29 ● 1.17 ● 1.0以下
※2

0.079 ○ 0.111 ● 0.088 ○ 0.1以下
※2

8.2 ● 8.0 ● 8.2 ● 6.7～7.5

自然繁殖 ● ● ● 4以下※2

成育 ● ● ● 5以下
※2

8.0 ○ 6.6 ○ 8.5 ○ 6以上
※2

15 ● 46 ● 15 ● 3.0以下※3

2,300 ● 13,000 ● 22,000 ● 1,000以下

不検出 ○ 不検出 ○ 不検出 ○ 検出されないこと

0.99 ○ 1.21 ● 0.83 ○ 1.0以下※2

0.071 ○ 0.127 ● 0.076 ○ 0.1以下
※2

※1：pHは無単位、大腸菌群数の単位は「MPN/100ｍL」

※2：サケ、アユ、ワカサギを対象としない一般的な基準値

※3：温水性魚類の生産に適する湖沼における基準値

〇：適合 ●：不適合

（　）数字は、調査地点

全燐

全窒素

n-ヘキサン抽出物質

大腸菌群数

SS

pH

DO

全燐

全窒素

n-ヘキサン抽出物質

大腸菌群数

SS

pH

基準値
常陸川水門上（23）常陸川水門下（20）息栖大橋（19）

 　　　　　 　調査地点
 項目

平成30年度調査結果

DO

8.85.29.7COD

8.67.85.8COD

全燐

全窒素

n-ヘキサン抽出物質

大腸菌群数

SS

基準値
常陸川水門上（23）常陸川水門下（20）息栖大橋（19）

 　　　　　 　調査地点
 項目

平成29年度調査結果

常陸川水門上（23）常陸川水門下（20）息栖大橋（19）

 　　　　　 　調査地点
 項目

平成28年度調査結果

DO

8.04.67.4COD

全燐

全窒素

n-ヘキサン抽出物質

大腸菌群数

SS

pH

基準値
常陸川水門上（23）常陸川水門下（20）息栖大橋（19）

 　　　　　 　調査地点
 項目

平成27年度調査結果

DO

9.24.59.7COD

全燐

全窒素

n-ヘキサン抽出物質

大腸菌群数

SS

pH

基準値

pH

基準値
常陸川水門上（23）常陸川水門下（20）息栖大橋（19）

 　　　　　 　調査地点
 項目

令和元年度調査結果

DO

8.08.77.6COD
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図 5-1-3 調査位置図  
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第２節 基本的事項の検討 

１．計画の基本方針 

目標達成のための基本方針を以下のとおりとする。 

 

方針１ 市街化区域等については、早期に公共下水道の計画・整備を推進する。 

方針２ 公共下水道の整備された区域は、未接続世帯に対して、積極的に接続を促

すように適切な指導・啓発を行う。 

方針３ 公共下水道事業計画区域以外の地域には、高度処理型合併処理浄化槽設置

に対し補助金を交付し促進する。 

 

２．計画目標年次の設定 

生活排水処理基本計画の期間は令和 3（2021）年度を初年度とした 15 年間とし、計画

の目標年次は令和 17（2035）年度とする。 

令和 7（2025）年度と令和 12（2030）年度を中間目標年次として取組の進捗を確認

し、十分な進捗が見られない場合は取組の見直しを検討する。また、社会・経済情勢等に

大きな変動があった場合には、変化する情勢に対応できるよう取組の見直し等を行ってい

く。 

 

３．計画処理区域の設定 

原則的には公共下水道の供用開始区域外を収集区域とするが、未接続住宅等も対象とし

た本市全域を収集区域とする。 

 

４．収集方式 

現在は、許可業者（9 業者）による収集方式を採用し、家庭や事業所、学校等から排出さ

れるし尿、浄化槽汚泥を収集している。 

 

５．処理主体方式及び設定 

生活排水の処理主体を表 5-2-1 に示す。 

 

表 5-2-1 生活排水の処理主体 

 

区分 処理対象となる生活排水の種類 処理主体

公 共 下 水 道 し 尿 及 び 雑 排 水 神栖市

合 併 処 理 浄 化 槽 し 尿 及 び 雑 排 水 個人等

単 独 処 理 浄 化 槽 し 尿 個人等

し 尿 処 理 施 設 し尿及び浄 化槽 汚泥 神栖市
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第３節 し尿及び汚泥処理量の将来予測 

１．生活排水の処理形態別人口の予測 

１）生活排水の処理形態別人口の予測 

生活排水の処理形態別人口の予測を表 5-3-1 に示す。 

 

表 5-3-1 生活排水の処理形態別人口の予測 

 

 

  

最終目標

令和元年度

（2019年度）

令和7年度

（2025年度）

令和12年度

（2030年度）

令和17年度

（2035年度）

95,437 95,270 95,088 94,430

64,304 71,262 83,107 94,430

下水道人口（人） 40,311 47,344 61,662 75,544

合併処理浄化槽人口（人） 23,993 23,918 21,445 18,886

67.4 74.8 87.4 100.0

31,133 24,008 11,981 0

し尿収集人口（人） 1,148 885 442 0

単独処理浄化槽人口（人） 29,985 23,123 11,539 0

32.6 25.2 12.6 0.0

生活排水処理率は、計画処理区域内人口に対する生活雑排水処理人口の割合。
各人口については、資料編参照。

　　　　　　　　　　　　　 　　年度

　区分

実績値
中間目標

予測値

生活排水非処理率（％）

計画処理区域内人口（人）

生活雑排水処理人口等（人）

生活排水処理率（％）

生活雑排水非処理人口等（人）
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２）し尿、浄化槽汚泥量の予測 

各生活排水処理形態別人口に各々の平成 27（2015）年度から令和元（2019）年度

（表 5-1-3 参照）の平均原単位を乗じ、し尿、浄化槽汚泥を予測した。 

し尿、浄化槽汚泥の予測を表 5-3-2、図 5-3-1 に示す。 

 

表 5-3-2 し尿、浄化槽汚泥量の予測 

 

 

 
図 5-3-1 し尿、浄化槽汚泥量の予測  

最終目標

令和元年度

（2019年度）

令和7年度

（2025年度）

令和12年度

（2030年度）

令和17年度

（2035年度）

95,437 95,270 95,088 94,430

1,148 885 442 0

94,289 94,385 94,646 94,430

下水道人口（人） 40,311 47,344 61,662 75,544

合併処理浄化槽人口（人） 23,993 23,918 21,445 18,886

単独処理浄化槽人口（人） 29,985 23,123 11,539 0

し尿収集人口＋浄化槽処理人口（人） 57,886 51,168 35,537 18,886

下水道区域内未接続人口 2,760 3,242 2,111 0

下水道区域外人口 55,126 47,926 33,426 18,886

86.5 76.4 53.1 28.2

注）し尿・浄化槽汚泥要処理量の原単位は、下水道処理区域内の未接続人口も加味した令
　　和元（2019）年度の実績値より、1.494L/人・日を利用した。

実績値
予測値

中間目標
区分

計画処理区域内人口（人）

し尿収集人口（人）

水洗化人口（人）

要処理量（KL/日）
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令和元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

（KL/日）

（年度）
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２．生活排水の処理計画 

１）処理の目標 

基本方針に掲げた理念、目標を達成するため、すべての生活排水が速やかに処理施設

で処理される状態へ移行することを目的として、市内の各地区の実情に対応し、公共下

水道、合併処理浄化槽の増加を推進していくものとする。 

生活排水処理の目標を表 5-3-3 に示す。 

 

表 5-3-3 生活排水の処理の目標 

 

 

２）目標年次人口の内訳 

目標年次人口の内訳を表 5-3-4 に示す。 

 

表 5-3-4 人口の内訳 

 

 

３）生活排水を処理する区域及び人口 

公共下水道区域は、令和 2（2020）年度現在事業認可を受けた 1,892.9ha の整備を

進めている。 

合併処理浄化槽の地域は、公共下水道事業計画区域を除く地域となっている。 

表 5-3-5 に、生活排水の処理形態別人口の実績値及び目標値を示す。 

  

最終目標

令和元年度
（2019年度）

令和7年度
（2025年度）

令和12年度
（2030年度）

令和17年度
（2035年度）

生活排水処理率 67.4% 74.8% 87.4% 100.0%

区分

実績値
目標値

中間目標

（単位：人）

最終目標

令和元年度
（2019年度）

令和7年度
（2025年度）

令和12年度
（2030年度）

令和17年度
（2035年度）

行 政 区 域 内 人 口 95,437 95,270 95,088 94,430

計 画 処 理 区 域 内 人 口 95,437 95,270 95,088 94,430

生 活 雑 排 水 処 理 人 口 64,304 71,262 83,107 94,430

区分

目標値

中間目標
実績値
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表 5-3-5 生活排水の処理形態別人口の内訳 

 
 

（１）合併処理浄化槽で処理する区域及び人口 

公共下水道整備は全体計画区域内の公共下水道整備完了までには長時間を要するこ

と、また公共下水道整備の進捗が遅延する恐れもあるため、公共下水道の全体計画区

域内においても、当面は高度処理型合併処理浄化槽の普及を推進するものとする。 

 

（２）公共下水道で処理する区域及び人口 

公共下水道は、事業計画の進捗に遅れが生じている部分もあるが、今後も整備を継

続していくものとする。令和 17（2035）年度には整備人口 75,544 人に対して、

水洗化率 100％を目指す。 

 

  

（単位：人）

最終目標

令和元年度
（2019年度）

令和7年度
（2025年度）

令和12年度
（2030年度）

令和17年度
（2035年度）

95,437 95,270 95,088 94,430

64,304 71,262 83,107 94,430

公共下水道 40,311 47,344 61,662 75,544

合併処理浄化槽 23,993 23,918 21,445 18,886

29,985 23,123 11,539 0

1,148 885 442 0

0 0 0 0

実績値
目標値

中間目標
区分

計画処理区域外人口

計画処理区域内人口

生活雑排水処理人口

生活雑排水非処理人口
（単独処理浄化槽）

非水洗化人口（し尿汲み取り）
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第４節 し尿及び汚泥の処理計画 

１．排出抑制・再資源化計画 

１）排出抑制・再資源化に関する目標 

廃棄物処理において、循環型社会を形成することが重要課題であることを踏まえ、生

活排水処理においても、発生源における生活雑排水の汚濁物質の排出抑制を行うととも

に、処理汚泥の再資源化の検討も進めていく。 

 

２）排出抑制の方法 

公共用水域の水質汚濁の要因である生活雑排水については、家庭での発生源対策の実

施により相当の負荷削減効果が期待できる。家庭での発生源対策の進め方としては、家

庭において排水中に廃食用油あるいは固形の食物残渣等を混入させないことによる台所

等対策と、合併処理浄化槽の整備による対策に大別される。 

生活雑排水は、台所、風呂、洗濯など各家庭内に発生源を持つため、生活雑排水対策

の実際的な成否は、市民の理解と協力に大きく影響される。そのため、市民一人ひとり

が、個々の生活する周辺の側溝や排水路等の環境、汚濁した河川、港湾等水環境に目を

向け、生活雑排水が汚濁の主因となっていることを認識するというような、市民の水質

浄化に関する意識の啓発が必要とされる。また、環境保全型商品の活用により、生活雑

排水対策の取組を進めていくことも重要な方策となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4-1 発生源対策の進め方 

 

  

家
庭
で
の
発
生
減
対
策 

台所等対策 

処理施設の整備 
（個別処理） 

合併処理浄化槽の設置 

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換 

台所対策 

負荷増加高位の抑制 
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台所での対策、洗濯時の対策及び風呂対策を以下に示す。 

 

１．食器や鍋等の油や汚れは、紙などで拭いてから洗いましょう 

 

２．使えなくなった油は流しに流さないでください 

・廃食用油は可能な限り廃食用油回収に出しましょう。 

・廃食用油回収に出すことが難しい場合は新聞紙等に染み込ませ燃えるごみとして出し

ましょう。 

・廃油石鹸作りに利用しましょう。 

 

３．洗剤は、粉石鹸か無リン合成洗剤を‘適量’使用しましょう 

・洗剤は、粉石鹸か無リン合成洗剤を使用しましょう。 

・決められた量を使いましょう。 

 

４．側溝を定期的に清掃しましょう 

・定期的に沈殿物を清掃し、土に還しましょう。 

 

５．浄化槽は正しく管理しましょう 

・指定の業者に保守点検してもらいましょう。 

・定期的に浄化槽の清掃をしましょう。 

・年に一度法定検査を受検しましょう。 

・浄化槽をお使いの家庭においては、トイレットペーパーの使い過ぎや異物の混入、洗

剤や薬物による便器の洗浄はやめましょう。 

※浄化槽法で、①保守点検の実施、②清掃の実施、③法定検査の受検が義務付けられて

います。 

 

なお、市では各家庭での処理施設の整備を促進するため、高度処理型合併処理浄化槽

設置への補助金制度を実施しており、今後も継続するとともに制度の周知に努める。 

 

３）再資源化の方法及び量 

し尿処理場から発生する汚泥の再資源化について、周辺市町の動向を調査しながら、

検討していく。 

 

４）関連施設及びその整備計画の概要 

衛生プラントは、海岸に近いこともあり施設の腐食等が見受けられる。特に第二衛生

プラントについては、昭和 54（1979）年稼働により老朽化が著しく、現在はし尿・浄
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化槽汚泥の受け入れのみを行っており、今後に向けて総合的な建設計画が必要となる。 

 

２．収集・運搬計画 

１）収集・運搬計画に関する目標 

生活圏から発生するし尿及び浄化槽汚泥等を迅速的かつ衛生的に処理を行うものとす

る。 

また、収集業務の実態を把握するとともに、今後、公共下水道の普及等により収集量

が変化していくことが見込まれることから、収集体制の検討を行っていくこととする。 

 

２）収集区域の範囲（計画処理区域） 

現在と同様に原則的には公共下水道の供用開始区域外を収集区域とするが、未接続住

宅等も対象とした本市全域を収集区域とする。 

 

３）収集・運搬の方法及び量 

（１）収集・運搬の実施主体 

し尿及び浄化槽汚泥収集の実施主体は従来どおり許可業者で行うものとする。 

 

（２）収集・運搬の経路 

経路は、収集・運搬車の生活道路への集中防止及び集中時間帯を考慮した経路の選

択をするよう指導を行うものとする。 

 

（３）収集・運搬の量 

収集・運搬の量については、し尿、浄化槽汚泥の発生量とする。 

 

３．中間処理計画 

１）中間処理に関する目標 

処理量に対応した中間処理施設を整備し、安全かつ衛生的に処理していくことを目標

とし、施設の適正な維持管理に努める。 

 

２）中間処理の方法及び量 

（１）中間処理の対象物 

計画処理区域から発生するし尿及び浄化槽汚泥を対象とする。 

 

（２）処理の方法 

し尿及び浄化槽汚泥については、今後も引き続き神栖市衛生プラントで処理する。 
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（３）中間処理の量 

計画処理区域から発生するし尿及び浄化槽汚泥の全量とする。 

し尿等処理量の予測を図 5-4-2 に示す。 

 

 
図 5-4-2 し尿等処理量の予測 

 

３）中間処理施設及びその整備計画の概要 

（１）周辺環境整備 

現在の周辺環境を悪化させないように必要な環境対策を図る。 

 

（２）し尿処理施設の今後の検討 

合併浄化槽設置の促進により、合併浄化槽汚泥比率が高まることが見込まれる。 

 

４．最終処分計画 

１）最終処分に関する目標 

循環型社会形成推進のなか、本市も今後検討を進め最終処分を減らし、循環型社会を

目指していく。 

 

２）最終処分の方法及び量 

最終処分の方法は、現況と同じ委託処理する計画とする。 

最終処分量をさらに減少させるためには資源化の必要があるが、今後検討していく。 
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第５節 その他 

１．市民に対する広報・啓発活動 

本市は、公共下水道を中心とした生活排水処理施設の整備を推進しており、汚泥負荷量

の削減が十分に期待できる。しかしながら、集合排水で一括処理されることにより、各家

庭が主な汚濁発生源であるという認識が薄れ、生活排水への意識・関心が薄くなりがちと

なる。 

そのため、市民一人ひとりが、生活する周辺の側溝や排水路等の環境、汚濁した河川等

の水環境に関心を持ち、生活雑排水が汚濁の主因となっていることや、家庭内や地域で行

う生活排水対策の実践により、身近な排水路や河川はきれいにすることができるというこ

とを、市民に対し啓発していくことが必要となる。 

生活排水対策の啓発として、以下に示すようなことを効果的に推進するよう検討する。 

 

 

水質汚濁の現状とその原因が、個々の家庭から排出される生活排水等にあること

を図や表等で示し、市民の意識啓発を高める。 

 

 

地域住民の集まり等において、水質汚濁の現状とその対策について、ビデオやス

ライドにより啓発を促す。 

 

 

市民参加による講演会を開催し、その中で身近な河川・水質汚濁の現状報告を行

うとともに、水質浄化の方策について市民と討議し、実践を呼びかけていく。 

 

 

地域を主体とした生活排水対策推進の組織育成や、その活動への支援方法を検討

していく。 

 

 

 

◇ パンフレットやポスターの作成と配布 

◇ ビデオ・スライドによる啓発 

◇ 講演会の開催 

◇ 生活排水対策の推進に係る市民意識の育成等 
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多くの市民の生活排水処理に関する情報源である広報や市のホームページなどを

今後とも活用し、現在市で行っている高度処理型合併処理浄化槽設置への補助金制

度や、市の公共下水道事業の進捗状況及び今後の方針について、さらに多くの市民

への周知に努める。 

 

 

高度処理型合併処理浄化槽補助制度を市民へ広く周知させ、単独処理浄化槽から

高度処理型合併処理浄化槽への転換を推進していく。 

県と茨城県水質保全協会と連携して、浄化槽管理者に対し、保守点検の実施、清

掃の実施、法定検査の受検を継続的に指導していく。 

 

 

小中学校の児童・生徒向けの環境副読本等を検討し、幅広い年齢層への呼びかけ

を検討していく。 

 

 

２．地域に関する諸計画との関係 

生活排水処理基本計画の推進にあたっては、上位・先行計画である神栖市総合計画、公

共下水道事業計画と十分な整合を図りながら資源循環型社会の実現を目指すものとする。 

 

 

  

◇ 市の広報紙による制度・事業の周知 

◇ 高度処理型合併処理浄化槽の推進と維持管理の指導 

◇ その他 
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第６章 計画の進行管理と推進体制 

 

第１節 計画の進行管理 

計画の進行管理にあたっては、PDCA サイクルの概念に基づき、Plan（計画：数値目標

と施策の設定）⇒Do（行動：施策を推進）⇒Check（点検：数値目標の達成状況、施策の

実施状況を把握）⇒Action（見直し：数値目標の達成状況や施策の実施状況の評価、対策

の検討）を進めていく。 

これら一連の計画～行動～点検～見直しは毎年実施し、１年毎には取組内容の調整（十

分な効果を上げるための微調整など）を行うものとする。5 年毎には、目標値の達成状況を

評価し、十分な成果を上げられていない取組については、その原因を特定した上で取組の

見直し、強化などを行う。 

 

 

図 4-7-1 本計画の PDCA サイクル 
 
第２節 計画の推進体制 

毎年の達成状況・進捗状況の評価結果及び対策の検討結果については、神栖市廃棄物減

量等推進審議会へ報告するとともに、「神栖市環境白書」により市民へ公表していく。 

神栖市廃棄物減量等推進審議会は、その報告を受け、今後の取組等に対する意見、提言

等を行う。 

 

  

Check（点検） 

３ 数値目標の達成状況

や施策の実施状況の

把握 

Plan（計画） 

 
１ 数値目標や目標達成

のための具体的な施

策の設定 

Do（行動） 

２ 施策の推進 

Action（見直し） 

 
４ 点検結果を踏まえた

評価、改善方針の検討 
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資 料 編 
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ごみ処理・再資源化事業の変遷（その 1） 

区分 国 神栖地域 波崎地域

 明治33年  4月
（1900年）

汚物清掃法

 昭和29年  7月
（1954年）

清掃法制定

 昭和38年
（1963年）

塵芥焼却場操業開始（5t/日）

 昭和42年
（1967年）

波崎町衛生プラント操業開始
（27KL/日）

 昭和43年
（1968年）

塵芥焼却場（20t/日）整備

 昭和46年  9月
（1971年）

廃棄物の処理及び清掃に関する
法律施行

 昭和47年  4月
（1972年）

神栖町廃棄物の処理及び清掃に
関する条例制定

 昭和48年  5月
（1973年）

神栖町塵芥処理場操業開始
（50t/日、25t/8h×2炉）

 昭和49年  3月
（1974年）

塵芥処理場操業開始（30t/日）

 昭和50年  6月
（1975年）

不燃物処理場操業開始（油圧、
圧縮、固形化処理20t/5h）

 昭和52年  6月
（1977年）

廃棄物処理施設構造指針通知

 昭和52年  9月
（1977年）

波崎町廃棄物の処理及び清掃に
関する条例制定

 昭和54年  4月
（1979年）

波崎町衛生プラント操業開始
（50KL/日）（既設27KL/日
＋増設23KL/日）

 昭和55年  9月
（1980年）

神栖町廃棄物の処理及び清掃に
関する条例制定

 昭和56年  4月
（1981年）

塵芥処理場操業開始
（30t/8h）

 昭和59年  3月
（1984年）

神栖町空き缶等回収に関する条
例制定

 平成 元年  3月
（1989年）

神栖町廃棄物処理施設の設置及
び管理に関する条例制定

 平成 2年
（1990年）

神栖町クリーンセンター（焼却
能力65t/16h）竣工

 平成 2年
（1990年）

不燃物処理施設（資源化）

 平成 2年  7月
（1990年）

粗大ごみ処理施設（不燃物併用
処理能力30t/5h）竣工

 平成 3年  3月
（1991年）

神栖町生ごみ処理容器購入設置
補助金交付要項制定

 平成 3年  4月
（1991年）

再生資源の利用の促進に関する
法律制定

 平成 3年  5月
（1991年）

粗大ごみ戸別回収開始

 平成 3年  6月
（1991年）

粗大ごみステーション回収開
始、波崎町資源ごみ収集奨励金
交付要項制定

 平成 3年10月
（1991年）

廃棄物の処理及び清掃に関する
法律改正

 平成 4年  6月
（1992年）

神栖町ごみ集積所指定要項制定

 平成 4年  6月
（1992年）

神栖町クリーン推進懇願会活動
費補助金交付要項制定



 

104 

ごみ処理・再資源化事業の変遷（その 2） 

 

区分 国 神栖地域 波崎地域

 平成 4年10月
（1992年）

外国人向けごみ集積所用標示板
設置

 平成 5年  4月
（1993年）

神栖町資源物集団回収事業奨励
金交付要項制定（平成6年10月
改正）

廃棄物及び土砂等不法投棄監視
員設置要項制定

 平成 5年  9月
（1993年）

投げ捨て防止看板設置

 平成 6年  4月
（1994年）

神栖町廃棄物不法投棄監視員要
項制定

 平成 6年  7月
（1994年）

神栖町資源物拠点回収事業開始

 平成 6年10月
（1994年）

神栖町資源物集団・拠点回収事
業奨励金交付要項制定

 平成 7年  6月
（1995年）

容器包装に係わる分別収集及び
再商品化の促進等に関する法律
制定

 平成 7年12月
（1995年）

神栖町廃棄物減量等推進審議会
規則制定

 平成 7年12月
（1995年）

神栖町廃棄物減量等推進員に関
する規程制定

 平成 8年  3月
（1996年）

小動物焼却炉設置

 平成 8年  4月
（1996年）

神栖町廃棄物の減量及び適正処
理に関する条例制定

 平成 8年11月
（1996年）

エコショップ制度実施

 平成 9年  4月
（1997年）

容器包装リサイクル法施行

 平成 9年  6月
（1997年）

廃棄物の処理及び清掃に関する
法律改正

 平成 9年  9月
（1997年）

資源ごみ分別収集システムモデ
ル地区設定

 平成10年  6月
（1998年）

特定家庭用機器再商品化法制定

 平成11年  4月
（1999年）

エコショップ制度実施 資源ごみ分別収集開始

 平成11年  7月
（1999年）

ダイオキシン類対策特別措置法
制定

 平成12年  6月
（2000年）

有害ごみ回収開始

 平成12年  4月
（2000年）

容器包装リサイクル法完全施行
家庭ごみの指定袋による分別収
集の開始

 平成12年  5月
（2000年）

循環型社会形成推進基本法及び
改正廃棄物処理法成立

 平成12年  6月
（2000年）

家庭ごみの指定袋による分別収
集の開始

 平成13年  4月
（2001年）

家電リサイクル法施行 鹿島共同再資源化センター稼働

 平成13年  5月
（2001年）

食品リサイクル法施行

 平成13年  6月
（2001年）

広域鹿嶋RDFセンター稼働

 平成13年12月
（2001年）

波崎町きれいなまちづくり推進
条例制定

 平成14年  3月
（2002年）

波崎リサイクルプラザ
（20t/5h）竣工（現神栖市第
二リサイクルプラザ）
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ごみ処理・再資源化事業の変遷（その 3） 

 

  

区分 国 神栖地域 波崎地域

 平成14年  4月
（2002年）

広域波崎RDFセンター稼働

 平成14年  5月
（2002年）

建設リサイクル法本格施行

 平成14年12月
（2002年）

分別区分の見直し（12月16
日）

 平成15年  2月
（2003年）

古着・古布類の資源回収開始

 平成16年  4月
（2004年）

家電リサイクル法対象機器に冷
蔵庫追加

 平成17年  1月
（2005年）

自動車リサイクル法施行

 平成17年  6月
（2005年）

資源物集積所収集の開始

 平成17年  8月
（2005年）

合併に伴い、旧神栖町条例を基
に関連条例制定

 平成17年10月
（2005年）

旧神栖町クリーンセンター停
止、神栖市第一リサイクルプラ
ザ（26t/5h）竣工

 平成18年  4月
（2006年）

波崎地域において、資源物集団
回収事業奨励金制度の開始

  平成18年10
月（2006年）

 平成19年11月
（2007年）

 平成21年  2月
（2009年）

 平成21年  4月
（2009年）

家電リサイクル法対象機器に液
晶及びプラズマ式のテレビ、衣
類乾燥機を追加

 平成22年  3月
（2010年）

 平成22年10月
（2010年）

 平成25年  4月
（2013年）

小型家電リサイクル法施行

 平成27年  3月
（2015年）

 平成27年11月
（2015年）

 令和 元年 10
月（2019年）

食品ロス削減推進法施行

 令和 2年  3月
（2020年）

 令和 2年  4月
（2020年）

 令和 ２年  7月
（2020年）

レジ袋有料化スタート

神栖市廃棄物減量等推進員の廃止

資源物集団回収事業奨励金交付要項改正

小型家電のピックアップ回収開始

小型家電のボックス回収開始

衣類等のもらいます・あげますキャンペーン開始（第一リサイクル
プラザ）

家具の再生品販売開始（第一リサイクルプラザ）

市内食品スーパー等7事業者11店舗でレジ袋有料化開始

「ごみ・リサイクル等廃棄物関係マニュアル（手引き）」の発行

廃食用油回収開始
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廃  第 ２０８ 号 

令和２年１１月１６日 

 

神栖市廃棄物減量等推進審議会 

会長  阿部 正弘 様 

神栖市長  石田  進 

 

 

神栖市一般廃棄物処理基本計画（案）について（諮問） 

 

 

 

神栖市一般廃棄物処理処理基本計画（令和３～１７年度）を策定するにあたり、神栖

市廃棄物減量等推進審議会規則第２条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。 
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令和３年３月２４日 

神栖市長 石田 進 様 

 

神栖市廃棄物減量等推進審議会 

会長  阿部 正弘 

 

 

神栖市一般廃棄物処理基本計画（案）について（答申） 

 

令和２年１１月１６日付け廃第２０８号をもって当審議会に諮問のあった神栖市一

般廃棄物処理基本計画（案）について、慎重に審議した結果、本案を妥当なものと認め

ます。 

なお、計画の推進にあたっては、基本理念である「市民・事業者・行政の協働による

５Ｒの推進とともに、環境への負荷の少ない持続可能な社会づくりを進めます」の実現

に向けて、下記の事項に配慮して計画の円滑な推進に努めるよう要望します。 

 

記 

 

1 一般廃棄物処理基本計画の基本理念、基本方針及び施策内容を、市民・事業者に広

く周知し、行政も含めた三者の協働の下、各主体の役割を果たしつつ、目標の実現

へ向けて一体となって計画の推進に努めること。 

 

2 現在、新可燃ごみ処理施設を建設中であり、令和６年度からは新たなごみ処理体制

へと移行する予定である。一方、国は食品ロスの半減やプラスチックの一括回収の

方針を打ち出している。このような廃棄物処理を取り巻く環境の変化に対応し、一

般廃棄物処理基本計画の趣旨を十分理解しつつ、速やかにかつ適切に対応し、計画

の推進に努めること。 

 

3 一般廃棄物処理基本計画を着実に推進するため、本計画で取り上げた各施策につい

て、適切な指標設定と評価を実施し、効果的な進行管理を実施し、計画の推進に努

めること。 
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神栖市廃棄物減量等推進審議会委員名簿 

 

  

区　分 氏　名 備　考

学識経験者
甲斐田　直子 筑波大学　ｼｽﾃﾑ情報系　社会工学域　准教授

丸山　満 なめがたしおさい農業協同組合

才賀　秀樹 神栖市商工会 副会長

松﨑　真 鹿島東部コンビナート環境対策連絡会

河内屋　竜次 鹿島臨海工業地帯西部地区企業連絡会

髙島　三千代 神栖市家庭排水浄化推進協議会

茅原　一美 神栖市食生活改善推進員協議会

須之内　義之 波崎地区資源物集団回収団体

阿部　正弘 神栖地区資源物集団回収団体 会長

長谷川　博之 神栖市環境事業協同組合

安部　賢敏 波崎地区企業連絡会

春日　保志 一般公募

立元　睦男 一般公募

森山　英勝 一般公募

関係団体の関係者

一般公募 による者
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用 語 集 

 

（ア行）               

●RDF（アールディーエフ） 

固形燃料（Refuse Derived Fuel）化の

略。廃棄物を破砕・選別して金属などを除

去し、ちゅう芥類や紙類・プラスチック類

などの有機物を抽出して乾燥粉砕して石灰

などを混ぜ、圧縮・成形して固めて燃料化

する再資源化技術のこと。 

 

●一般廃棄物 

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』

に示される、産業廃棄物以外の廃棄物のこ

と。日常生活に伴って発生するごみ、し尿・

汚泥、その他の汚物または不要物をいい、

オフィスから出る OA ごみや飲食店からの

残飯なども含まれる。 

 

●医療系廃棄物 

医療関係機関から排出される特別管理廃

棄物であり、注射針のように、感染の恐れ

があることから処理に際して特別に配慮し

なければならない廃棄物も含まれる。 

 

●エコ・クッキング 

環境に配慮して調理全般をすることで、

エネルギーの無駄や、ごみを少なくしたり

すること。 

 

●エコ・ショップ 

環境に配慮した製品を取り扱ったり、過

剰包装を避けて、省資源を図ったり、食品

トレイや牛乳パックの店頭回収を自主的に

行ったりして、ごみの減量やリサイクルを

積極的に推進している小売店のこと。 

 

●SS（エスエス） 

水中に浮遊していて、直径 2mm 以下の

水に溶けない懸濁性の物質の量をいい、

「Suspended Solids（浮遊物質量）」の略。

水質汚濁物質と同様に、「環境基準」が定め

られている。プランクトン、生物体の死骸・

破片・糞やそれらの分解物などの有機物や、

泥粒などの無機物からなる。一定量の水を

ろ紙でこし、乾燥してその重量を測る。数

値（mg/L）が大きいほど、その水の濁りが

多いことを示す。 

 

（カ行）               

●活性炭吸着 

着色成分、臭気成分、有機物質等を物理

的に除去すること。 

 

●合併処理浄化槽 

し尿と生活雑排水をまとめて処理するし

尿浄化槽のこと。マンション、アパートな

どに設置されるものや農業・林業・漁業集

落排水処理施設などの大型のものと、家庭

などに設置される小型のものがある。微生

物の働きで腐敗や酸化分解させ、衛生的に

無害な水に変化させる。 

 

●家電リサイクル法 

特定家庭用機器再商品化法の略称。テレ

ビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥

機の家電を対象に、消費者はリサイクル料

と収集・運搬費用の負担、販売店は消費者
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からの引き取りとメーカーへの引き渡し、

メーカーは再商品化をそれぞれ義務づけて

いる。 

 

●カレット 

使用済のガラスびんを細かく砕き、ガラ

ス原料として使用されるもの。原料として

の純度を高めるためには、排出段階での色

分けや異物除去が重要。 

 

（サ行）               

●サーマルリサイクル 

ごみを燃やした時に発生する熱エネルギ

ーを回収し、発電、給湯、暖房、温水プー

ルなどに利用すること。 

 

●サイクロン 

排出されるガス中から、粉じんを分離捕

集して空気を浄化する装置。サイクロンは

粗い粒子の捕集に適している。 

 

●最終処分 

一般廃棄物および産業廃棄物の中間処理

後の残渣（焼却残渣や破砕残渣など）を埋

立てるか海洋投棄するなどして、自然環境

に還元すること。 

 

●COD（シーオーディー） 

「Chemical Oxygen Demand（化学的酸

素要求量）」の略。水質汚濁物質と同様に、

「環境基準」が定められている。水中の有

機物など汚染源となる物質を通常、過マン

ガン酸カリウムなどの酸化剤で酸化すると

きに消費される酸素量のこと。単位は、

mg/L。数値が高いほど、水中の汚染物質の

量も多いことを意味し、海域及び湖沼の水

の汚染状況を表すのに用いられる。 

 

●持続可能な開発目標（SDGｓ） 

2001 年に策定されたミレニアム開発目

標（MDGs）の後継として、2015 年 9 月

の国連サミットで採択された「持続可能な

開発のための 2030 アジェンダ」にて記載

された2030年までに持続可能でよりよい

世界を目指す国際目標。17 のゴール・169

のターゲットから構成され、地球上の「誰

一人取り残さない（leave no one behind）」

ことを誓っている。SDGs は発展途上国の

みならず、先進国自身が取り組むユニバー

サル（普遍的）なものであり、日本として

も積極的に取り組んでいる。 

 

●重金属類 

軽金属に対する語。比重 4 以上の金属（約

60 種）の総称。一般に体内に蓄積する傾向

があり、有害なものが多い。金、銀、銅、

鉄、鉛、亜鉛、アンチモン、ニッケル、コ

バルト、クロム、砒素、バナジウム、水銀、

カドミウム、マンガンなどがある。特に、

鉛、クロム、砒素、水銀、カドミウム、マ

ンガンのように、最近の公害病の原因とな

っているものが多く、毒性の強いものにつ

いては、水質・土壌の環境基準や排出基準

が定められている。 

 

●循環型社会形成推進基本法 

循環型社会を形成するための基本的な枠

組みとなる法律で、廃棄物・リサイクル対

策を総合的かつ計画的に推進するための基

盤を確立するとともに、個別の廃棄物・リ

サイクル関係法律の整備、循環型社会の形

成に向け実効ある取組の推進を図ることを
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目的としている。 

 

●焼却残渣 

廃棄物を焼却処理した後に残るもので、

可燃物の灰分、不燃物・可燃物の燃え残り、

すなわち未燃分からなっている。 

 

●水洗化 

汲み取り式トイレを水洗トイレに改造す

ることだけでなく、排水設備を設置して生

活雑排水を下水道へ流せるようにすること。 

 

●ストックヤード 

収集したごみや、集団回収などで回収さ

れた有価物を、一時的に保管しておくため

の場所。 

 

●3R（スリーアール） 

「ごみを出さない」「一度使って不要にな

った製品や部品を再び使う」「出たごみはリ

サイクルする」という廃棄物処理やリサイ

ク ル の優 先順 位の こと 。「リ デュ ース

（Reduce＝ごみの排出抑制）」「リユース

（Reuse＝再使用）」「リサイクル（Recycle

＝再資源化）」の頭文字を取ってこう呼ばれ

る。「循環型社会形成推進基本法」は、この

考え方に基づき、廃棄物処理やリサイクル

の優先順位を①リデュース②リユース③リ

サイクル④熱回収（サーマルリサイクル）

⑤適正処分と定めている。3R に「リフュー

ズ（Refuse＝ごみになるものを買わない）」

を加えて「4R」、さらに「リペア（Repair

＝修理して使う）」を加えて「5R」という

場合もある。 

 

 

●生活排水 

し尿と日常生活に伴って排出される台所、

洗濯、風呂などの排水のこと。 

 

●全窒素 

水中に含まれるアンモニア性窒素、亜硝

酸性窒素、硝酸性窒素の無機性窒素及びタ

ンパク質、アミノ酸、ポリペプチド、尿素

等有機性窒素の総量をいい、窒素量で表す。

全窒素は、動物及び植物に由来しているの

で、全ての水に含まれている。また、生活

排水、工場排水、畜産排水等の混入により

増加する。 

 

●全燐 

水中に含まれる無機及び有機リン化合物

中のリンの総量をいう。水中のリン化合物

には、地質由来のものと動植物等の生物由

来のものがあるが、その形態は微生物の活

動や化学的作用を受けて変化しやすい。化

学形には正リン酸、メタリン酸、ピロリン

酸等の無機リン酸農薬、リン酸エステル、

リン脂質等の有機リン化合物があり、これ

らが溶存状態または懸濁状態で存在する。 

 

（タ行）               

●第一次産業 

農業・牧畜業・水産業・林業などの産業

をいう。 

 

●ダイオキシン類 

有機塩素化合物の一種であるポリ塩化ジ

ベンゾ‐パラ‐ジオキシン（PCDD）を略

して、「ダイオキシン」と呼ぶ。 

ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11

年）では、PCDD、ポリ塩化ジベンゾフラ
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ン（PUDF）、コプラナ‐ポリ塩化ビフェニ

ル（Co-PCB）をあわせて「ダイオキシン

類」と定義。 

 

●第三次産業 

商業・運輸通信業・金融業・公務、その

他のサービス業が含まれる。 

 

●大腸菌群数 

水質汚濁物質として「排水基準」が定め

られている。大腸菌や、これと極めてよく

似た性質を持つ菌の総称。人間または動物

の排泄物による水の汚染指標として用いら

れている細菌である。病原菌と同様に、普

通の状態では動物体外では増殖せず、自然

水中では速やかに死滅する。しかし、病原

菌よりは抵抗力が強く、また、水が高等生

物や魚の排泄物で汚された証拠となる。 

 

●第二次産業 

製造業・鉱業・建設業などが含まれる。 

 

●単位容積重量 

ごみの容量 1 ㎥あたりの重量のこと。「見

かけ比重」ともいう。 

 

●単独処理浄化槽 

し尿浄化槽のうち、し尿のみを処理する

施設のこと。建築基準法施行令、建設省（現

国土交通省）告示、浄化槽法等の改正によ

り、現在、一定地域を除いて原則として設

置できなくなっている。 

 

●ちゅう芥類 

台所から出てくる野菜くずや食べ物の残

りなどのごみ。 

●中間処理施設 

収集されたごみを最終処分（埋立、海洋

投棄など）するのに先立って、ごみの焼却・

溶融・破砕・固化（コンクリートなどによ

る有害物質の封じ込め）や汚泥の脱水・中

和などの処理を加えて、減量化、減容化、

無害化（安定化）、再資源化を図る施設のこ

と。神栖市においては、広域鹿嶋 RDF セン

ター、広域波崎 RDF センター、神栖市第一

リサイクルプラザ及び第二リサイクルプラ

ザにあたる。 

 

●DO（ディーオー） 

「Dissolved Oxygen（溶存酸素）」の略。

水質汚濁物質と同様に、「環境基準」が定め

られている。水中に溶けている酸素量のこ

とで、水の自浄作用や水中生物の生息にと

って不可欠。溶解量を左右するのは水温、

気温、塩分で、汚れの程度によっても変化

する。きれいな水ほど酸素は多く含まれ、

汚染度の高い水中では、消費される酸素の

量が多いので、溶存酸素は少なくなる。 

 

（ナ行）               

●n－ヘキサン抽出物質（ノルマルヘキサン

チュウシュツブツ） 

pH4 以下調整した試料中からヘキサン

に抽出され、かつ 80℃付近で揮発しない物

質をいう。この試験は主として揮発しにく

い鉱物油及び動植物油脂類などの油状物質

の定量を目的としているが、これらのほか

に炭化水素誘導体、脂肪酸とその誘導体、

エステル類、アルコール類、アミン類、農

薬、染料、フェノール類、界面活性剤、石

鹸、コロイド状硫黄などもヘキサンで抽出

されるため、これらを含めてヘキサン抽出
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物という。 

 

（ハ行）               

●バイオマス 

植物などの生物体のこと。有機物で構成

されているため、燃料として利用でき、電

気や熱を作れる。 

 

●廃棄物処理法 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の略

称。廃棄物に関する基本的な法律であり、

廃棄物の区分や処理責任の所在、処理方法

の基準などを規定している。 

 

●排出原単位 

年間排出量を 365 日（閏年は 366 日）

で除し、さらに計画収集人口で除したもの

をいう。1 人 1 日平均排出量ともいう。（住

民 1 人が 1 日に出すごみの量のこと。） 

 

●発熱量 

燃焼の際に、熱量計で測定される「高位

発熱量（総発熱量）」と、可燃ごみ中の水分

や可燃分中の水素が水蒸気となる際の蒸発

潜熱を高位発熱量から差し引いた「低位発

熱量（真発熱量）」とがある。燃焼設備の設

計の際に重要要素となる。 

 

●バグフィルタ 

ろ過式集じん装置ともいう。排出される

ガス中のばいじん、ダイオキシン類などを、

ろ布に捕集するもので、電気集じん機より

も集じん効果が高い。 

 

●BOD（ビーオーディー） 

「Biochemical Oxygen Demand（生物

化学的酸素要求量）」の略。水質汚濁物質と

同様に、「環境基準」が定められている。河

川水や工場排水中の有機物が微生物によっ

て分解され、無機化あるいはガス化される

ときに必要とされる酸素量のこと。単位は、

mg/L。この数値が大きくなれば、水質が汚

濁していることを意味する。 

 

●PDCA サイクル 

計画（Plan）、行動（Do）、点検（Check）、

見直し（Action）のプロセスを順に実施し、

最後の見直しを次の計画に結び付け、らせ

ん状に品質の維持・向上や継続的な業務改

善活動などを推進するマネジメント手法。 

 

●火格子（ヒゴウシ） 

燃焼設備において、ごみと火が接触し、

乾燥や燃焼を行わせる火床のこと。 

 

●pH（ペーハー） 

別名「水素イオン指数」で、溶液中の水

素イオンの濃度である「水素イオン濃度」

を表す指数。水質汚濁物質と同様に、「環境

基準」が定められている。溶液 1L 

中の水素イオンのグラム当量数で表し、一

般には pH＝－log［H⁺］として定義される。

pH＝7 で中性、0 以上 7 未満で酸性、7 超

14 以下でアルカリ性を示す。 

 

（ラ行）               

●リターナブルびん 

リターナブル容器として作られているび

んのこと。ビールびん、一升びん、牛乳び

んなどをいい、「生きびん」ともいう。 
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